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濫費
特
集
/
平
成

三
州年
度
重
点
施
策
A淺
斐
蛙
蘂
斐
"淺
韮
が

当
面
の
緊
急
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て

靴

道
路
局
道
路
総
務
課
企
画
係

2
0

こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
情
勢
の
中
で
も
特
に
緊
急

の
課
題
は
、
景
気
の
失
速
を
回
避
し
つ
つ
バ
ブ
ル
経
済

崩
壊
後
の
本
格
的
な
調
整
を
早
急
に
終
了
さ
せ
、経
済
･

産
業
構
造
の
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国

経
済
を
新
生
し
、
自
律
的
な
成
長
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と

で
あ
る
。

我
が
国
の
経
済
の
現
状
は
、
民
間
需
要
の
回
復
力
が

弱
く
、
雇
用
情
勢
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
な
ど
、
厳

し
い
状
況
に
あ
る
が
、
緊
急
経
済
対
策
等
の
各
般
の
政

策
効
果
が
浸
透
し
、
公
共
投
資
は
総
じ
て
堅
調
に
推
移

し
、
住
宅
建
設
は
持
ち
直
し
て
い
る
な
ど
、
景
気
は
、

こ
の
と
こ
ろ
や
や
改
善
し
て
お
り
、
当
面
の
財
政
運
営

に
お
い
て
も
、
今
後
の
我
が
国
経
済
の
動
向
を
見
極
め

た
上
で
、
景
気
の
腰
折
れ
を
招
く
と
い
っ
た
こ
と
の
な

い
よ
う
、
引
き
続
き
景
気
に
十
分
配
慮
し
て
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に

現
下
の
我
が
国
の
経
済
情
勢
と
頻
発
す
る
災
害
状
況
に

鑑
み
、
平
成
一
二
年
度
の
建
設
省
重
点
施
策
は
、
従
来
の

も
の
と
は
趣
を
変
え
、
｢当
面
の
緊
急
課
題
へ
の
対
応
｣と

銘
打

っ
て
去
る
八
月

一
三
日
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
主
要
課
題
と
本
重
点
施
策
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
、

道
路
局
関
連
部
分
を
中
心
に
概
要
を
紹
介
す
る
。

I

国
土
交
通
省
に
向
け
を
政
策
展
開
と
当
面

の
緊
急
課
題
へ
の
対
応

1

二
一
世
紀
を
ま
も
な
く
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
、

我
が
国
は
、
少
子
･
高
齢
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
環
境

問
題
の
地
球
レ
ベ
ル
で
の
深
刻
化
、
高
度
情
報
化
の
急

速
な
進
展
な
ど
歴
史
的
な
転
換
期
を
迎
え
て
お
り
、
戦

後
の
経
済
成
長
を
支
え
て
き
た
経
済
社
会
全
体
の
仕
組

み
や
国
民
の
意
識
の
抜
本
的
な
変
革
が
不
可
欠
と
な
っ

て
い
る
。

建
設
行
政
に
お
い
て
も
、
戦
後
一
貫
し
て
行
っ
て
き

た
需
要
に
合
わ
せ
て
足
ら
ざ
る
住
宅
･
社
会
資
本
を
整

備
す
る
と
い
う

｢国
土
建
設
｣
か
ら
、
住
宅
･
社
会
資

本
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
や
自
然
環
境
の
保
全
等
を
含

め
た
総
合
的
な

｢国
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(整
備
･利
用
･

保
全
)｣
へ
の
転
換
を
進
め
て
き
て
お
り
、
美
し
く
安
全

な
国
土
、
安
心
で
ゆ
と
り
あ
る
快
適
な
く
ら
し
、
魅
力

と
活
力
あ
る
都
市
･
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
と
い
う
基

本
的
考
え
方
に
基
づ
き
、
少
子
･
高
齢
化
、
環
境
問
題

等
に
も
対
応
し
た
各
般
の
施
策
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、

併
せ
て
国
民
と
の
対
話
を
重
視
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
型
行
政
の
推
進
や
、
公
共
事
業
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ

リ
テ
ィ
の
向
上
な
ど
、
行
政
の
進
め
方
の
改
革
を
行
っ

て
き
て
い
る
。



建
設
省
に
お
い
て
も
、
公
共
事
業
予
算
の
大
幅
な
前

倒
し
執
行
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
の
創
設
、
住
宅
金

融
公
庫
の
金
利
引
上
げ
幅
の
圧
縮
等
の
施
策
に
よ
り
需

要
面
で
の
対
策
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
今
後
は
、
引
き
続
き
需
要
面
に
お
い
て
求
め
ら
れ

る
施
策
の
実
施
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
雇
用
対
策

及
び
経
済
の
供
給
面
に
お
け
る
体
質
強
化
に
資
す
る
施

策
に
つ
い
て
も
積
極
的
、
重
点
的
に
行
っ
て
い
く
考
え

で
あ
る
。

2

ま
た
、
社
会
経
済
活
動
の
舞
台
で
あ
る
国
土
の
現
状

を
見
る
と
、
本
年
の
六
月
末
梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
る
広

島
や
福
岡
に
お
け
る
土
砂
災
害
、
浸
水
被
害
を
は
じ
め

と
し
て
、
近
年
に
お
い
て
も
国
民
の
暮
ら
し
や
経
済
活

動
を
脅
か
す
水
害
･
土
砂
災
害
が
頻
発
し
て
お
り
、
元

来
脆
弱
な
国
土
条
件
の
下
で
着
実
な
対
策
を
行
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
改
め
て
被
害
を
最
小
限
に
抑

え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
新
た
な
災
害
対
策
を
緊
急
に

講
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

3

こ
の
よ
う
な
中
で
、
1
に
述
べ
た
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
対
応
し
た
国
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
展
開
に
つ
い

て
は
、
総
合
性
及
び
包
括
性
を
も
っ
た
行
政
機
能
の
発

揮
が
期
待
さ
れ
る
二
0
○
-
年
に
移
行
予
定
の
国
土
交

通
省
に
お
い
て
、
多
様
な
施
策
の
連
携
等
を
通
じ
て
国

民
に
と
っ
て
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
、
北
海
道
開
発
庁
、
国
土
庁
、
運
輸
省

と
も
連
携
し
た
政
策
展
開
の
検
討
に
今
後
早
急
に
取
り

組
ん
で
い
く
考
え
で
あ
る
が
、
2
に
述
べ
た
よ
う
な
現

下
の
我
が
国
の
経
済
情
勢
と
頻
発
す
る
災
害
の
状
況
に

ネ
ッ
ク
踏
切
解
消
の
一
層
の
推
進

か
ん
が
み
、
以
下
に
お
い
て
は
、

･

汎
、
本
“

の
寸

①
経
済
新
生
を
支
え
る
都
市
の
再
構
築
と
地
域
の
活

性
化

②
産
業
再
生
、
新
産
業
･
新
市
場
創
出
及
び
市
場
構

造
改
革

③
総
合
的
緊
急
災
害
対
策

の
三
つ
の
緊
急
課
題
に
対
応
す
る
主
要
な
施
策
を
と
り

ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。

口

経
済
新
生
を
支
え
る
都
市
の
再
構
築
と
地

域
の
活
性
化

ー

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
産
業
構
造
転
換
を
踏
ま
え

た
新
た
な
都
市
機
能
の
形
成
、
再
構
築

2

交
通

(物
流
･
人
流
)
の
円
滑
化
･
効
率
化
、
定
時

性
の
確
保
、
コ
ス
ト
削
減

の

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
等
解
消
の
促
進

(現
状
･
課
題
)

①

朝
夕
の
ピ
ー
ク
時
に
四
〇
分
以
上
遮
断
さ
れ
て
い

る
な
ど
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
が
全
国
に
約
一
、
0

○
○
箇
所
存
在
し
、
円
滑
･
効
率
的
な
都
市
活
動
を

阻
害
、
地
域
を
分
断

②

構
造
に
起
因
す
る
事
故
発
生
踏
切
が
全
国
に
多
数

存
在

③

鉄
道
に
よ
る
地
域
の
分
断

(施
策
)

①

鉄
道
の
高
架
化
、
道
路
の
立
体
化
に
よ
る
ボ
ト
ル

･
連
続
立
体
交
差
事
業
の
対
象
の
拡
充

②

道
路
の
立
体
化
、
構
造
改
良
に
よ
り
、
事
故
発
生

踏
切
を
概
ね
三
年
以
内
に
緊
急
改
善

③

地
方
に
お
け
る
連
担
し
た
踏
切
の
集
約
･
立
体
化

の
一
層
の
推
進

･
踏
切
除
却
事
業
の
対
象
の
拡
充

(効
果
)

①

大
幅
な
渋
滞
緩
和

②

踏
切
の
安
全
性
の
向
上

③

鉄
道
に
よ
り
阻
害
さ
れ
た
地
域
交
通
の
円
滑
化
、

一
体
的
な
地
域
の
形
成

特
に
、
連
続
立
体
交
差
事
業
を
契
機
と
し
た
一
体

的
な
ま
ち
づ
く
り
の
促
進

(鉄
道
の
高
架
化
に
よ
り
市
街
地
の
分
断
が
解
消
さ

れ
、
一
体
的
な
市
街
地
整
備
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
快
適
で
利
便
性
の
高
い
ま
ち
づ
く
り
が
推
進
さ
れ

る
。
)

④

鉄
道
の
高
速
化
に
資
す
る

②

交
通
結
節
点
機
能
強
化

(現
状
･
課
題
)

①

都
市
部
の
鉄
道
駅
等
の
交
通
結
節
点

②

交
通
結
節
点
及
び
地
域
社
会
で
活
動
す
る
上
で
の

主
要
な
施
設

(商
業
文
化
施
設
、
福
祉
施
設
等
)
を

含
む
周
辺
地
域
に
お
け
る
円
滑
な
歩
行
環
境
が
確
保

さ
れ
て
い
な
い
地
区
が
多
数
存
在
。

(施
策
)

4 道々テセ 99 ,9



①
･
乗
降
客
五
、
○
○
○
人
以
上
の
鉄
道
駅

(約
二
、

(現
状
･
課
題
)

四
〇
〇
駅
)
を
対
象
に
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
自

転
車
等
か
ら
鉄
道
へ
の
乗
り
継
ぎ
環
境
を
三
年
以

内
に
全
て
の
駅
で
総
点
検
。

･
総
点
検
結
果
を
踏
ま
え
て
、
歩
行
空
間
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
、
バ
ス
と
鉄
道
の
乗
り
継
ぎ
の
改
善
(例

…
バ
ス
停
と
改
札
ロ
の
間
の
距
離
短
縮
、
全
天
候

化
)
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
駅
前
広

場
、
歩
道
、
駐
輪
場
、
駐
車
場
等
の
整
備
を
短
期

集
中
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド

ラ
イ
ド
の
定
着
促
進
等
ソ
フ
ト
面
に
対
す
る
支
援

を
充
実
す
る
。

･
バ
ス
を
中
心
と
し
た
効
率
的
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
す
る
た
め
、
バ
ス
交
通
広
場

(バ
ス
の

駅
)
の
整
備
を
重
点
的
に
実
施
す
る
。

②

交
通
結
節
点
の
周
辺
地
域
等
に
お
い
て
街
の
面
的

な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
推
進
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
新
た
に
策
定
し
、
各
種
事
業
間
の
計
画
的
な
調

整
、重
点
的
な
実
施
を
図
る
と
と
も
に
、昇
降
機
器
の

開
発
や
社
会
的
効
果
の
計
測
手
法
等
の
検
討
を
行
う
。

(効
果
)

①

公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進
、
T
D
M

(交
通
需

要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
)
の
視
点
も
踏
ま
え
つ
つ
効
率
的

な
都
市
･
地
域
活
動
の
支
援

②

す
べ
て
の
国
民
が
自
由
に
移
動
し
、
活
動
す
る
機

会
の
確
保
。

③

三
大
都
市
圏
の
環
状
道
路
等
の
整
備

都
市
構
造
の
再
編
を
促
進
し
、
ま
た
通
過
交
通
の
都
心

部
へ
の
流
入
を
避
け
、
都
市
圏
内
の
交
通
の
円
滑
化
に
大

き
な
効
果
を
発
揮
す
る
環
状
道
路
の
整
備
が
著
し
く
遅
れ

て
い
る
。

(例
…
首
都
圏
の
場
合
、
三
環
状
道
路

(圏
央
道
、
外

環
、
中
央
環
状
)
の
整
備
率
は
二
割
。

1
ロ
ン
ド
ン
九
九
%
、
パ
リ
七
四
%
、
ベ
ル
リ

ン
九
六
%
)

(施
策
)

①

三
大
都
市
圏
の
環
状
道
路
等
に
つ
い
て
、

･
物
流
効
率
化
枠
に
よ
り
事
業
費
を
別
枠
で
大
幅
確

保
す
る
な
ど
全
体
の
事
業
費
を
大
幅
増
額
す
る
こ

と
に
よ
る
用
地
取
得
の
重
点
的
な
推
進

･
公
的
助
成
の
拡
充
等
に
よ
る
有
料
道
路
制
度
の
活

用
･
都
市
基
盤
整
備
公
団
等
と
連
携
し
た
代
替
地
提
供

シ
ス
テ
ム
の
構
築

等
に
よ
り
、
大
幅
な
整
備
促
進
を
図
る
。

②

広
域
幹
線
道
路
に
つ
い
て
、
新
た
に
土
地
区
画
整

理
事
業
と
道
路
事
業
の
一
体
的
整
備
を
行
い
事
業
の

推
進
を
図
る
。

(効
果
)

次
の
よ
う
な
経
済
的
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

①

環
状
道
路
の
整
備
効
果

首
都
圏
の
三
環
状
道
路
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
早
期

供
用
予
定
区
間

(現
在
の
ペ
ー
ス
で
今
後
概
ね
一
〇

年
)
の
整
備
に
よ
り
、
圏
央
道
内
側
の
渋
滞
ポ
イ
ン

ト
の
約
六
割
が
解
消
さ
れ
、
直
接
効
果
は
年
間
約
二

兆
円
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
全
線
完
成
時
に
は
、

直
接
効
果
は
年
間
約
四
兆
円
と
推
定
さ
れ
る
。

②

用
地
補
償
に
よ
る
土
地
流
動
化
効
果

早
期
供
用
予
定
区
間
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
約
四

〇
〇
雌
の
用
地
需
要
。
こ
れ
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
代

替
地
需
要
だ
け
で
も
約
四
○
齦
。

3

地
域
の
経
済
拠
点
の
形
成
5
地
域
活
性
化
I
C
を
核

と
し
た
経
済
拠
点
形
成
の
支
援

(現
状
･
課
題
)

地
域
経
済
の
浮
揚
や
雇
用
の
創
出
を
図
る
上
で
、
高
規

格
幹
線
道
路
の
I
C
の
整
備
は
、
特
に
企
業
立
地
を
促
進

し
、
就
業
機
会
や
所
得
の
増
加
な
ど
地
域
経
済
の
浮
揚
や

定
住
人
ロ
の
増
加
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
意
欲
的
に

地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
地
域
か
ら
大
き
な
期
待
が
寄
せ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
が
既
に
整
備
さ
れ
、
通

過
し
て
い
る
が
、
I
C
か
ら
は
離
れ
て
い
る
地
域
に
お
い

て
は
、
追
加
I
C
の
整
備
に
よ
る
既
存
高
規
格
幹
線
道
路

の
有
効
活
用
が
、
地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

(施
策
)

地
域
活
性
化
I
C
を
核
と
し
た
地
域
連
携
の
推
進
を
支

援
す
る
。

①

地
域
活
性
化
I
C
の
整
備
促
進

･
地
域
が
希
望
す
る
追
加
I
C
を
一
般
道
路
事
業
等
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に
よ
り
整
備
す
る
地
域
活
性
化
I
C
制
度
の
創
設

(施
策
)

建
設
費
、
管
理
費
の
縮
減
を
可
能
と
す
る
E
T
C

こ
の

専
用
I
C

(
ス
マ
ー
ト
I
C
)
の
導
入

②

地
域
活
性
化
I
C
整
備
と
一
体
と
な
っ
た
物
流
拠

点
の
整
備
に
対
す
る
融
資
制
度
の
創
設
な
ど
I
C
を

核
と
し
た
地
域
づ
く
り
を
総
合
的
に
支
援
す
る
。

(効
果
)

地
域
活
性
化
I
C
の
整
備
と
そ
れ
に
合
わ
せ
た
地
域
づ

く
り
に
よ
り
、
企
業
立
地
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
経
済
の

浮
揚
や
雇
用
の
創
出
に
貢
献
す
る
。
(既
存
I
C
の
周
辺
地

域
で
は
従
業
員
数
や
所
得
の
大
き
な
伸
び
等
の
効
果
が
現

れ
て
い
る
。
)

m

産
業
再
生
、
新
産
業
･
新
市
場
創
出
及
び

市
場
構
造
改
革

ー

建
設
産
業
の
構
造
改
革
5
建
設
産
業
再
生
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
推
進

2

新
産
業
･
新
市
場
の
創
出

印

ス
マ
ー
ト
ウ
エ
イ
の
展
開

(現
状
･
課
題
)

渋
滞
、
交
通
事
故
、
環
境
悪
化
等
の
道
路
交
通
問
題
の

解
決
や
物
流
の
効
率
化
を
実
現
す
る
有
効
な
施
策
の
一
つ

と
し
て
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
高
度
道
路
交
通
シ

ス
テ
ム

(I
T
S
)
の
早
期
の
展
開
を
目
指
し
た
諸
施
策

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
新
た
な
市
場
の
創
出

等
に
よ
る
経
済
発
展
に
資
す
る
た
め
、
I
T
S
の
積
極
的

な
推
進
が
各
界
か
ら
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
I
T
S
の
基
盤
と
な
る
次
世
代
の
道
路
(ス

マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
)
の
展
開
を
目
指
し
た
諸
施
策
を
推
進
す

る
●。･

平
成
一
二
年
度
末
ま
で
に
、
東
名
･
名
神
高
速
、
東

北
自
動
車
道
、
山
陽
自
動
車
道
、
阪
神
高
速
道
路
等

全
国
約
四
〇
〇
箇
所
の
主
要
な
料
金
所
に
お
い
て
ノ

ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

(E
T
C
)

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
全
国
の
料
金
所
で

E
T
C
-
I
C
カ
ー
ド
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で

の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
。

･
早
期
に
E
T
C
の
整
備
効
果
を
発
現
さ
せ
る
た
め
、

E
T
C
車
載
器
等
の
急
速
な
普
及
を
促
進
す
る
施
策

を
導
入
す
る
。

･
建
設
費
、
管
理
費
の
コ
ス
ト
縮
減
が
可
能
と
な
る
E

T
C
専
用
I
C

(
ス
マ
ー
ト
I
C
)
や
、
U
タ
ー
ン

可
能
な
S
A
･
P
A
の
整
備
を
促
進
す
る
。

･
交
通
事
故
の
大
幅
削
減
を
目
指
す
走
行
支
援
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
と
の
連
携
の
も
と
平
成
一

四
年
度
内
の
実
用
化
を
視
野
に
入
れ
た
実
証
実
験
を

行
う
。

･
概
ね
五
年
程
度
で
携
帯
電
話
の
不
感
地
と
な
っ
て
い

る
全
て
の
高
速
道
路
ト
ン
ネ
ル
、
直
轄
国
道
の
長
大

ト
ン
ネ
ル
等
に
お
い
て
携
帯
電
話
の
利
用
を
可
能
と

す
る
。

(効
果
)

こ
れ
ら
の
施
策
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
経
済
的
効
果
が

期
待
さ
れ
る
。

①

渋
滞
解
消
、
物
流
効
率
化
等
に
関
す
る
効
果

･
高
速
道
路
の
渋
滞
箇
所
の
約
三
0
%
を
占
め
る
料

金
所
渋
滞
の
解
消
に
有
効
。

･
車
載
器
及
び
I
C
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
策
に
よ
り
、

平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
約
四
〇
〇
万
台
以
上
の

自
動
車
へ
の
E
T
C
車
載
器
等
の
普
及
を
目
指
す
。

･
E
T
C
専
用
I
C
と
す
る
こ
と
に
よ
り
建
設
･
管

理
費
削
減
が
可
能
と
な
り
、
自
治
体
や
民
間
事
業

者
に
よ
る
追
加
I
C
の
整
備
が
容
易
と
な
る
。

②

新
産
業
創
出
等
に
関
す
る
効
果

･
新
た
な
電
気
、
電
子
、
情
報
関
連
機
器
産
業
の
創

出
、
電
子
マ
ネ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
技
術
の

発
達
。

･
民
間
の
創
意
工
夫
に
基
づ
く
I
C
カ
ー
ド
の
複
合

化
に
よ
る
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
。

3

住
宅
市
場
の
構
造
改
革

N

総
合
的
緊
急
災
害
対
策
の
展
開

1

総
合
的
な
水
害
･
土
砂
災
害
対
策
の
推
進

2

震
災
対
策
の
充
実

V

結
び

i
国
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
え
る
技
術
開
発
と
政
策
推

進
手
法
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潔翻総
特
集
/
平
成

三
州年
度
重
点
施
策
m窿
蓑
拜
深
菱
媛
拠
が

効
率
的
怠
都
市
◎地
域
活
動
の
支
援

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

一
施
策
の
必
要
性

全
国
で
年
間
約
一
二
兆
円
に
の
ぼ
る
渋
滞
損
失
の
削
減

や
、
地
球
温
暖
化
防
止
へ
の
対
応
と
し
て
自
動
車
か
ら
発

生
す
る
鵤
排
出
量
の
削
減
を
図
る
た
め
、
効
率
的
な
渋
滞

対
策
が
必
要
で
あ
る
。

具
体
的
な
渋
滞
対
策
の
取
組
み
と
し
て
は
、
第
三
次
渋

滞
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム

(H
m
-
H
M
)
の
推
進
、
ま
た
都

市
圏
の
交
通
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
、
平
成
一
一
年
度
か

ら
都
市
圏
交
通
円
滑
化
総
合
対
策
事
業
を
推
進
し
て
い
る
。

し
か
し
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、
全
国
約

一
、
0
0
〇

箇
所
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
※
や
六
四
万
台
の
放
置
自
転

車
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
に
よ
り
効
率
的
な
都
市
活
動
が
阻

害
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
地
方
部
に
お
い
て
も
、
鉄
道
に

よ
る
地
域
分
断
や
、
鉄
道
の
高
速
化
に
よ
り
踏
切
事
故
の

危
険
性
が
増
大
す
る
と
い
っ
た
課
題
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
踏
切
の
解
消
や
駅

前
広
場
等
交
通
結
節
点
の
機
能
強
化
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
地
域
づ
く
り
と
あ
わ
せ
て
鉄
道
高
速
化
を
支
援
す
る

踏
切
対
策
を
総
合
的
に
実
施
し
、
T
D
M

(交
通
需
要
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
)
の
視
点
も
踏
ま
え
つ
つ
効
率
的
な
都
市
･

地
域
活
動
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

※
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
"
ピ
ー
ク
時
間
の
遮
断
時
間
が
四
〇
分
/

以
上
で
あ
る
踏
切
と
踏
切
交
通
遮
断
量

(
一
臼
当
た
り
の
交
通

量
に
一
日
当
た
り
の
踏
切
遮
断
時
間
を
乗
じ
た
値
)
が
五
万
台

時
/
日
以
上
で
あ
る
踏
切

二

施
策
の
概
要
と
効
果

○

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
踏
切
の
解
消

連
続
立
体
交
差
等
に
よ
る
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
の
除
却

や
鉄
道
の
立
体
化
を
契
機
と
し
た
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り

を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
踏
切
除
却
に
よ
る
地
域
づ
く
り

と
併
せ
て
鉄
道
高
速
化
を
支
援
す
る
た
め
、｢踏
切
道
等
総

合
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
に
基
づ
き
、
踏
切
改
良
等
を
計
画

的
か
つ
重
点
的
に
実
施
す
る
｢踏
切
道
等
総
合
対
策
事
業
｣

を
創
設
･
実
施
す
る
。
そ
の
際
、
連
続
立
体
交
差
事
業
や

踏
切
道
改
良
事
業
の
採
択
基
準
を
緩
和
す
る
。

本
事
業
の
創
設
に
よ
り
、
歩
行
者
の
往
来
が
多
く
遮
断

時
間
の
長
い
駅
周
辺
の
踏
切
立
体
化
や
歩
行
者
通
行
帯
が

確
保
さ
れ
て
い
な
い
踏
切
の
構
造
改
良
、
運
担
し
た
踏
切

の
集
約
･
立
体
化
な
ど
に
重
点
化
す
る
と
と
も
に
、
ボ
ト

ル
ネ
ッ
ク
踏
切
に
対
す
る
集
中
的
な
鉄
道
高
架
化
を
実
施

す
る
。

事
業
の
効
果
と
し
て
は
二
点
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
ず
、
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
踏
切
の
解
消
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

大
幅
な
渋
滞
緩
和
に
貢
献
す
る
。
ま
た
、
鉄
道
の
立
体
化



新設立体交差事業
メ{磯#七“密生ごとん

圏

図 1 踏切道等総合対策事業のイメージ

ボトルネック踏切 歛鱸嬬 (平面)

割こよる都市交通の円
と一体的尤顫街づくり

過度に速担した締切

過度に運担した踏切開が含まれ
る場合には、踏切交通渡断要件
を緩和 (2万台時/日一0 )

ボトルネック踏切猥が含まれる場合、幹 …鰐ご　　　　道路数の要件を緩和 (2本→1本)
(※ピーク時鶏断時問4 0分/時以上もしく

は踏切交通遮断量S万台時/日以上の締切) (※延長1km当たり3箇所以上の
密度で計6箇所以上達担)

大規模な改築の予定の　　　　 　踏切と見なす

採択基準に適合しない未整
備区間について、隣接する
整備済区間と併せて採択基
準の適合を判断銭遠縁 (平面

･過交通のボトルネック
(大規横な改築の計画がある)

図 2 連続立体交差事業の要件緩和内容
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に
よ
り
市
街
地
の
分
断
が
解
消
さ
れ
る
と
と
も
に
、
連
続

ド
の
定
着
促
進
等
ソ
フ
ト
面
に
対
す
る
支
援
を
充
実

約
四
千
円
で
移
動
が
可
能
と
な
っ
た

(図
3
)。

立
体
交
差
事
業
を
契
機
と
し
て
土
地
区
画
整
理
事
業
等
が

す
る
。

道イテセ 99,9 9

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
の
街
並
み
が
一
新
さ
れ
、

あ
わ
せ
て
効
率
的
な
都
市
活
動
を
可
能
と
す
る
基
盤
が
整

備
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
環
状
八
号
線
井
荻

(い
お
ぎ
)
地
区
の
踏
切

が
解
消
さ
れ
た
事
例
で
は
、
谷
原
交
差
点
-
四
面
道
交
差

点
付
近

(延
長
四
･
六
如
)
の
通
過
時
間
が
整
備
前
の
七

八
分
か
ら
整
備
後
の
一
一
分
へ
と
、
約
八
六
%
短
縮
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
連
続
立
体
交
差
事
業
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
の
面
で
の
効
果
と
し
て
は
、
東
京
都
府
中
市
で
の
連
続

立
体
交
差
事
業
の
事
例
で
は
、
周
辺
の
都
市
計
画
道
路
の

整
備
率
が
整
備
前
の
五
七
%
か
ら
整
備
後
に
は
六
八
%
に

な
り
、

一
〇
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る

(図
1

･
2
)。

の

交
通
結
節
点
の
機
能
強
化
に
よ
る
公
共
交
通
機
関
の

利
用
促
進

①

鉄
道
駅
等
結
節
点
の
機
能
強
化

大
都
市
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
等
乗
降
客
五
、
0
0
0
人

以
上
の
す
べ
て
の
駅

(約
二
、
四
○
○
駅
)
を
対
象

と
し
て
駅
周
辺
総
点
検
を
三
年
間
で
実
施
す
る
。

そ
し
て
、
総
点
検
の
結
果
を
踏
ま
え
、
歩
行
空
間

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
や
乗
り
継
ぎ
の
改
善
を
行
う
｢駅

周
辺
交
通
環
境
改
善
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
を

策
定
し
、
交
通
結
節
点
改
善
事
業
等
の
活
用
に
よ
り
、

駅
前
広
場
、
歩
道
、
駐
車
場
等
の
整
備
を
短
期
･
集

中
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ

す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
乗
り
継
ぎ
が
改
善
さ
れ
、
ホ
ー
ム

か
ら
バ
ス
停
ま
で
の
乗
換
が
ス
ム
ー
ズ
と
な
り
、
交

通
結
節
点
機
能
が
強
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
小
田
急

小
田
原
線
狛
江
駅
の
利
用
環
境
の
改
善
の
場
合
、
改

札
ロ
と
バ
ス
停
間
の
距
離
が
整
備
前
一
五
0
m
か
ら

整
備
後
一
0
m
へ
、

一
四
0
m
短
縮
さ
れ
る
と
と
も

に
、
改
札
ロ
か
ら
バ
ス
停
ま
で
が
全
天
候
型
化
さ
れ

た
。ま

た
、
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
と
併
せ
た
地
方
公

共
団
体
に
よ
る
放
置
自
転
車
の
撤
去
な
ど
の
放
置
自

転
車
対
策
を
実
施
す
る
。

②

バ
ス
関
連
結
節
点
の
機
能
強
化

高
速
道
路
バ
ス
停
近
傍
や
郊
外
部
の
拠
点
地
域
に

お
け
る
バ
ス
交
通
広
場
整
備
等
に
よ
り
、
バ
ス
を
中

心
と
し
た
効
率
的
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す

る
た
め
、
｢バ
ス
の
駅
｣
と
し
て
バ
ス
交
通
広
場
を
重

点
的
に
実
施
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
高
速
道
路
バ
ス
停
近
傍
に

お
け
る
バ
ス
交
通
広
場
が
整
備
に
よ
り
、
高
速
バ
ス

の
利
便
性
が
向
上
す
る
。
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道

鳴
門
I
C
近
傍
の
バ
ス
交
通
広
場
整
備
の
場
合
は
、

徳
島
･
神
戸
間
が
高
速
艇
利
用
で
所
要
約
三
時
間
、

約
五
千
円
か
か
っ
て
い
た
も
の
が
、
本
四
連
絡
橋
を

活
用
し
た
高
速
バ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
約
二
時
間
、

C
DM施策の椎進 )･パーク&ライドシステムの定着促進等

パーク&ライド駐車場の整硼

･わかりやすい案内標艘の設置
･エスカレーター、エレベーターの設置

駅前広場のレイアウト変更
ペデストリアンデッキの整備

図 3 交通結節点整備のイメ…ジ図



濫費
特
集
/
平
成

三

年
度
重
点
施
策
"頻
莪
莪
壤顔
莪
n嚢
淺
が

大
都
市
圏
環
状
道
路
⑭
整
備
促
進

道
路
局
国
道
課

一
は
じ
め
に

大
都
市
圏
に
は
人
ロ
や
都
市
機
能
が
集
中
し
て
お
り
、

首
都
圏
に
お
い
て
は
全
国
比
で
一
%
に
満
た
な
い
面
積
に

三
一%
の
人
口
が
集
中
す
る
な
ど
、
諸
外
国
に
比
べ
て
も

集
中
の
度
合
い
が
高
い
。

そ
の
た
め
、
大
都
市
圏
へ
の
交
通
集
中
に
よ
り
慢
性
的

な
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
お
り
、
首
都
圏
で
は
東
京
二
三

区
を
ま
た
ぐ
交
通
量
の
二
割
に
相
当
す
る
一
日
約
三
五
万

台
の
交
通
量
が
二
三
区
に
用
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
都

心
に
流
入
し
て
い
る
(図
1
)。
ま
た
、
中
部
圏
で
も
名
古

屋
市
域
を
ま
た
ぐ
交
通
の
四
割
が
通
過
交
通
で
あ
る
。

大
都
市
圏
環
状
道
路
の
整
備
は
、
通
過
交
通
の
都
心
部

へ
の
流
入
を
避
け
、
交
通
の
円
滑
化
を
実
現
す
る
こ
と
に

よ
り
都
市
再
生
を
目
指
す
上
で
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
が
、

そ
の
整
備
は
遅
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。
首
都
圏
の
環
状

道
路
の
整
備
率
は
、
放
射
道
路
の
整
備
率
九
割
に
対
し
環

状
道
路
二
割
、
中
部
圏
で
は
放
射
道
路
六
割
に
対
し
環
状

道
路
二
割
と
い
ず
れ
も
低
い
状
況
で
あ
り
、
諸
外
国
の
主

要
都
市

(パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
、
ベ
ル
リ
ン
)
が
環
状
道
路

の
整
備
を
概
成
し
て
い
る
こ
と
に
比
べ
、
著
し
く
整
備
が

遅
れ
て
い
る

(図
2
)。

ま
た
、
大
都
市
圏
環
状
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
経

済
界
を
は
じ
め
各
種
の
答
申
で
も
そ
の
整
備
を
強
く
要
望

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
一
層
整
備
を
促
進
し

早
期
に
供
用
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

注
大
都
市
圏
環
状
道
路
と
は
、
首
都
圏
の
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動

車
道

(圏
央
道
)、
東
京
外
か
く
環
状
道
路

(外
か
ん
)
及
び
首

都
高
速
道
路
中
央
環
状
線
の
三
環
状
道
路
、
中
部
圏
の
東
海
環

状
自
動
車
道
及
び
名
古
屋
環
状
二
号
線
の
二
環
状
道
路
、
近
畿

圏
の
京
奈
和
自
動
車
道
等
を
い
う
。

4 6 0万台

通過交通
3 5万台

動流
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二

施
策
の
概
要

大
都
市
圏
環
状
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、

事
業
費
の
重
点
的
配
分
を
図
る
と
と
も
に
道
路
用
地
を
効

セ

率
的
に
取
得
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
漸

こ
れ
ら
課
題
に
対
応
す
る
以
下
の
施
策
に
つ
い
て
紹
介
す

　　
　①

事
業
費
増
額
に
よ
る
事
業
の
促
進

平
成
三
一年
度
は
、
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て

物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革
を
引
き
続
き
推

進
す
る
観
点
か
ら
設
定
さ
れ
た
｢経
済
新
生
特
別
枠
｣

の
な
か
で
事
業
費
の
大
幅
確
保
を
要
望
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
事
業
の
一
層
の
促
進
を

図
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

②

代
替
地
提
供
シ
ス
テ
ム
の
構
築

道
路
用
地
買
収
時
に
お
け
る
用
地
提
供
者
か
ら
の

代
替
地
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
道
路
事
業
者
等
が

都
市
基
盤
整
備
公
団
や
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
等

と
代
替
地
に
関
す
る
情
報
交
換
を
行
い
、
代
替
地
を

効
率
的
･
積
極
的
に
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る

(図
3
)
。

③

公
的
助
成
の
拡
充
等
に
よ
る
有
料
道
路
制
度
の
活

′
′

用
平
成
三
一年
度
は
、
国
費
助
成
の
充
実
、
償
還
機

関
の
延
長
等
を
行
い
有
料
道
路
制
度
を
一
層
活
用
す

る
こ
と
と
し
、
新
た
に
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

東

建設省

廳瘻最終共用延長l整備群45 1 8 k m 1 0 5 k m 2 0 %

(人口 :2,940万人)

　　　　　　　　　　　　2 8 2 k m 2 7 8 k m 9 9 %

図 2 諸外国の主要都市における環状道路の整備状況

860万人)

出典:英国交通省
R esearch L abor鑓o】ツ

口

(人口 :概ね環状道路の内側)

出典:パリ首都圏建設局

出典:ドイツ連邦交通省



道
路

(街
路
)
事
業
者

①用地取得交渉

②代替地要求

④代替地情報提示

⑤同意 ･用地提供

都
市
基
盤
整
備
公
団

等

民
間
都
市
開
発
推
進
機
構

⑥代替地提供

都
市
圏
環
状
道
路
等
の
整
備
促
進
に
あ
た
り
、
同

時
に
沿
道
地
域
の
一
体
的
整
備
を
行
い
良
好
な
環
境

の
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
と
と
も
に
、
道
路
用
地
の
先

行
取
得
を
実
施
す
る
た
め
に
は
土
地
区
画
整
理
事
業

の
活
用
が
有
効
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
土
地
区
画
整

理
事
業
と
道
路
事
業
を
一
体
に
推
進
す
る
沿
道
区
画

整
理
型
道
路
事
業
を
新
た
に
環
状
道
路
等
広
域
幹
線

道
路
の
整
備
に
適
用
す
る

(図
4
)。

　
　

　

道
路
用
地
提
供
者

(圏
央
道
)
で
約
一
〇
五
虹
、
東
海
環
状
自
動
車
道

で
約
七
三
如
の
有
料
事
業
化
を
要
求
し
て
い
る
。

④

土
地
区
画
整
理
事
業
の
活
用

図 3 代替地を効率的に提供するシステムの構築イメージ

<掘割構造の広域幹線道路の場合>

周辺の低未利用地の状況

直買方式による道路整備

鬮 用地買収時の残地

0皺讓 緘 薄生じた街並みは

0 沿道の市街化区域内農地等の
低来利用地は残存。

図 4 既成市街地における広域幹線道路整備イメージ図

←都市計画決定された
広域幹線道路

土地区画整理事業による
広域幹線道路の沿道一体整備

。罐竈線形篤鑿漿痣より良好な
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@ 期供用予定区副

　
　

　
　 　

　　

畑混市 横浜市
漿名字浜甫燭鬮鱸嚢鬮

東繃速 、議鬮釀穰露讓
束名高速 山

第三京浜 第三京浜 徳三京浜 滴が

　
　

0 圏央道内側の渋滞ポイント ○圏央道内側の渋滞ポイント ○圏央道内側の渋滞ポイント
約600箇所 約600箇所の約 6割解消 約600箇所は、 概ね解消

0 直接効果は、約 2 兆円 / 年 ○直接効果は、約 4 兆円 / 年

図 5 環状道路の整備効果 (首都圏の 3環状道路)

年

　　　　　　　　　　　　　
　

　

　
　
　　　
　
　
　

く完 成 )

中央廻

大宮市

　　

　

　
　

　

　
　

　　

つく
ば
市

三

施
策
の
効
果

○

大
都
市
圏
環
状
道
路
の
整
備
効
果
(首
都
圏
の
場
合
)

環
状
道
路
の
整
備
効
果
は
、
た
と
え
ば
首
都
圏
三
環
状

道
路
の
場
合
、今
後
概
ね
一
〇
年
内
に
整
備
を
進
め
る
｢早

期
供
用
予
定
区
間
｣
が
完
成
す
れ
ば
、
圏
央
道
内
側
の
交

通
渋
滞
が
激
し
い
箇
所

(主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
)
約
六
〇

〇
箇
所
の
約
六
割
が
解
消
す
る
と
と
も
に
、
走
行
時
間
の

短
縮
、
走
行
費
用
の
減
少
等
に
よ
る
直
接
効
果
は
年
間
約

二
兆
円
と
試
算
さ
れ
る

(図
5
)。

ま
た
、
首
都
圏
三
環
状
道
路
が
完
成
し
た
場
合
、
圏
央

道
内
側
の
主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
が
概
ね
解
消
す
る
と
と
も

に
、
直
接
効
果
は
年
間
約
四
兆
円
と
試
算
さ
れ
る
。

②

環
状
道
路
整
備
に
伴
う
土
地
流
動
化
に
よ
る
経
済
波

及
効
果

(首
都
圏
の
場
合
)

｢早
期
供
用
予
定
区
間
｣
の
整
備
に
伴
い
約
四
〇
〇
如
の

土
地
取
引
が
生
じ
、
土
地
の
流
動
化
に
よ
る
経
済
波
及
効

果
は
約
二
兆
円
と
試
算
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
全
線
完
成
の
場
合
は
約
一
、
五
〇
0
m
の
土

地
取
引
が
生
じ
、
経
済
波
及
効
果
は
約
六
兆
円
と
試
算
さ

れ
る
。四

お
わ
り
に

大
都
市
圏
環
状
道
路
の
整
備
は
、
二
一
世
紀
に
お
け
る

我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
や
経
済
活
性
化
を
図
る
上

で
不
可
欠
な
事
業
で
あ
り
、
そ
の
整
備
効
果
は
極
め
て
大

き
く
、
ま
た
事
業
に
伴
う
土
地
流
動
化
に
よ
る
経
済
波
及

効
果
も
見
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
建
設
省
と
し
て
は
、
環

状
道
路
に
つ
い
て
今
後
さ
ら
に
重
点
的
に
整
備
を
進
め
て

ま
い
る
所
存
で
あ
り
、
引
き
続
き
関
係
各
位
の
ご
支
援
ご

協
力
を
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

道行セ 99,9 メタ



潔翻総
特
集
/
平
成
三
一年
度
重
点
施
策
斐
珠
鮭
深
斐
淺
莪

物
流
効
率
化
の地
域
連
携
の
起
め
の
総
合
的
怠
支
援

道
路
局
地
方
道
課
市
町
村
道
室

一

施
策
の
ポ
イ
ン
ト

約
七
、
四
○
○
如
の
高
規
格
幹
線
道
等
の
既
存
ス
ト
ッ

ク
を
活
用
し
、
地
域
づ
く
り
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
自
治

体
の
意
向
を
受
け
、
追
加
I
C
を
一
般
道
路
事
業
等
に
よ

り
整
備
す
る
地
域
活
性
化
I
C
制
度
を
創
設
す
る
。
そ
し

て
I
C
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り
に
統
合
補
助
金
等
を
活

用
す
る
な
ど
地
域
自
ら
主
体
的
に
取
り
組
む
地
域
づ
く
り

を
総
合
的
に
支
援
す
る
。

そ
の
際
、
第
三
セ
ク
タ
ー
が
物
流
拠
点
を
整
備
す
る
場

合
の
支
援
制
度
を
創
設
し
、
物
流
の
効
率
化
を
図
る
。

二

施
策
の
必
要
性

o
地
域
経
済
の
浮
揚
や
雇
用
の
創
出
を
図
る
た
め
に
は
、

高
速
道
路
等
の
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
有
効
に
活
用
し
、
物

流
拠
点
や
先
端
企
業
の
立
地
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り

が
重
要

o
特
に
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
I
C
の
整
備
は
、
企
業
立

地
を
促
進
し
、
就
業
機
会
及
び
所
得
の
増
加
な
ど
地
域

経
済
の
浮
揚
や
人
ロ
定
着
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
も
の

と
し
て
、
意
欲
的
に
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
地
域
に

と
っ
て
、
地
域
活
性
化
の
た
め
の
重
要
な
手
段
と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

o
昨
年
に
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
の
一
部
改
正

(平
成

一
〇
年
九
月
施
行
)
に
よ
り
民
間
施
設
の
連
結
を
可
能

と
す
る
と
と
も
に
、
高
速
道
路
と
直
結
す
る
物
流
拠
点

の
立
地
支
援
の
た
め
の
融
資
制
度
を
創
設

三

施
策
の
概
要

の

地
域
活
性
化
ー
C
を
核
と
し
た
物
流
効
率
化
･
地
域

連
携
の
推
進

①

地
域
活
性
化
I
C
の
整
備
促
進

高
規
格
幹
線
道
等
の
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
し
、

地
域
づ
く
り
と
一
体
と
な
っ
た
I
C
の
整
備
を
さ
ら

に
促
進
す
る
た
め
、
追
加
I
C
を
一
般
道
路
事
業
等

に
よ
り
整
備
す
る
地
域
活
性
化
I
C
制
度
を
創
設
す

る
と
と
も
に
、
建
設
費
、
管
理
費
の
縮
減
を
可
能
と

す
る
た
め
、
E
T
C
専
用
I
C
の
導
入
を
図
る
。

②

I
C
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り
へ
の
総
合
的
支
援

地
域
活
性
化
I
C
を
活
用
し
た
地
域
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、
市
町
村
が
例
え
ば
、
快
適
な
職
住
空
間

の
整
備
な
ど
テ
ー
マ
と
エ
リ
ア
を
定
め
て
独
自
に
策

メギ 道行セ 99,9



地域活性化IC

定
す
る
、
地
域
づ
く
り
計
画
に
基
づ
き
、
先
端
産
業

り
、
新
産
業
の
創
出
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
経
済
の
浮
揚

の
立
地
や
周
辺
地
域
づ
く
り
を
、
個
別
補
助
事
業
、

や
雇
用
の
創
出
に
大
き
く
貢
献
す
る
。

平
成
三
年
,度
に
創
設
す
る
統
合
補
助
金
、
交
付
金

物

事
業
に
よ
り
、
総
合
的
、
重
点
的
に
支
援
す
る
o

さ

癜

“
‘ゞ
=℃整備を核愛した近隣ゆ浦凹対を捨

蜘蹴

　　　　　　　　　　　　　　　
　
　

　

　　

を
進
め
叡
~髻増さ‘
‘

リ
j
l
(
ブ
き
蒙
/

繃

鰄拗

※
"
公
共
･
公
益
施
設
の
共
同
利
用
や
観
光
周
遊
ル
ー
ト
の
形

等

　　　　　　　
　　　　　　
　　　　
　　　　
　

　

　

一般道路事業等による整備

栓 物流センタ-

③

地
域
活
性
化
I
C
と
一
体
と
な
っ
た
物
流
拠
点
の

整
備
促
進

積
載
効
率
の
向
上
等
、
物
流
の
効
率
化
を
図
る
た

め
に
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
等
の
沿
道
及
び
I
C
周

辺
に
お
い
て
、
貨
物
の
積
み
替
え
機
能
等
を
有
す
る

物
流
拠
点
を
整
備
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
地
域
活
性
化
I
C
整
備
と
一
体
と
な

っ
て
第
三
セ
ク
タ
ー
が
物
流
拠
点
の
整
備
を
行
う
場

合
、
駐
車
場
等
に
対
す
る
融
資
制
度
を
創
設
す
る
。

四

施
策
の
効
果

地
域
経
済
の
浮
揚
と
雇
用
の
創
出

既
存
I
C
の
周
辺
地
域
で
は
、
従
業
員
数
や
所
得
の
伸

び
が
大
き
い
等
の
効
果
が
現
れ
て
お
り
、
今
後
、
地
域
活

性
化
I
C
の
整
備
と
そ
れ
に
合
わ
せ
た
地
域
づ
く
り
に
よ

甘

7

ん

よいことから、少ない用地
建設コストの縮減が可能

ETC専用の自動車ICを活用した場合

まちづくり統合補助金による支援

物流拠点の整備に伴う貨物車の増加に対応
した沿道環境整備や歩道の整備

図 1 地域活性化lCを核とした経済拠点形成のイメージ図
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潔賞

特
集
/
平
成

幽
霊
年
度
重
点
施
策

A凝
携
斐
脳蒙
莪
虱恋
薙
が

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
(I
T
S
)推
進
室

I
T
S

(高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
)
は
、
最
先
端
の

情
報
通
信
技
術
を
用
い
て
人
と
道
路
と
車
両
と
を
一
体
の

シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
す
る
事
に
よ
り
、
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ

~

ン
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
、
有
料
道
路
等
の
自
動
料
金
収
受

シ
ス
テ
ム
の
確
立
、
安
全
運
転
の
支
援
、
道
路
管
理
の
効

率
化
等
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
深
刻
化
す
る
渋
滞
、
交
通

-

事
故
や
環
境
の
悪
化
な
ど
現
代
の
道
路
交
通
問
題
を
解
決

出

す
る
戦
略
的
な
手
段
で
あ
る
。

平
成
三
一年
度
は
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
推
進
会
議

(委

-言

員
長
塗
苗

章
一
郎
経
団
連
名
誉
会
長
)
か
ら
の
提
言

鱗
一

(｢
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ィ
の
実
現
に
向
け
て
享

盛

一
年
六

齦

え
る
通
信
シ
チ

ム

セ
ン
サ
ー
･

光
フ
ァ
イ
バ
ー
等
を

を

総
合
的
に
備
え
た
道
路

(ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
)
の
展
開
を

ネ

目
指
し
、
関
係
省
庁
や
産
学
と
の
連
携
の
も
と
以
下
の
諸

烈
~ ｢スマートウェイの実現に向けて｣ ~

概 要

T S技術を統合して組み込んだスマートウェイの整備の進

讐

綴
礬
朧
朧

ン
5
べ
準
0
か

ト
事
者
解
が

C
備
で
サ
る

イ
1
す
標
0
外

o
一
適
齢
滞
滞

T
整
度
な
め

ポ

0
現
際

0
海
き

マ
交
高
渋
渋

E
の
高
様
求

の
2
実
国
2
は
ペ
ス

･

･

･

･
多
を

　
　　
　

　

　

　

① 2 0 1 5年頃に、全国主要幹線道路網においてスマートウェイ化
を実現すべき。

② 国際標準化活動に積極的に貢献すべき。
2 0 0 0年開催予定の走行支援システムに関わる実証実験につい

ては海外からも幅広く参加を募り、オープンな実験の場として提供
すべき。

③ スマートウェイ整備による実現する将来の姿を提示。
･交通事故を現在の1 / 3程度に削減。
高齢者ドライバーの安全確保に極めて有益。
･渋滞解消効果は2 0 1 5年には年間約1, 2兆円。
渋滞が原因で付加されている物流コストを約1 5 %低減。
･ E T C専用の低廉なインターチェンジ (スマート IC (称))
の整備により、土地の有効利用が促進。
･高度で低廉な地域医療サービスの実現にも効果。

④ 多様なサービス内容については、道路利用者や民間からのアイデ

道行セ 99.9



施
策
を
推
進
す
る
。

①

E
T
C

(
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ

ム
)
の
展
開

②

走
行
支
援
シ
ス
テ
ム
の
実
証
実
験
の
実
施

③

E
T
C
専
用
の
追
加
I
C
や
U
タ
ー
ン
可
能
な
S

A
･
P
A
の
促
進

④

ト
ン
ネ
ル
不
感
地
解
消
の
推
進

一
E
T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受

シ
ス
テ
ム
)
の
展
開

料
金
所
渋
滞
の
解
消
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
利
便
性
の
向
上
、

コ
ス
ト
の
縮
減
等
を
図
る
E
T
C
に
つ
い
て
、
平
成
一
四

年
度
ま
で
を
目
途
と
し
た
全
国
の
主
要
な
料
金
所
へ
の
導

図 3 平成12年度末のE T C サービス区間

入
に
向
け
、
サ
ー
ビ
ス
区
間
を
大
幅
に
拡
大
※
す
る
と
と

も
に
、
E
T
C
車
載
機
や
I
C
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
を
図

り
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
、
新
た
な
市
場
の
創
出
を
促
進
す

る
た
め
、
車
載
器
及
び
I
C
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
策
を
導

入
す
る
。

※
東
名
･
名
神
高
速
、
東
北
自
動
車
道
、
山
陽
自
動
車
道
、
阪
神

高
速
道
路
等
全
国
約
三
五
〇
料
金
所
に
お
い
て
新
た
に
E
T
C

を
導
入
し
、
全
国
約
四
〇
〇
料
金
所
で
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
の
E

T
C
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
。
ま
た
、
全
国
の
料
金
所
に
E
T
C
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
導
入
し
、
E
T
C
I
I
C
カ
ー
ド
に
よ
る
キ

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
。

E
T
C
の
展
開
に
よ
り
、
高
速
道
路
の
渋
滞
箇
所
の
約

三
0
%
を
占
め
る
料
金
所
渋
滞
の
解
消
が
促
進
さ
れ
る
ほ

か
、
民
間
の
創
意
工
夫
に
基
づ
く
I
C
力
i
ド
の
複
合
化

に
よ
り
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
展
開
の
促
進
が
期
待
さ
れ
る
。

　

三

走
行
支
援
シ
ス
テ
ム
の
実
証
実
験
の
実
施

道

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
ス
マ
ー
ト
カ
ー
が
協
調
し
て
ド
ラ

イ
バ
ー
へ
の
危
険
警
告
･
運
転
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

交
通
事
故
の
大
幅
削
減
を
目
指
す
走
行
支
援
シ
ス
テ
ム
に

図 4 走行支援システムが目指すサービス

7
′
7!



つ
い
て
、
関
係
省
庁
と
の
連
携
の
も
と
平
成
一
四
年
度
内

の
実
用
化
を
視
野
に
入
れ
た
実
証
実
験
を
実
施
し
、
新
技

術
の
実
用
性
、
社
会
的
受
容
性
の
確
認
を
行
う
。

交
通
死
亡
事
故
死
者
数
の
約
五
○
%
は

｢発
見
の
遅

れ
｣、
約
二
七
%
は

｢操
作
･判
断
ミ
ス
｣
に
起
因
。
走
行

支
援
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
原
因
に
対
し
て
有
効

な
情
報
提
供
や
危
険
警
告
、
運
転
補
助
を
行
い
交
通
事
故

の
大
幅
削
減
を
目
指
す
。

三

E
T
C
専
用
の
追
加
ー
C
や
U
タ
ー
ン
可

能
な
S
A
･
P
A
の
促
進

建
設
費
、
管
理
費
の
コ
ス
ト
縮
減
が
可
能
と
な
る
E
T

C
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
り
、
E
T
C
専
用
I
C

(ス
マ

ー
ト
I
C
)
に
よ
る
追
加
I
C
や
U
タ
ー
ン
可
能
な
S
A
･

P
A
の
整
備
を
促
進
し
、
商
業
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
施
設
、
物
流
拠
点
等
と
一
体
と
な
っ
た
I
C
や
s
A
･

P
A
を
活
用
し
た
地
域
経
済
の
活
性
化
の
支
援
を
行
う
。

E
T
C
専
用
I
C

(
ス
マ
ー
ト
I
C
)
と
す
る
こ
と
に

よ
り
、
建
設
費
･
管
理
費
を
削
減
し
、
自
治
体
や
民
間
事

業
者
に
よ
る
追
加
I
C
の
整
備
が
容
易
と
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。

四

ト
ン
ネ
ル
不
感
地
解
消
の
推
進

道
路
管
理
の
効
率
化
、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
を
図
る

た
め
、
民
間
の
負
担
を
軽
減
し
た
新
た
な
事
業
方
式
に
よ

り
、
携
帯
電
話
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
エ
リ
ア
内
で
あ
り
な

料金所ブースを集約しなくてもよいことか

ら、 少ない用地で済み、 建設コストの縮減
　
　

こ

の

の

　
　

　

　
　
　

な

ン〈いわゆるダイヤモンド型のl.C .〉

し

み

約
済

集
で

を

地　
　

ブ

な

0

所
少
能

金

、
可

料

ら

が

これまでの約1/3の用地と1/2の費用で整備可能との試算

(H 11 ,6スマートウェイ推進会議提言より)

め

>

た

C〈いわゆるトランペット型のl.C .〉

図 5 スマートIC のイメージ図

ジ

　

　メ図 6 U ターン可能なS A ･ P Aのイメージ

が
ら
携
帯
電
話
等
の
利
用
が
出
来
な
い
ト
ン
ネ
ル

(ト
ン

ネ
ル
不
感
地
)
の
解
消
を
推
進
す
る
。

携
帯
電
話
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
エ
リ
ア
内
に
お
い
て
も
、

高
速
道
路
、
直
轄
国
道
等
の
約
四
〇
〇
箇
所
の
ト
ン
ネ
ル

(二
〇
0
m
以
上
の
ト
ン
ネ
ル
を
対
象
)
が
携
帯
電
話
等

を
利
用
出
来
な
い
不
感
地
と
な
っ
て
い
る
。

q

概
ね
五
ヵ
年
程
度
で
、
携
帯
電
話
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

ャ行

エ
リ
ア
に
お
け
る
高
速
道
路
の
全
て
の
ト
ン
ネ
ル
、
直
轄

苫

国
道
の
長
大
ト
ン
ネ
ル
等
で
携
帯
電
話
等
の
連
続
し
た
利

R

用
が
可
能
と
な
る
o



滋
炎
特
集
/
地
方
分
権
と
道
路
行
政
》嬢
爽
滋
滋嬢
炎榔
M嬢
鱗
ぬ

地
膚
分
権
と
道
路
行
政

第
2
回
)

地
方
分
権
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
(道
路
法
編
)

道
路
局
路
政
課

　
　

(参
考
)

従
来
機
関
委
任
事
務
で
あ
っ
た
も
の
を
法
定
受
託
事
務
と
す
る

た
め
の
法
的
措
置

･
国
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
示
す
用
語
の
改
正

E
X

都
道
府
県
知
事
↓
都
道
府
県

(道
路
法
に
お
い
て
は
従
前
、
機
関
委
任
事
務
の

主
体
を
｢都
道
府
県
知
事
｣、
団
体
委
任
事
務
の
主

体
を

｢都
道
府
県
｣
と
表
し
て
い
た
た
め
。)

･
国
の
包
括
的
な
監
督
指
揮
権
を
廃
止
し
、
国
が
地
方
公
共
団

体
の
事
務
執
行
の
適
正
を
担
保
す
る
上
で
必
要
な
最
小
限
度

の
関
与
と
す
る
。

･
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
旨
を
法
律
又
は
政
令
で
明
確
に
規
定

す
る
。

｢第
0
0
0
条
の
事
務
は
、
地
方
自
治
法

(昭
和
二
十
三
年

法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法

定
受
託
事
務
と
す
る
。｣
等

②

国
等
の
関
与
に
つ
い
て
、
国
と
地
方
と
の
新
し
い
関

係
を
確
立
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
の
新
た
な
規
定
と

一

は
じ
め
に

平
成
三

年
七
月
八
日
、
地
方
分
権
推
進
計
画

(平
成

一
〇
年
五
月
二
九
日
閣
議
決
定
)
に
基
づ
き
、
各
般
の
行

政
を
展
開
す
る
上
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
分
担
す
る

べ
き
役
割
を
明
確
に
し
、
か
つ
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主

性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
性
豊
か
で
活

力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
関
係
法
律

四
七
五
本
に
及
ぶ
改
正
案
を
一
括
し
た

｢地
方
分
権
の
推

進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案

(以
下
｢地
方
分
権
一
括
法
｣
と
い
う
)｣
が
、
第
一
四
五

回
参
院
本
会
議
に
て
賛
成
多
数
で
可
決
･
成
立
し
た
。
目

下
、
平
成
一
二
年
四
月
一
日
の
施
行
期
日
に
向
け
て
関
係

政
省
令
の
改
正
準
備
等
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
誌
五
月
号
で
は
｢地
方
分
権
と
道
路
行
政
(第
1
回
)｣

と
題
し
、
平
成
五
年
衆
参
本
会
議
の

｢地
方
分
権
の
推
進

に
関
す
る
決
議
｣
か
ら
地
方
分
権
一
括
法
案
ま
で
地
方
分

権
推
進
の
流
れ
を
た
ど
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
各
論

と
し
て
地
方
分
権
一
括
法
を
受
け
た
道
路
関
係
法
律
の
改

正
に
つ
い
て
二
回
に
分
け
て
解
説
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

地
方
分
権
一
括
法
の
概
要

地
方
分
権
一括
法
は
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の

四
七
五
本
の
法
律
改
正
を
一
括
し
て
と
り
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

①

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
に
対
等
･
協
力
の
新
し

　　

　

い
関
係
を
築
く
た
め
、
機
関
委
任
事
務
制
度
を
廃
止
し
、

地
方
公
共
団
体
の
処
理
す
る
事
務
を
自
治
事
務
と
法
定

受
託
事
務
に
再
構
成
し
た
上
で
、
新
し
い
事
務
区
分
に

基
づ
き
、
関
係
法
律
に
お
い
て
所
要
の
整
備
を
図
る
こ



の
整
合
性
に
配
慮
し
た
見
直
し
･
整
備
を
行
う
と
と
も

に
、
関
与
に
係
る
係
争
処
理
手
続
を
定
め
、
個
別
法
に

お
け
る
関
与
は
基
本
類
型
に
沿
っ
た
必
要
最
小
限
の
も

の
に
す
る
べ
く
所
要
の
改
正
を
図
る
こ
と

③

必
置
規
制
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
組

織
権
を
尊
重
し
、
行
政
の
総
合
化
･
効
率
化
を
進
め
る

た
め
、
そ
の
廃
止
･
緩
和
を
進
め
る
こ
と

④

権
限
委
譲
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
個
別

法
に
お
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

⑤

地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
･
確
立
を
行
う

こ
'と

正
⑲
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一

部
改
正

本
号
で
は
、
道
路
関
係
法
律
の
中
心
と
な
る
道
路
法
に

つ
い
て
の
解
説
及
び
新
旧
対
照
表
を
掲
載
す
る
。

四

道
路
法
の
改
正
ポ
イ
ン
ト

･
第
十
二
条
･
第
十
三
条
関
係

従
前
で
は
一
般
国
道
の
う
ち
指
定
区
間
外
国
道
の

維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
は
機
関
委
任
事
務
と
し

て
都
道
府
県
知
事
が
行
い
、
都
道
府
県
道
の
管
理
は

団
体

(委
任
)
事
務
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
行
う

三

地
方
分
権
一括
法
に
よ
る
改
正
す
る
道
路

関
係
法
律

建
設
省
道
路
局
所
管
法
律
で
本
則
改
正
す
る
の
は
以
下

の
①
ー
⑩
の
一
〇
本
で
あ
る
。

①
道
路
運
送
法
の
一
部
改
正

(運
輸
省
と
共
管
)

②
道
路
法
の
一
部
改
正

③
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

④
踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
改
正

(運
輸
省
と
共
管
)

⑤
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

⑥
道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正

⑦
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の

一
部
改
正

(警
察
庁
と
共
管
)

⑧
地
方
道
路
公
社
法
の
一部
改
正

⑨
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

張
前

　　

従

※ 軌跡 蝶 災害復旧 儲 纖
その他の管理

'うノ
伴
=

に事
の

工

も
その他

鴎骰擬 建設大臣 祓 離 廠 廠 祗 炬凱双
l

陣
~
※

外

満
偲
問同

団
出
門鑑

紐
勝
{疋

一

指

建設大臣刻ま

都道府県知事※2 祓 癬
炬

旧
不
乱双

鰈
腱

部
外
又 防 祓 窓

騨
臣

県

大
府
…

設

道

建

都 鸚鰡
都道府県道 都道府県 廠 祓 祓 廠 廠 廠
市町村道 市町村 廠 皸 廠 廠 祓 祗

1 第13条第 2項の規定により都道府県知事に委任することができる

2 第12条但し書による場合、 都道府県知事が行う

指定市の区域内の一般国道について知事とあるものは指定市の長、 指定市の区域

内の都道府県道について都道府県とあるものは指定市

書
内
に

2

し

城

道

但
区
県

条
の

府

難

物

市

道

第
定
都

多
久

指
の

ぞ

1

2

内

正

※

※

注

改

※ 凱双新 蝶 害側日 轢 纖
その他の管理

>｢/伴
=

に坤
め

その他

鴎骰繃 建設大臣 酸 蔽 鞍 廠 蔽
一臣･大設

1

一律
~
※

外

道

間
縄
距

一

指

は

2
轍
憲

上人
-娩鰐

凱双
道

建

識 廠 炬
組淋
凱双獺 廠 離

は▽ハ

-

臣
爆

大

府

凱双
渚鵜

建

都

鱈県L.･塒都

都道府県道 都道府県 蔽 肱 肱 廠 祓 廠
市町村道 市町村 祓 廠 融 皸 祓 廠
※ 1 第13条第 2項の規定により都道府県が行うこととすることができる

※ 2 第12条但し書による場合、 都道府県が行う

注 指定市の区域内の一般国道について都道府県とあるもの及び指定市

道府県道について都道府県とあるものは指定市

指定市の区域内の一般国道について都道府県とあるもの及び指定市の区域内の都
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こ
と
等
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
機
関
委
任
事
務
の

設
大
臣
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
の
)
是
正
措
置
命
令

廃
止
に
伴
い
、
指
定
区
間
外
国
道
に
関
す
る
管
理
が

を
是
正
の
要
求
に
改
め
る
。

法
定
受
託
事
務
と
さ
れ
、
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の

事
務
と
な
る
こ
と
か
ら
、
事
務
の
主
体
を
(別
表
1
)

の
よ
う
に
整
理
し
、
他
の
関
係
条
項
に
お
い
て
も
同

趣
旨
の
改
正
を
行
う
。

･
第
十
七
条
第
二
項
関
係

改
正
後
の
道
路
法
に
お
い
て
は
｢
(相
手
方
の
同
意

を
要
し
な
い
)
協
議
｣
と

｢同
意
を
要
す
る
協
議
｣

を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
｢
(指
定

市
以
外
の
市
は
、
都
道
府
県
と
)
協
議
し
て
｣
と
あ

る
も
の
を

｢協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
て
｣
に
改
め

ろ
･0

･
第
二
十
五
条
関
係

有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
に
つ
き
、
道
路
管
理
者

が
そ
の
利
用
者
か
ら
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
建
設
大

臣
か
ら
受
け
た
許
可
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
変
更

す
る
た
め
に
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
許
可
の
う

ち
、
工
事
方
法
及
び
元
利
償
還
年
次
計
画
の
変
更
に

つ
い
て
は
、
同
意
を
要
し
な
い
協
議
と
す
る
。

･
第
二
十
六
条
関
係

有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
の
構
造
が
検
査
の
結
果

に
よ
り
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
場
合
の

へ建

･
第
三
十
五
条
関
係

国
が
行
う
事
業
の
道
路
の
占
用
の
際
に
必
要
な
道

路
管
理
者
と
の
協
議
に
つ
い
て
、
同
意
を
要
す
る
協

議
に
改
め
る
。
本
項
の

｢協
議
｣
は
、
国
が
行
う
事

業
に
つ
き
道
路
の
占
用
の
許
可
に
代
わ
る
べ
き
も
の

と
し
て
の
協
議
で
あ
り
、
道
路
管
理
者
が
不
同
意
の

場
合
に
も
許
可
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
｢同
意
｣が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

･
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
関
係

特
殊
車
両
の
通
行
の
許
可
申
請
が
二
以
上
の
道
路

管
理
者
に
な
さ
れ
る
場
合
に
、
一
方
の
道
路
管
理
者

が
他
の
道
路
管
理
者
と
協
議
し
た
上
で
当
該
許
可
権

限
を
代
行
す
る
際
の
当
該
協
議
に
つ
き
、
他
の
道
路

管
理
者
が
不
同
意
の
場
合
に
も
許
可
権
限
を
代
行
で

き
る
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
当
該
協

議
を
同
意
を
要
す
る
協
議
と
す
る
。

･
第
七
十
四
条
関
係

都
道
府
県
道
の
路
線
の
認
定
、
変
更
、
及
び
廃
止

に
係
る
建
設
大
臣
の

｢認
可
｣
に
つ
い
て
は
、
地
方

分
権
の
推
進
の
観
点
か
ら
、
連
投
大
玉
と
の
｢
へ司
な息

を
要
し
な
い
)
協
議
｣
に
改
め
る
。

･
第
七
十
五
条
関
係

第
一
項
で
は
建
設
大
臣
が
指
定
区
間
外
国
道
の
道

路
管
理
者
に
対
し
て
行
う
監
督
処
分
に
つ
い
て
規
定

す
る
と
と
も
に
、
第
二
項
、
第
三
項
に
お
い
て
は
、

緊
急
時
等
に
限
定
し
た
建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
が
行
う
指
示
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
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･
第
七
十
七
条
関
係

道
路
の
交
通
量
、
道
路
の
構
造
そ
の
他
道
路
に
関

し
必
要
な
調
査
を
自
治
事
務
と
位
置
づ
け
る
に
際
し
、

地
方
公
共
団
体
の
長
に
調
査
結
果
を
建
設
大
臣
へ
報

告
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
。

･
第
九
十
七
条
関
係

都
道
府
県
、
指
定
市
等
が
指
定
区
間
外
の
国
道
の

道
路
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
等
を
、
法
定
受
託
事
務
と
し
て
指
定
す
る
。
な

お
、
地
方
分
権
推
進
計
画
の
中
で
道
路
法
に
お
い
て

法
定
受
託
事
務
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
事
務
を
(別

表
2
)
と
し
て
ま
と
め
た
。



別表 2 道路法における法定受託事務一覧 (地方分権推進計画に記載のあるもの)

条項 事務の内容
12条 指定区間外国道の新設又は改築で工事の規模が小であるもの等

13条 1項、 3項、 4項 指定区間外国道の維持、 修繕、 災害復旧事業その他の管理等

17条 1項、 2項 指定区間外国道の新設又は改築で工事の規模が小であるもの、 維持、 修繕、 災害復旧事業
その他の管理等

17条 2項 指定区間外国道の新設又は改築で工事の規模が小であるもの等、 維持、 修繕、 災害復旧事
業その他の管理に関する協議

以下に掲げる指定区間外国道の管
理に関する事務
18条
19条 1項、 2項、 3項、 5項
19条の 2第 1項、 2項、 3項、 5
項
20条 1項、 3項、 4項、 6項
21条
22条
23条
24条
24条の 3
28条
31条
32条
34条
35条
36条
37条
38条
40条
42条
43条の 2
44条
44条の 2
45条
46条
47条
47条の 2
47条の 3
47条の 4
47条の 5
47条の 6
47条の 9
48条
48条の 2
48条の 4
48条の 5
48条の 6
48条の 7
48条の 8
48条の 9
48条の10
54条
54条の 2
55条
66条
67条の 2
68条
71条
72条
75条 2 項、 3項
76条
85条
87条
91条 1項、 3項、 4項
92条
93条
94条 1項、 3項
95条の 2

道路区域の決定、 供用の開始等
境界地の道路の管理方法に関する協議等
共用管理施設の管理方法に関する協議等

兼用工作物の管理方法の協議等
兼用工作物に係る他の工作物の管理者に対する工事施行命令等
工事原因者に対する工事施行命令等
附帯工事の施行
道路管理者以外の者の行なう工事の設計及び実施計画についての承認
自動車駐車場の駐車料金等の表示
道路台帳の調整、 保管等
道路と鉄道が交差する場合の、 交差方式等の協議等
占用の許可等
占用許可への必要な条件の不可、 意見の聴取
国の行なう道路の占用に関する協議
水道、 電気、 ガス事業等のための道路の占用に係る工事計画書の受理
道路占用の禁止又は制限する区域の指定等
道路の占用に関する工事の施行
占用期間満了時等の現状回復等の指示
道路を常時良好な状態に保つための維持、 修繕
車両の積載物の落下の予防等の措置命令
沿道区域の指定等
違法放置物件の除去等
道路標識、 区画線の設置
通行の禁止又は制限等
トンネル、 橋等における通行の禁止又は制限
特殊な車両の通行の許可等
車両の通行の中止等の措置命令
通行の禁止又は制限の場合における道路標識の設置等
道路の立体的区域の決定、 変更
道路一体建物に関する協定の締結、 建物の管理等
道路保全立体区域の指定等
道路保全立体区域における措置命令
自動車専用道路の指定等
道路等と自動車専用道路との連結又は交差に関する協議又は許可
自動車専用道路の出入制限等に係る道路標識の設置
自動車専用道路の出入制限等に係る措置命令
自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路頭の指定等
自転車専用道路等を道路等と交差させる場合の自転車専用道路等の安全な交通の確保等
自転車専用道路等の通行制限等に係る道路標識の設置
自転車専用道路等の通行制限違反行為に対する通行中止等の措置命令
境界地の道路の費用負担に関する協議等
供用管理施設の費用負担に関する協議等
兼用工作物の費用負担に関する協議等
他人の土地の立ち入り又は一時使用等
長時間放置された車両の移動等
非常災害時の土地の一時使用等
違反行為に対する監督処分等
監督処分に係る損失補償等
是正措置命令により処分を取り消し、 変更した際の損失補償等
道路整備計画等の報告
道路附属物の新設、 改築
許可等への条件の附与
権原取得前の道路区域における土地の形質の変更の許可等
不用物件の管理等
不用物件使用の申出とその引渡
不用物件の所有者への返還等
都道府県公安委員会の意見聴取、 通知等

13条 2項 指定区間内国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理
94条 5項 不用物件が国有財産であるときの譲渡割合の決定

※政令についての記載は除く



○
道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)

(第
四
百
十
五
条
関
係
)

改

正

案

現

行

(国
道
の
新
設
又
は
改
築
)

第
十
二
条

国
道
の
新
設
又
は
改
築
は
、
建
設
大
臣
が
行
う
。
た
だ
し
、
工
事
の
規
模
が
小
で
あ
る
も
の
そ
の
他
政

令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
都
道
府
県
が
そ
の
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
工
事
に
係
る
路
線
の
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
が
行
う
。

(国
道
の
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
)

第
十
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
国
道
の
維
持
、
修
繕
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫

負
担
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業

(以
下

｢災
害
復
旧

｣
と
い
う
。
)
そ
の
他
の
管
理
は
、
政
令
で
指
定
す
る
区
間

(以
下

｢指
定
区
間
｣
と
い
う
。
)
内
に
つ
い
て
は

建
設
大
臣
が
行
い
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
が
そ
の
路
線
の
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る

部
分
に
つ
い
て
行
う
。

2

建
設
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の

管
理
を
当
該
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

建
設
大
臣
は
、
工
事
が
高
度
の
技
術
を
要
す
る
場
合
、
高
度
の
機
械
力
を
使
用
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
都
道
府
県
の
区
域
の
境
界
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
に
代
わ
っ
て
自
ら
指

定
区
間
外
の
国
道
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
大
臣
は

、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

行
お
う
と
す
る
国
道
の
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
が
都
道
府
県
の
区
域
の
境
界
に
係
る
と
き
は
、
関
係

都
道
府
県
は
、
あ
ら
か
じ
め
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画
に
つ
い
て
協
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

5
･
6

(略
)

(管
理
の
特
例
)

第
十
七
条

指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
国
道
の
管
理
で
第
十
二
条
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
行
う
べ
き
も
の
並
び
に
指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
都
道
府
県
道
の
管
理
は
、
第
十
二
条
た
だ
し

書
、
第
十
三
条
第

一
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
市
が
行
う
。

2

指
定
市
以
外
の
市
は
、
第
十
二
条
た
だ
し
害
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都

道
府
県
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
当
該
市
の
区
域
内
に
存
す
る
国
道
の
管
理
で
第
十
二
条
た
だ
し
書
及
び

第
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
行
う
べ
き
も
の
並
び
に
当
該
市
の
区
域
内
に
存
す
る
都
道
府

県
道
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3

(略
)

(道
路
の
区
域
の
決
定
及
び
供
用
の
開
始
等
)

第
十
八
条

第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
道

(国
道
の
新
設
又
は
改
築
)

第
十
二
条

国
道
の
新
設
又
は
改
築
は
、
建
設
大
臣
が
行
う
。
但
し
、
工
事
の
規
模
が
小
で
あ
る
も
の
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
工
事
に
係
る
路
線
の
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
を
統
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。

(国
道
の
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
)

第
十
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
外
、
国
道
の
維
持
、
修
繕
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負

担
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業

(以
下

｢災
害
復
旧
｣

と
い
う
。
)
そ
の
他
の
管
理
は
、
政
令
で
指
定
す
る
区
間

(以
下

｢指
定
区
間
｣
と
い
う
。
)
内
に
つ
い
て
は
建

設
大
臣
が
行
い
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
路
線
の
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す

る
部
分
に
つ
い
て
行
う
。

2

建
設
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の

管
理
を
当
該
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
市
を
統
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
o

3

建
設
大
臣
は
、
工
事
が
高
度
の
技
術
を
要
す
る
場
合
、
高
度
の
機
械
力
を
使
用
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
都
道
府
県
の
区
域
の
境
界
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
に
代
っ
て
自
ら

指
定
区
間
外
の
国
道
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
大
臣

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
行
お
う
と
す
る
国
道
の
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
が
都
道
府
県
の
区
域
の
境
界
に
係
る
と
き
は
、

関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画
に
つ
い
て
協

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
･
6

(略
)

(管
理
の
特
例
)

第
十
七
条

指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
国
道
の
管
理
で
第
十
二
条
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
知
事
が
行
な
う
べ
き
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
市
の
長
が
行
い
、
指
定

市
の
区
域
内
に
存
す
る
都
道
府
県
道
の
管
理
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
市
が
行
う
。

2

指
定
市
以
外
の
市
の
長
は
、
第
十
二
条
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県

知
事
と
協
議
し
て
、
当
該
市
の
区
域
内
に
存
す
る
国
道
の
管
理
で
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
知
事
が

行
う
べ
き
も
の
を
行
い
、
当
該
市
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
と
協
議
し
て
、
当
該
市
の

区
域
内
に
存
す
る
都
道
府
県
道
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3

(略
)

(道
路
の
区
域
の
決
定
及
び
供
用
の
開
始
等
)

第
十
八
条

第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
道



路
を
管
理
す
る
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
建
設
大
臣
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県

。
以
下

｢道
路
管
理
者
｣
と
い
う
。
)
は
、
路
線
が
指
定
さ
れ
、
又
は
路
線
の
認
定
若
し
く
は
変
更
が
公
示
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
道
路
の
区
域
を
決
定
し
て
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を

公
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
を
関
係
建
設
省
地
方
建
設
局
若
し
く
は
北
海
道
開
発
局
又
は
関
係
都
道

府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
事
務
所

(以
下

｢道
路
管
理
者
の
事
務
所
｣
と
い
う
。
)
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

2

(略
)

(境
界
地
の
道
路
の
管
理
)

第
十
九
条

(略
)

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
道
路
管
理
者
は
、
当
該
道
路
が
都
道
府
県

の
区
域
の
境
界
に
係
る
と
き
、
又
は
関
係
道
路
管
理
者
の
い
ず
れ
か
が
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
建
設
大
臣
に
、

そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢関

係
道
路
管
理
者
｣
と
、

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る
の
は

｢指
定
区

間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
道
路

管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
･
5

(略
)

(共
用
管
理
施
設
の
管
理
)

第
十
九
条
の
こ

(略
)

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
共
用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
は
、
そ
の
い

ず
れ
か
が
建
設
大
臣
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
共
用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
の
い
ず
れ
か
が
都
道
府
県
で
あ
る

と
き
は
建
設
大
臣
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢共

用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
｣
と
、

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る

の
は

｢指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に

あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

4
･
5

(略
)

(兼
用
工
作
物
の
管
理
)

第
二
十
条

(略
)

2

(略
)

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
、
建
設
大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
と
他
の
工
作
物
の
管
理
者

路
を
管
理
す
る
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
建
設
大
臣
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県

知
事
。
以
下

｢道
路
管
理
者
｣
と
い
う
。
)
は
、
路
線
が
指
定
さ
れ
、
又
は
路
線
の
認
定
若
し
く
は
変
更
が
公
示

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
道
路
の
区
域
を
決
定
し
て
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ

れ
を
公
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
を
関
係
建
設
省
地
方
建
設
局
若
し
く
は
北
海
道
開
発
局
又
は
関
係

都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
事
務
所

(以
下

｢道
路
管
理
者
の
事
務
所
｣
と
い
う
。
)
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

2

(略
)

(境
界
地
の
道
路
の
管
理
)

第
十
九
条

(略
)

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
道
路
管
理
者
は
、
当
該
道
路
が
都
道
府
県

の
区
域
の
境
界
に
係
る
と
き
、
又
は
関
係
道
路
管
理
者
の
い
ず
れ
か
が
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
都
道
府
県
で
あ

る
と
き
は
建
設
大
臣
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

『建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢関

係
道
路
管
理
者
｣
と
、

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る
の
は

｢都
道
府

県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
管
理
者

に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

4
･
5

(略
)

(共
用
管
理
施
設
の
管
理
)

第
十
九
条
の
二

(略
)

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
共
用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
は
、
そ
の
い

ず
れ
か
が
建
設
大
臣
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
共
用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
の
い
ず
れ
か
が
都
道
府
県
知
事
又

は
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
建
設
大
臣
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

　　
　

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢共

用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
｣
と
、

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る

の
は

｢都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他

の
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
･
5

(略
)
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(兼
用
工
作
物
の
管
理
)

第
二
十
条

(略
)

2

(略
)

3

第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
、
建
設
大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
と
他
の
工
作
物
の
管
理
者



と
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
は
、
そ
の
い
ず
れ
か

が
国
又
は
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
建
設
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
に
、
そ
の
他
の
と
き

は
都
道
府
県
知
事

(他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
の
事
務
を
分
掌
す
る
地
方
支
分
部
局
の
長
が
あ
る
と
き
は

、
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
支
分
部
局
の
長
。
以
下
本
条
並
び
に
第
五
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
)
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
及
び
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関

係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
の
意
見
｣
と

、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
｣
と

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会

の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る
の
は

｢指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都

道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
･
6

(略
)

(自
動
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
及
び
割
増
金
)

第
二
十
四
条
の
二

道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
国
。
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第

四
十
四
条
の
二
第
八
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、

第
六
十
四
条
第

一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
十
五
条
第
三
項
並
び
に
第
九
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

。
)
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政
令
)
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
道
路
交
通
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
自
動
車
が
駐
車
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

2
･
3

(略
)

(有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
)

第
二
十
五
条

(略
)

2
l
4

(略
)

5

道
路
管
理
者
は
、
第
三
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
建
設

大
臣
の
許
可
を
受
け
、
同
項
第
一
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

(同
項
第
五
号
又

は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
)
に
お
い
て
は
建
設
大
臣
に
協
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

(略
)

(許
可
を
受
け
た
道
路
管
理
者
の
義
務
)

第
二
十
六
条

(略
)

2

建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
当
該
橋
又
は
渡
船
施
設
の
構
造
が
前
条

第
一
項
の
許
可
に
係
る
同
条
第
三
項
第
一
号
の
工
事
方
法

(同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
に
伴
い
変

更
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
)
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
受
け
た
道
路
管
理
者
に
対
し

と
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
は
、
そ
の
い
ず
れ
か

が
国
又
は
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
建
設
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務

大
臣
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事

(他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
の
事
務
を
分
掌
す
る
地
方
支
分

部
局
の
長
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
支
分
部
局
の
長
。
以
下
本
条
並
び
に
第
五
十
五
条
第
三
項

及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
及
び
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関

係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
の
意
見
｣
と

、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
｣
と
、

｢当
該
都
道
府
県
の
議

会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る
の
は

｢都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
そ
の

統
轄
す
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団

体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
･
6

(略
)
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(自
動
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
及
び
割
増
金
)

第
二
十
四
条
の
二

道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路

管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
道
路
管
理
者
で

あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政
令
)
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
動
車

駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
法
第

三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
自
動
車
が
駐
車
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

2
･
3

(略
)

(有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
)

第
二
十
五
条

(略
)

2
I
4

(略
)

5

道
路
管
理
者
は
、
第
三
項
第
一
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

(略
)

(許
可
を
受
け
た
道
路
管
理
者
の
義
務
)

第
二
十
六
条

(略
)

2

建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
当
該
橋
又
は
渡
船
施
設
の
構
造
が
第
三

十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
く
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て

は
、
工
事
方
法
の
変
更
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
許
可
を
受
け
た
道
路
管
理
者
に
命
ず
る
こ
と
が



て
、
工
事
方
法
の
変
更
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
要
求

(都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
、
勧
告
)
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

道
路
管
理
者
は
、
建
設
大
臣
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
受
け
た
と
き
は
、
工
事
方
法
の
変
更
そ
の
他
必

要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
査
を
し
た
と
き
は
そ
の
結
果
を
、
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
そ
の
内
容
及
び
こ
れ
に
従
っ
て
道
路
管
理
者
が
と
っ
た
措
置

を
建
設
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

(略
)

(道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
)

第
三
十
一
条

(略
)

2
･
3

(略
)

4

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
｣
と
あ
る
の
は

｢

当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
の
意
見
｣
と

、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
｣
と

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会

の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る
の
は

｢指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都

道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5

(略
)

(圏
の
行
う
道
路
の
占
用
の
特
例
)

第
三
十
五
条

郵
便
そ
の
他
国
の
行
う
事
業
の
た
め
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
が
道
路
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
占
用
料
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令

で
そ
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(占
用
料
の
徴
収
)

第
三
十
九
条

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
占
用
に
つ
き
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
の
占

用
が
国
の
行
う
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
で
地
方
財
政
法

(昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
九
号
)
第
六
条
に
規
定
す
る
公
営
企
業
以
外
の
も
の
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い

2

(略
)

(違
法
放
置
物
件
に
対
す
る
措
置
)

第
四
十
四
条
の
二

(略
)

2
1
7

(略
)

8

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
も
な
お
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た

で
き
る
。

3

(略
)

(道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
)

第
三
十
一
条

(略
)

2
･
3

(略
)

4

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢

建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
｣
と
あ
る
の
は

｢

当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
の
意
見
｣
と

、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
｣
と

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会

の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
あ
る
の
は

｢都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
統

括
す
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5

(略
)

(国
の
行
う
道
路
の
占
用
の
特
例
)

第
三
十
五
条

郵
便
そ
の
他
国
の
行
う
事
業
の
た
め
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
が
道
路
管
理
者
と
協
議
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
占
用
料
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
そ
の
基
準
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(占
用
料
の
徴
収
)

第
三
十
九
条

道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理

者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
。
以
下
本
条
中
同
じ
。
)
は
、
道
路
の
占
用
に
つ
き
占
用
料
を

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
道
路
の
占
用
が
国
の
行
う
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び
地
方
公
共
団
体

の
行
う
事
業
で
地
方
財
政
法

(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
)
第
六
条
に
規
定
す
る
公
営
企
業
以
外
の
も
の
に

係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

2

(略
)

26 道行セ 99,9

(違
法
放
置
物
件
に
対
す
る
措
置
)

第
四
十
四
条
の
二

(略
)

2
1
7

(略
)

8

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
も
な
お
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た



違
法
放
置
物
件

(第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
返
還
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
所
有
権
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
保
管
す
る
道
路
管
理

者
に
帰
属
す
る
。

第
四
十
七
条
の
二

(略
)

2

前
項
の
申
請
が
道
路
管
理
者
を
異
に
す
る
二
以
上
の
道
路
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

(建
設
省
令
で
定
め
る
場

合
を
除
く
。
)
は
、
同
項
の
許
可
に
関
す
る
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
の
道
路
の
道
路
管
理

者
が
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
の
道
路
の
道
路
管
理
者
が
同
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
他
の
道
路
の
道
路
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
道
路
に
つ
い
て
一
の
道
路
の
道
路
管
理
者
が
行
う
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
手
数
料
を
道
路
管
理
者

(当
該
許
可
に
関
す
る
権
限
を
行
う
者
が
建
設
大
臣
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
国
)
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
、
当
該
許
可
に
関
す
る
権
限
を
行
う
者
が
建
設
大
臣
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
政
令
で
、
そ
の
他
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例

で
定
め
る
。

5
-
7

(略
)

(自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
)

第
四
十
八
条
の
二

(略
)

2

(略
)

3

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
自
動
車

道

(道
路
運
送
法

(昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
)
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
一
般
自
動
車
道
を
い
う

。
以
下
次
条
中
同
じ
。
)
と
の
調
整
に
つ
い
て
特
に
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

(略
)

(道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
負
担
の
原
則
)

第
四
十
九
条

道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
は
、
こ
の
法
律
及
び
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
並

び
に
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
の
負
担
と
す
る
。

(国
道
の
管
理
に
関
す
る
費
用
)

第
五
十
条

国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
は
、
建
設
大
臣
が
当
該
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
国
が
そ
の
三
分
の
二
を
、
都
道
府
県
が
そ
の
三
分
の
一
を
負
担
し
、
都
道
府
県
が
当
該
新
設
又
は
改
築
を
行
う

場
合
に
お
い
て
は
国
及
び
当
該
都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

違
法
放
置
物
件

(第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
返
還
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
所
有
権
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
保
管
す
る
道
路
管
理

者

(建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
国
、
都
道
府
県
知
事
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
そ
の
統
括
す
る
都
道
府
県
)
に
帰
属
す
る
。

道行セ 99.9 2 7

第
四
十
七
条
の
二

(略
)

2

前
項
の
申
請
が
道
路
管
理
者
を
異
に
す
る
二
以
上
の
道
路
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

(建
設
省
令
で
定
め
る
場

合
を
除
く
。
)
は
、
同
項
の
許
可
に
関
す
る
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
の
道
路
の
道
路
管
理

者
が
行
な
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
の
道
路
の
道
路
管
理
者
が
同
項
の
許
可
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
他
の
道
路
の
道
路
管
理
者
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
道
路
に
つ
い
て
一
の
道
路
の
道
路
管
理
者
が
行
な
う
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
手
数
料
を
道
路
管
理
者

(当
該
許
可
に
関
す
る
権
限
を
行
な
う
者
が
建
設
大
臣
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
国
、
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
)
に
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
、
当
該
許
可
に
関
す
る
権
限
を
行
う
者
が
建
設
大
臣
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
政
令
で
、
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
の

条
例
で
、
そ
の
他
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
。

5
ー
7

(略
)

(自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
)

第
四
十
八
条
の
二

(略
)

2

(略
)

3

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
自
動
車

道

(道
路
運
送
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
)
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
一
般
自
動
車
道
を
い
う

。
以
下
次
条
中
同
じ
。
)
と
の
調
整
に
つ
い
て
特
に
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

(略
)

(道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
負
担
の
原
則
)

第
四
十
九
条

道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
は
、
こ
の
法
律
及
び
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
並

び
に
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に

あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
、

そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
第
五
十
七
条
、
第
六
十
条
、
第

六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
第
二
項
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
の
二
及
び
第
六
十
八
条
を
除
き
、
こ
の
車
に
お

い
て
同
じ
。
)
の
負
担
と
す
る
。

(国
道
の
管
理
に
関
す
る
費
用
)

第
五
十
条

国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
は
、
建
設
大
臣
が
当
該
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
国
が
そ
の
三
分
の
二
を
、
都
道
府
県
が
そ
の
三
分
の
一
を
負
担
し
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
新
設
又
は
改
築
を

行
う
場
合
に
お
い
て
は
国
及
び
当
該
都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。



2
1
4

(略
)

(負
担
金
の
納
付
又
は
支
出
)

第
五
十
三
条

(略
)

2

都
道
府
県
が
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
負

担
金
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
分
担
を
命
ぜ
ら
れ
た
他
の
都
道
府
県
は
当
該
規
定
に
よ
る
分
担
金
を
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

(略
)

(境
界
地
の
道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
)

第
五
十
四
条

(略
)

2

(略
)

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢関
係
道
路
管
理
者
｣
と
、

｢

当
該
都
道
府
県
の
議
会
｣
と
あ
る
の
は

｢道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

4

(略
)

(共
用
管
理
施
設
の
管
理
に
要
す
る
費
用
)

第
五
十
四
条
の
二

(略
)

2

(略
)

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢建
設
大
臣
｣
と
あ
る

の
は

｢建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢共
用
管
理
施
設
関
係
道

路
管
理
者
｣
と
、

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
｣
と
あ
る
の
は

｢道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
｣
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4

(略
)

(兼
用
工
作
物
の
費
用
)

第
五
十
五
条

(略
)

2

(略
)

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
及
び
当
該

他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

七
条
第
六
項
中

｢建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物

の
管
理
者
の
意
見
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
｣
と
、

2
i
4

(略
)

(負
担
金
の
納
付
又
は
支
出
)

第
五
十
三
条

(略
)

2

都
道
府
県
知
事
が
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
く

負
担
金
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
分
担
を
命
ぜ
ら
れ
た
他
の
都
道
府
県
は
当
該
規
定
に
よ
る
分
担
金
を
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

(略
)

(境
界
地
の
道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
)

第
五
十
四
条

(略
)

2

(略
)

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢関
係
道
路
管
理
者
｣
と
、

｢

当
該
都
道
府
県
の
議
会
｣
と
あ
る
の
は

｢都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
統
轄
す
る
都
道

府
県
の
、
そ
の
他
の
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
｣
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

4

(略
)

(共
用
管
理
施
設
の
管
理
に
要
す
る
費
用
)

第
五
十
四
条
の
二

(略
)

2

(略
)

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢建
設
大
臣
｣
と
あ
る

の
は

｢建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は

｢共
用
管
理
施
設
関
係
道

路
管
理
者
｣
と
、

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
｣
と
あ
る
の
は

｢都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は

そ
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
の
、
そ
の
他
の
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会

｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4

(略
)

(兼
用
工
作
物
の
費
用
)

第
五
十
五
条

(略
)

2

(略
)

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
及
び
当
該

他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

七
条
第
六
項
中

｢建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物

の
管
理
者
の
意
見
｣
と
、

｢関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
｣
と
、
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｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
｣
と
あ
る
の
は

｢道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
｣
と
読
み
替
え
る
も
の

と
tす
る
。

4

(略
)

(収
入
の
帰
属
)

第
六
十
四
条

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
駐
車
料
金
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
割
増
金

、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
料
金
並
び
に
第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で

及
び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
は
、
道
路
管
理
者
の
収
入
と
し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

く
占
用
料
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
道
路
管
理
者
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内

の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
を
行
う
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

2

(略
)

(負
担
金
等
の
強
制
徴
収
)

第
七
十
三
条

こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
し
た
処
分
に
よ
り
納

付
す
べ
き
負
担
金
、
占
用
料
、
駐
車
料
金
、
割
増
金
又
は
料
金

(以
下
こ
れ
ら
を

｢負
担
金
等
｣
と
い
う
。
)
を

納
付
し
な
い
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
督
促
状
に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き
期
限
を
指
定
し
て

督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
l
5

(略
)

(建
設
大
臣
と
の
協
議
等
)

第
七
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
道
の
路
線
を
認
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

(

第
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
建
設
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
及
び
第

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
手
続
に
準
じ
て
路
線
の
変
更
又
は
廃

止
に
つ
い
て
建
設
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
を
除
く
。
)
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

建
設
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
設
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

2

指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
は
、
当
該
国
道
を
新
設
し
、
又
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
設
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
設
省
令

で
定
め
る
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(法
令
違
反
等
に
関
す
る
指
示
等
)

第
七
十
五
条

建
設
大
臣
は
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
区
間
外

の
国
道
の
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
そ
の
処
分
の
取
消
し
、
変
更
そ
の
他
必
要
な
処
分
又
は
そ
の
工
事
の
中
止
、

変
更
、
施
行
若
し
く
は
道
路
の
維
持
の
た
め
必
要
な
措
置
を
す
る
こ
と

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢必
要
な
処
分

等
｣
と
い
う
。
)
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｢当
該
都
道
府
県
の
議
会
｣
と
あ
る
の
は

｢都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
統
轄
す
る
都

道
府
県
の
、
そ
の
他
の
道
路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
｣
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

4

(略
)

(収
入
の
帰
属
)

第
六
十
四
条

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
駐
車
料
金
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
割
増
金

、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
料
金
並
び
に
第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で

及
び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
は
、
道
路
管
理
者
の
収
入
と
し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

く
占
用
料
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
道
路
管
理
者
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内

の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
を
行
う
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
市
の
長
の
統
括
す
る

都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

2

(略
)

(負
担
金
等
の
強
制
徴
収
)

第
七
十
三
条

こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
し
た
処
分
に
よ
り
納

付
す
べ
き
負
担
金
、
占
用
料
、
駐
車
料
金
、
割
増
金
又
は
料
金

(以
下
こ
れ
ら
を

｢負
担
金
等
｣
と
い
う
。
)
を

納
付
し
な
い
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外

の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
)
は
、
督
促
状
に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
l
5

(略
)

(建
設
大
臣
の
認
可
)

第
七
十
四
条

都
道
府
県
知
事
又
は
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
道
路
管
理
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
設
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
建
設
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

都
道
府
県
道
の
路
線
を
認
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

(第
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
建
設
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
及
び
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
第
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
手
続
に
準
じ
て
路
線
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
建
設
大
臣

が
裁
定
を
し
た
場
合
を
除
く
。
)

二

国
道
を
新
設
し
、
又
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
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(法
令
違
反
等
に
関
す
る
監
督
)

第
七
十
五
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
大
臣
は
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
指
定
市
の

市
道
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
は
指
定
市
の
市
道
以
外
の
市
町
村
道
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
道
路
管
理
者

(建

設
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
以
下
本
条
及
び
次
条
同
じ
。
)
に
対
し
て
、
そ
の
処
分
の
取
消
、
変
更
そ

の
他
必
要
な
処
分
を
命
じ
、
又
は
そ
の
工
事
の
中
止
、
変
更
、
施
行
若
し
く
は
道
路
の
維
持
の
た
め
必
要
な
措
置

を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



一

道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

道
路
管
理
者
の
し
た
処
分
又
は
工
事
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ

い
て
建
設
大
臣
が
し
た
処
分
に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

2

建
設
大
臣
は
都
道
府
県
道
及
び
指
定
市
の
市
道
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
は
指
定
市
の
市
道
以
外
の
市
町
村
道

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号

に
定
め
る
措
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必

要
な
処
分
等
の
指
示

二

道
路
管
理
者
の
し
た
処
分
又
は
工
事
が
こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
ら
れ
に
基
づ
い
て
建

設
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
し
た
処
分
に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
な
処
分
等
の
要
求

(

都
道
府
県
知
事
が
す
る
と
き
は
、
勧
告
)

3

建
設
大
臣
は
、
指
定
市
の
市
道
以
外
の
市
町
村
道
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道

路
の
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
な
処
分
等
の
指
示

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
な
処
分
等
の
要
求

4

道
路
管
理
者
は
、
建
設
大
臣
か
ら
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
処
分
等
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
示
又
は
要
求
若
し
く
は
勧
告
に

よ
り
道
路
管
理
者
が
自
己
の
処
分
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
た
こ
と
に
よ
り
、
損
失
を
受
け
た
も
の
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

-
l
い
。

6

(略
)

(報
告
の
提
出
)

第
七
十
六
条

道
路
管
理
者
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
建
設
大
臣
に
、
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
-
四

(略
)

(道
路
に
関
す
る
調
査
)

第
七
十
七
条

建
設
大
臣
は
、
道
路
の
交
通
量
、
道
路
の
構
造
そ
の
他
道
路
に
関
し
必
要
な
調
査
を
そ
の
職
員
に
行

わ
せ
、
又
は
当
該
道
路
の
存
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
職
員
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

2

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
を
建
設
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
交
通
量
を
調
査
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
調
査
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
道
路
を
通
行
す
る
車
両
を
一
時
停
止
さ
せ
、
当
該
車
両
の
長
さ
、
幅
、
高
さ
、

総
重
量
そ
の
他
調
査
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
調
査

一
道
路
管
理
者
の
し
た
処
分
又
は
工
事
が
こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基
く
命
令
若
し
く
は
地
方
自
治
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
又
は
こ
れ
ら
に
基
い
て
建
設
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
し
た
処
分
に
違

反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
処
分
に
困
り
道
路
管
理
者
が
自
己
の
処
分
を
取
り
消
し

、
又
は
変
更
し
た
こ
と
に
因
り
、
損
失
を
受
け
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
損
失
を
受

け
た
者
に
対
し
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

(略
)

(報
告
の
提
出
)

第
七
十
六
条

道
路
管
理
者
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
又
は

都
道
府
県
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
建
設
大
臣
に
、
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
-
四

(略
)

(道
路
に
関
す
る
調
査
)

第
七
十
七
条

建
設
大
臣
は
、
道
路
の
交
通
量
、
道
路
の
構
造
そ
の
他
道
路
に
関
し
必
要
な
調
査
を
そ
の
職
員
又
は

当
該
道
路
の
存
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
職
員
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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2

前
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
交
通
量
を
調
査
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

調
査
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
道
路
を
通
行
す
る
車
両
を
一
時
停
止
さ
せ
、
当
該
車
両
の
長
さ
、
幅
、
高
さ
、
総

重
量
そ
の
他
調
査
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
調
査
を



を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

(略
)

5

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
証
票
の
様
式
そ
の
他
道
路
の
調
査
に
関

し
て
必
要
な
事
項
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
。

(道
路
の
附
属
物
の
新
設
又
は
改
築
)

第
八
十
五
条

(略
)

2

(略
)

3

道
路
の
附
属
物
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
は
、
道
路
の
附
属
物
の
新
設
又
は
改
築
が
国
道
の
新
設
又
は

改
築
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
者
が
そ

の
負
担
の
割
合
に
応
じ
て
負
担
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
が
負
担
す
る
。

(都
の
特
例
)

第
八
十
九
条

都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
都
知
事
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
ら
な
い
で
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
都
道
の
路
線
を
認
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

2

(略
)

(不
服
申
立
て
)

第
九
十
六
条

(略
)

2

(略
)

3

第

一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
除
く
ほ
か
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
基
づ
き
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が

道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
し
た
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
他
の
工
作
物
の
管
理
者
で
あ
る
主
務
大
臣
若
し
く
は

そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
又
は
都
道
府
県
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
建
設
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る

主
務
大
臣
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
公
共
団
体
で
あ
る
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が

し
た
処
分
に
つ
い
て
は
、
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

4
･
5

(略
)

(事
務
の
区
分
)

第
九
十
七
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

(次
項
に
お
い
て

｢第
一

号
法
定
受
託
事
務
｣
と
い
う
。
)
と
す
る
。

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
同
意
を

得
た
市

(次
項
に
お
い
て

｢都
道
府
県
等
｣
と
い
う
。
)
が
、
指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

(第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項

(第
九
十

行
お
ぅ
と
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

(略
)

4

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
外
、
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
証
票
の
様
式
そ
の
他
道
路
の
調
査
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
。

(道
路
の
附
属
物
の
新
設
又
は
改
築
)

第
八
十
五
条

(略
)

2

(略
)

3

道
路
の
附
属
物
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
は
、
道
路
の
附
属
物
の
新
設
又
は
改
築
が
国
道
の
新
設
又
は

改
築
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
者
が
そ

の
負
担
の
割
合
に
応
じ
て
負
担
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者

(建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
国
、
都
道
府
県
知
事
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
統
轄
す
る
都
道
府
県

)
が
負
担
す
る
。
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(都
の
特
例
)

第
八
十
九
条

部
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
都
知
事
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
ら
な
い
で
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
都
道
の
路
線
を
認
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
建
設
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

2

(略
)

(不
服
申
立
て
)

第
九
十
六
条

(略
)

2

(略
)

3

第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
除
く
ほ
か
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
基
づ
き
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が

道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
し
た
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
他
の
工
作
物
の
管
理
者
で
あ
る
主
務
大
臣
若
し
く
は

そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
建
設
大
臣
及
び
当

該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し

て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
公
共
団
体
で
あ
る

他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
、
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

4
･
5

(略
)

(道
路
管
理
者
の
権
限
の
行
使
)

第
九
十
七
条

第
十
八
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十

四
条
の
三
、
第
二
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

(第
九
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
条
第
二
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
)
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

(第
九
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第

一
項
及
び
第
三
項
、
第
四



一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
四

条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
条
第
六
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第

五
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
二
十
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十
八
条
第

一

項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
一
条
第
四
項

(道
路
監
理
員
の
任
命
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
七
十
二
条
第
一
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
七
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
七
十
二
条
第
三
項

(こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
七

十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

(こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
)
、
第
七
十
五
条
第
五
項
並
び
に
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項

(こ

れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
九
十

一
条
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
)
及
び
指
定
区
間
外
の
国
道
を
構
成
し
て
い
た
不
用
物
件
の
管
理
者

と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

(第
九
十
五
条

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
)

二

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務

(政
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。
)

三

第
九
十
四
条
第
五
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

2

他
の
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
又
は

道
路
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

(費
用
の
負
担
及
び
徴
収
に
関
す
る
も

の
を
除
く
。
)
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附

則

4

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
に
対
し
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す

る
都
道
府
県
が
行
う
国
道
の
新
設
又
は
改
築
で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社

会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下

｢社
会
資
本
整
備
特

別
措
置
法
｣
と
い
う
。
)
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定

(こ
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
の

規
定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
)
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
、
,第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
三
、
第
四
十
七
条
の
四
、

第
四
十
七
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
四
、
第
四
十
八
条
の
五
第
二
項

、
第
四
十
八
条
の
六
、
第
四
十
八
条
の
七
、
第
四
十
八
条
の
九
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
十
、
第
六
十
六
条
第
一

項
、
第
六
十
七
条
の
二
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
第
一
項
後
段
、
第
七
十
一
条
第

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

(第

九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
八
十
七
条
第
一
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
三
条

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
)
並
び
に
第
九
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者

(道
路
管
理
者
が
建
設
大
臣
、
都
道
府

県
知
事
又
は
国
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
)
の
権
限
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
長
が
行
う
。

附

則

4

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
に
対
し
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す

る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
国
道
の
新
設
又
は
改
築
で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ

る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下

｢社
会
資
本
整

備
特
別
措
置
法
｣
と
い
う
。
)
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い

て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定

(こ
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
の
割
合
に
つ
い
て
、

こ
の
規
定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
)
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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平
成
一
〇
年
八
月
二
五
日
、
建
設
大
臣
か
ら
道
路
審
議

会
に
諮
問
さ
れ
た

｢今
後
の
幹
線
道
路
網
の
整
備
･
管
理

の
あ
り
方
に
つ
い
て
｣
(諮
問
第
四
八
号
)
に
つ
い
て
は
、

同
審
議
会
に
お
い
て
、
専
門
的
か
つ
集
中
的
に
検
討
を
進

め
る
観
点
か
ら
、
同
審
議
会
基
本
政
策
部
会
に
幹
線
道
路

網
検
討
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
合
計
一
五
回
に
わ
た
る

審
議
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を

踏
ま
え
、
諮
問
に
係
る
検
討
事
項
の
う
ち
一
般
国
道
の
直

轄
管
理
区
間
の
指
定
基
準
の
あ
り
方
に
つ
い
て
と
り
ま
と

め
ら
れ
、
七
月
二
九
日
に
答
申
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
本
稿
は
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

道
路
審
議
会
『直
轄
管
理
区
間
の

M簿
特
集
/
地
方
分
権
と
道
路
行
政
g癈
費
滋
癈
費
g獺
癈
炎

描『

薹!平成lo年 8月25日 第96回道路審議会 (建設大臣より諮問)

｢今後の幹線道路網の整備 ･管理のあり方について斑

{平成10年 9月 4臼 第 1回幹線道路網検討小委員会

!平成10年 9月28日 第 2回幹線道路網検討小委員会

i平成10年10月14日 第 3回幹線道路網検討小委員会

!平成10年10月28日 第 4回幹線道路網検討小委員会

!平成10年11月17日 第46回基本政策部会

!平成lo年11月20日 第97回道路審議会

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

露
　

　

平成10年11月20日 幹線道路網検討小委員会中間報告
｢直轄管理区間の指定基準について｣

i平成11年 2月 2日 第 5回幹線道路網検討小委員会

!平成11年 2 ~ 3月 幹線道路網検討小委員会における地方公共団体アン :
ケート実施 (全都道府県 ･市町村対象)

l平成11年 2月25日 第 6回及び第 7回幹線道路網検討小委員会

首長ヒアリングの実施 (3道県、 7市町村)平成l1年 3月11日 ･首長ヒアリングの実施 (3

平成11年 4月 5日 第 8回幹線道路網検討小委員会

平成11年 4月20日 第9回幹線道路網検討小委員会

平成11年 5月10日 第10回幹線道路網検討小委員会

平成11年 6月23日 第11回幹線道路網検討小委員会

平成11年 7月29日 道路審議会答申
1↓

｢直轄管理区間の指定基準に関する答申｣

道行セ 99 9 ヌヌ



三

国
の
役
割
と
広
域
交
通
の
確
保

の

道
路
の
整
備

･
管
理
に
お
け
る
国
の
主
な
役
割

答
申
で
は
、
道
路
の
整
備
･
管
理
に
お
け
る
国
の
主
な

役
割
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
経
緯
や
諸
外
国
と
の
現
状
比

較
か
ら
以
下
の
と
お
り
提
言
し
て
い
る
。

①
我
が
国
の
経
済
･
社
会
活
動
の
基
盤
等
と
し
て
の
中

枢
的
･
根
幹
的
な
道
路
の
整
備
･
管
理

②
道
路
網
の
整
備
･
管
理
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
道

路
構
造
や
標
識
な
ど
に
関
す
る
統
一
的
な
基
準
･
手

続
等
の
策
定

③
道
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
機
能
を
効
果
的
に

発
揮
さ
せ
る
た
め
の
道
路
管
理
者
間
に
お
け
る
調
整

や
広
域
的
効
果
を
持
つ
根
幹
的
な
事
業
等
へ
の
助
成

こ
の
三
つ
の
役
割
そ
の
も
の
は
今
後
も
大
き
く
変
化
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
範
囲
に
つ
い
て

は
、
経
済
･
社
会
･
国
民
生
活
の
状
況
等
に
応
じ
て
変
化

し
て
い
く
も
の
と
し
て
い
る
。

②

中
枢
的
･
根
幹
的
な
道
路
の
範
囲
を
検
討
す
る
視
点

ま
た
、
答
申
で
は
、
国
の
主
な
役
割
の
一
つ
で
あ
る
中

枢
的
か
つ
根
幹
的
な
道
路
の
範
囲
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、

国
が
直
接
整
備
･
管
理
す
る
必
要
性
･
緊
急
性
等
を
勘
案

し
、
次
の
視
点
に
よ
り
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
て

い
る
。

①
全
国
レ
ベ
ル
の
経
済
･
社
会
活
動
に
伴
う
広
域
交
通

の
確
保
な
ど
の
我
が
国
の
経
済
･
社
会
活
動
の
基
盤

形
成

②
災
害
時
に
お
い
て
も
機
能
す
る
信
頼
性
の
高
い
広
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保
、
道
路
空
間
に
収
容
さ
れ
て

い
る
幹
線
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
保
全
な
ど
広
域
的
な

危
機
管
理

③
地
域
連
携
の
推
進
や
自
立
的
な
都
市
の
育
成
な
ど
国

土
･地
域
の
骨
格
形
成
、
国
土
の
保
全
、
国
の
経
済
･

社
会
の
中
枢
を
成
す
大
都
市
地
域
の
都
市
機
能
の
維

持
･
向
上
な
ど
の
国
土
の
適
正
管
理

④
車
両
の
大
型
化
へ
の
対
応
な
ど
物
流
効
率
化
の
支
援

を
は
じ
め
、
道
路
環
境
対
策
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の

整
備
に
よ
る
高
度
情
報
通
信
社
会
の
実
現
な
ど
の
国

家
的
な
緊
急
課
題
へ
の
先
導
的
か
つ
統
一
的
な
対
応

③

経
済
･
社
会
活
動
の
広
域
化
と
国
の
役
割

戦
後
、
人
の
移
動
や
モ
ノ
の
輸
送
に
お
け
る
自
動
車
利

用
の
割
合
は
年
々
増
加
し
、
道
路
の
役
割
は
増
大
し
て
き

た
。
戦
後
の
経
済
発
展
は
自
動
車
交
通
の
拡
大
と
と
も
に

あ
り
、
現
在
で
は
生
活
用
品
を
は
じ
め
モ
ノ
の
輸
送
の
大

半
を
自
動
車
交
通
が
担
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
道
路
は
我
が

国
の
経
済
･
社
会
活
動
を
根
幹
か
ら
支
え
て
い
る
。

近
年
、
我
が
国
の
経
済
･
社
会
活
動
は
一
層
活
発
化
す

る
と
と
も
に
都
道
府
県
境
を
越
え
て
ま
す
ま
す
広
域
化
し

て

い
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
新
し
い
国
土
づ
く
り
･
地
域
づ
く
り

の
方
向
と
し
て
従
来
の
行
政
単
位
を
越
え
た
広
域
的
な
地

域
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
輸
出
入
、
製
造
、
売
買
、
消
費
と
い
っ
た
様
々

な
経
済
活
動
と
密
接
に
関
連
す
る
物
流
機
能
の
高
度
化
･

効
率
化
は
、
我
が
国
の
産
業
全
体
の
競
争
力
の
強
化
や
多

様
な
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
充
足
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
今
回
の
答
申
で
は
、
人
流
･
物
流
の
大
半

を
担
う
道
路
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
活
発
化
･
広
域
化

す
る
絶
え
間
な
い
経
済
･
社
会
活
動
を
支
え
る
た
め
、
円

滑
な
広
域
交
通
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
と

は
、
我
が
国
の
持
続
的
な
発
展
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

国
家
的
な
課
題
で
あ
り
、
直
轄
管
理
区
間
を
検
討
す
る
上

で
最
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
o

◎

円
滑
な
広
域
交
通
を
確
保
す
る
た
め
の
道
路
の
整
備
･

管
理
主
体

円
滑
な
広
域
交
通
の
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
確
保
と
い

う
観
点
か
ら
、
道
路
の
整
備
･
管
理
の
主
体
の
決
定
に
あ

た
っ
て
は
、
道
路
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な
っ
て
初
め
て
機

能
す
る
と
い
う
特
性
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

-

こ
の
点
を
考
慮
し
、
答
申
で
は
、
都
道
府
県
境
を
越
え

る
よ
う
な
広
域
交
通
の
確
保
の
た
め
に
は
、
常
に
安
定
的

に
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
連
続
し
た
幹
線
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
円
滑
な
広
域
交
通
を

確
保
す
る
た
め
の
中
枢
的
･
根
幹
的
な
道
路
に
つ
い
て
は
、

部
分
的
に
は
地
域
的
･
地
先
的
な
利
用
が
卓
越
し
て
い
る

と
し
て
も
、
以
下
の
①
か
ら
③
を
踏
ま
え
れ
ば
、
複
数
の

都
道
府
県
に
よ
る
整
備
･
管
理
よ
り
も
国
に
よ
る
一
元
的



な
整
備
･
管
理
の
方
が
効
率
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

①
都
道
府
県
境
を
越
え
る
人
流
･
物
流
の
ほ
と
ん
ど
を

高
速
自
動
車
国
道
と
直
轄
国
道
で
分
担
し
て
い
る
現

状
②
地
方
公
共
団
体
の
範
囲
を
越
え
て
広
域
化
す
る
人

流
･
物
流
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、
特
定
地
域
の
ニ
ー

ズ
を
充
足
す
る
こ
と
に
責
任
を
有
す
る
地
方
公
共
団

体
で
対
応
す
る
の
は
、
非
効
率
な
面
が
存
在

③
仮
に
、
都
道
府
県
境
を
越
え
る
広
域
交
通
の
確
保
を

都
道
府
県
等
の
地
方
公
共
団
体
が
担
う
と
す
れ
ば
、

県
境
部
の
道
路
整
備
状
況
の
格
差
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
整
備
等
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
地
方
公
共
団
体
間
で
は
整
備
･
管
理
の
各
段

階
に
わ
た
っ
て
多
く
の
調
整
が
必
要

◎

直
轄
管
理
区
間
の
地
先
的
な
管
理
へ
の
地
方
公
共
団

体
の
参
画
の
推
進

一
貫
性
の
あ
る
道
路
管
理
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
管

理
事
務
を
道
路
毎
に
一
つ
の
管
理
者
が
一
元
的
に
担
う
こ

と
が
効
率
的
で
あ
り
、
ま
た
道
路
の
利
用
者
に
と
っ
て
も

単
純
で
わ
か
り
や
す
い
。

一
方
、
道
路
に
つ
い
て
は
、
交
通
機
能
の
み
な
ら
ず
都

市
の
緑
化
や
景
観
形
成
と
い
っ
た
空
間
機
能
な
ど
そ
の
機

能
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
少
な
か
ら
ず
地
域
的
･

地
先
的
な
利
用
は
存
在
し
て
お
り
、
直
轄
管
理
区
間
に
つ

い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
答
申
で
は
、
直
轄
管
理
区
間
で
あ
っ
て

も
地
域
に
密
着
し
た
面
を
有
す
る
と
い
う
性
格
を
踏
ま
え
、

あ
る
と
い
え
る
。

道
路
管
理
の
う
ち
、
歩
道
の
植
樹
･
照
明
の
管
理
等
の
地

一
方
、
国
土
,

先
的
な
分
野
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
意
見
を
適
切
に
取
り

い
れ
た
管
理
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の

方
策
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
参
画
を
進
め
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
参
画

を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
仕
組
み
に
つ
い
て
整
理

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。

三

直
轄
管
理
区
間
の
指
定
基
準
の
あ
り
方

の

指
定
基
準
の
基
本
的
な
考
え
方

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
円
滑
な
広
域
交
通
の
効
率
的
か

つ
安
定
的
な
確
保
に
よ
り
我
が
国
の
経
済
･
社
会
活
動
を

根
幹
か
ら
支
え
る
こ
と
は
国
の
重
要
な
責
務
の
一
つ
で
あ

る
↓。こ

の
責
務
に
照
ら
し
て
、
国
が
直
接
整
備
･
管
理
す
る

一
般
国
道
の
区
間
を
指
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
都
道

府
県
境
を
越
え
る
広
域
交
通
を
確
保
す
る
と
い
う
国
土
レ

ベ
ル
の
広
域
性
の
視
点
、
災
害
時
に
お
い
て
も
広
域
交
通

を
安
定
的
に
確
保
す
る
と
い
う
信
頼
性
の
視
点
に
着
目
し

て
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
経
済
･
社
会
活
動
を
根
幹
か
ら
支
え

る
と
い
う
視
点
は
、
円
滑
な
広
域
交
通
の
効
率
的
か
つ
安

定
的
な
確
保
と
の
関
連
で
見
れ
ば
、全
国
レ
ベ
ル
の
経
済
･

社
会
活
動
の
中
核
と
な
る
重
要
な
拠
点

(都
市
、
空
港
･

港
湾
な
ど
)
間
を
効
率
的
･
効
果
的
に
連
絡
す
る
こ
と
で

一
方
、
国
土
づ
く
り
･
地
域
づ
く
り
に
お
け
る
国
の
基

本
的
な
役
割
と
し
て
、
効
率
性
を
重
視
し
つ
つ
、
国
土
や

地
域
の
骨
格
形
成
、
国
土
の
保
全
、
大
都
市
地
域
の
都
市

機
能
の
維
持
･
向
上
と
い
っ
た
国
土
全
体
を
適
正
に
管
理

す
る
と
い
う
視
点
も
重
要
で
あ
る
が
、
特
に
主
要
な
道
路

に
お
い
て
は
そ
の
空
間
に
幹
線
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
や
高
度

情
報
通
信
網
を
収
容
･
保
全
し
て
い
る
と
い
う
視
点
も
合

わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
高
規
格
幹
線
道
路
は
、
全
国
的
な
高
速
道
路
網

を
構
成
し
、
地
域
間
の
活
発
な
交
流
を
支
え
、
活
力
あ
る

国
土
づ
く
り
･
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
な
ど
、
我
が
国

の
産
業
発
展
や
地
域
振
興
に
不
可
欠
な
基
盤
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
整
備
･
管
理
に
つ
い
て
は
国
の
責
務
と
す
べ

き
で
あ
る
。

答
申
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
示
し
た
上
で
高

規
格
幹
線
道
路
の
整
備
･
管
理
を
国
の
責
務
と
す
る
ほ
か
、

直
轄
管
理
区
間
に
つ
い
て
は
、
国
家
的
見
地
か
ら
重
要
な

拠
点
を
効
率
的
･
効
果
的
に
連
絡
す
る
最
小
限
の
枢
要
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
す
る
こ
と
と
し
、
拠
点
都
市
の
連
絡
、

空
港
･
港
湾
等
の
連
絡
の
順
に
整
理
し
て
い
る
現
在
の
道

路
法
の
枠
組
み
に
従
い
、
次
の
と
お
り
と
す
べ
き
で
あ
る

と
提
言
し
て
い
る
o

国
土
の
骨
格
を
成
す
と
と
も
に
、
国
土
を
縦
貫
･

横
断
･
循
環
す
る
人
や
モ
ノ

(道
路
空
間
を
移
動
す



②

拠
点
の
選
定
の
考
え
方

答
申
で
は
、
直
轄
管
理
区
間
の
検
討
の
基
礎
と
な
る
重

要
な
拠
点
は
、
人
ロ
や
産
業
が
集
中
し
、
広
域
交
通
の
拠

点
と
な
る
都
市
、
八
流
･
物
流
の
拠
点
と
な
る
重
要
な
空

港
･
港
湾
等
に
つ
い
て
選
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

し
て
、
そ
の
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
と
り
ま
と
め
て
い
る

な
お
、
北
海
道
、
沖
縄
に
お
い
て
は
、
地
域
の
特
殊
性

を
考
慮
し
、
支
庁
所
在
地
等
を
重
要
な
拠
点
と
し
て
選
定

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

①

広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
都
市
の
選
定

通
が
発
生
す
る
拠
点
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
轄
管

理
区
間
の
指
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
規
模
や
特
性
を

考
慮
し
つ
つ
重
要
な
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き

が
国
の
経
済
･
社
会
活
動
の
中
核
を
成
す
拠
点
で
あ
‐

る が
と 国 都 広
と の 市 域
も 経 に 交
に 済 つ 通
、 ･ い の
地 社 て 拠
城 会 は 点
の 活 、 と る 等 に
中 重の 人 な o を お よ
心 の ロ る 重 い う
と 中 や 都 要 て に

し 核 産 市 な は と
て を 業 の 礬地裟大 成 が 選
量 す 集 定 と 城 と
の 拠 中 し の
広 点 し て 特
域 で 、 選 殊 し

交 あ 我 定 性 る

地方公共団体に対するアンケート結果の概要

○地方公共団体アンケート回答状況

全体数 回答数計
回答率

(% )

内 訳

都道府県 政令市 区市町村

全体数 回答数 全体数 回答数 全体数 回答数

合計
3 ,302 2,486 75 3 47 44

93.6 %

12 12

100 .0 %

3 ,243 2 ,430

74 ,9 %

地
域
別
内
訳

北海道 213 204 95 .8 1具 l 1 1 211 202

東北地方 406 302 74 .4 6 6 1 1 399 295

関東地方 669 483 72 .2 9 7 3 3 657 473

北陸地方 191 157 82 .2 3 3 188 154

中部地方 334 268 80 .2 4 4 1 1 329 263

近畿地方 368 293 79 .6 7 6 3 3 358 284

中国地方 323 217 67.2 5 5 1 1 3l7 211

四国地方 220 156 70 .9 4 4 216 152

九州地方 524 369 70 .4 7 7 2 2 515 360

沖縄 54 37 68,5 l 1 53
て
の
考
え
方
の
類
似
事
例
を
参
考
に
選
定
す
べ
き
で

あ
る
。
具
体
的
に
答
申
で
は
、
地
方
中
核
都
市

(都

道
府
県
庁
所
在
地
及
び
人
ロ
概
ね
三
〇
万
人
以
上
の

市
)
を
基
本
と
し
つ
つ
、
地
方
都
市
に
お
い
て
は
、

経
済
･
社
会
活
動
や
生
活
の
基
盤
と
な
る
中
核
的
な

都
市

(人
ロ
概
ね
一
〇
万
人
以
上
か
つ
昼
夜
間
人
ロ

○主なアンケート項目の結果

【道路の整備 ･管理における国の 3つの役割について1

概ね適切である 97 ,6 % 削除･変更 ･追加すべき点がある 2 .0 %

【国が整備 ･管理を行うべき中枢的 ･根幹的な道路の範囲を検討する 4 つの

視点について】

概ね適切である 96 .8 % 削除･変更 ･追加すべき点がある 2 ,5 %

【｢高規格幹線道路の整備 ･管理を国の責務とする｣ 考え方について】

概ね適切である 91 .4 % 改善すべき点がある 1 .7 %

【｢重要な拠点を連絡する｣ 直轄管理区間の基本的な考え方について】

概ね適切である 82 .2 % 改善すべき点がある 8 .5 %

【｢重要な拠点｣ としての ｢地方の中核となる都市｣ の規模について1

概ね30万人以上の都市のうち、 さらに限定すべき 6 .4 %

概ね30万人以上の都市のみに限定すべき 18 .2 %

概ね10万人以上とすべき 39 ,7 %

概ね 5万人以上とすべき 21 .9 %

広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
都
市
に
つ
い
て
は
、
都

市
の
規
模
や
拠
点
性
を
重
視
し
、
全
国
総
合
開
発
計

画
で
あ
る
｢21
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
｣

(平
成
一
〇
年
三
月
閣
議
決
定
)
を
踏
ま
え
、
都
道

府
県
の
総
合
計
画
や
国
内
外
の
拠
点
的
都
市
に
つ
い

② ①滲
① 重 た 枢 な 都 の
の る る 道 い

①
都
道
府
県
庁
所
在
地
等
の
広
域
交
通
の
拠
点
と

な
る
都
市
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
連
絡
す
る

枢
要
な
区
間

(大
都
市
圏
に
お
け
る
広
域
に
わ

た
る
環
状
道
路
を
形
成
し
て
い
る
区
間
を
含
む
)

②
重
要
な
空
港
･
港
湾
と
高
規
格
幹
線
道
路
又
は

①
の
区
間
を
連
絡
す
る
区
間

る
電
気
、
ガ
ス
、
水
、
情
報
等
を
含
む
)

安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
原
則
と
し

す 、 報
る 原 等
区 則 を
間 と 含

　
8銘
又 を
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地方公共団体
の意見

比
一
以
上
の
市
)
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

　
　

②

重
要
な
空
港
･
港
湾
の
選
定

重
要
な
空
港
･
港
湾
に
つ
い
て
は
、
外
国
や
他
の

地
域
へ
の
連
絡
口
と
し
て
、
人
流
･
物
流
の
拠
点
と

な
る
施
設
で
あ
り
、
か
つ
道
路
と
の
重
要
な
結
節
点

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
直
轄
管
理
区
間
の
指

定
に
あ
た
っ
て
重
要
な
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ

き
で
あ
る
。

谷甲に基つく直轄官埋区間の〕選定この)朮れ

【重要な拠点の選定】

都市 地 方中核都市 (都道府県庁所在地及び
人口概ね 3 0万人以上の市)を基本

　 　 　

　　
　

　　
　

概
が

中

　　　
　

　　　
　

　
　
　
　

　
　　
　

上
半
効
翼

　　　
　

　　　　
　　

港　

港湾 :広域交通の拠点となる特に重要な港湾

そ
の
上
で
、
答
申
で
は
、
重
要
な
拠
点
と
な
る
空

港
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
の
広
域
性
を
考
慮
し
、

大
都
市
及
び
東
北
、
九
州
な
ど
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
の
中

心
と
な
る
都
市
の
空
港
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

ま
た
、
重
要
な
拠
点
と
な
る
港
湾
に
つ
い
て
は
、

国
際
競
争
力
の
強
化
等
の
観
点
か
ら
、
広
域
交
通
の

発
生
状
況
、
諸
外
国
と
の
つ
な
が
り
を
考
慮
し
て
、

広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
特
に
重
要
な
港
湾
と
す
べ

直轄管理区間の選定
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

一 - - -
経過措置-j l---定期鞄見直し-J
　
　廟　　

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

③

そ
の
他
の
重
要
な
拠
点
の
選
定

J

海
に
突
き
出
し
て
い
る
半
島
地
域
等
に
お
い
て
は
、
9

そ
の
地
形
上
の
特
性
等
か
ら
広
域
交
通
の
拠
点
と
な

セ

る
都
市
が
存
在
し
な
い
場
合
が
多
く
、
内
陸
に
位
置

噺

す
る
地
域
に
比
べ
て
直
轄
国
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
す
る
可
能
性
が
低
い
。

こ
の
た
め
、
答
申
で
は
、
①
及
び
②
に
掲
げ
た
重

要
な
拠
点
間
の
連
絡
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し

て
の
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
内
陸
部

と
の
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
や
国
土
の
適
正
管
理
の
観
点

か
ら
、
広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
都
市
の
選
定
要
件

や
半
島
振
興
法
の
考
え
方
を
参
考
に
、
二
つ
以
上
の

市
を
含
ん
だ
人
ロ
概
ね
一
〇
万
人
以
上
の
半
島
地
域

等
で
あ
り
、
か
つ
広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
都
市
へ

の
到
達
が
著
し
く
困
難
な
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の

中
心
と
な
る
市
を
広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
都
市
と

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

③

重
要
な
拠
点
間
の
効
率
的
･
効
果
的
な
連
絡
の
考
え

方
選
定
さ
れ
た
重
要
な
拠
点
間
は
、
主
と
し
て
国
土
を
縦

貫
す
る
路
線
に
よ
っ
て
連
絡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

答
申
で
は
、

イ
経
済
･
社
会
活
動
が
広
域
化
す
る
中
で
、
従
来
の

行
政
単
位
を
越
え
た
多
方
向
の
地
域
連
携
の
た
め

の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保

【重要な拠点間を効率的、効果的に結ぶ道路網の選定】

近接する重要な拠点間を相互に、 都市、 空港 ･
港湾の順に機能や規模に応じて体系的に連絡す
る道路網を選定

I効率的 圏 liとして交差することなく最短で l連絡

の
,慮配

じ

に
　
　　

【直轄管理区間の調整】

L広域的な利用状況による調整 l
+

l国土全体から見た道路網バランス は る
調整

絡するように配慮



口
広
域
的
な
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

る
o

の
信
頼
性
の
確
保

ハ
国
土
･
地
域
の
骨
格
形
成
等
の
国
土
の
適
正
管
理

な
ど
の
視
点
か
ら
み
て
、
隣
接
す
る
重
要
な
拠
点
間
を
効

率
的
･
効
果
的
に
連
絡
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
具
体
的
な
連
絡
方
法
と
し
て

次
の
と
お
り
提
言
し
て
い
る
。

①

重
要
な
拠
点
を
効
率
的
に
連
絡
す
る
方
法

重
要
な
拠
点
間
の
連
絡
方
法
に
つ
い
て
は
、
効
率

的
か
つ
信
頼
性
の
高
い
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

と
国
土
の
適
正
管
理
な
ど
の
見
地
か
ら
、
都
道
府
県

境
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
近
接
す
る
重
要
な
拠
点

を
相
互
に
、
原
則
と
し
て
機
能
や
規
模
に
応
じ
て
重

要
度
の
高
い
も
の
か
ら
体
系
的
に
直
線
で
連
絡
す
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(以
下

｢仮
想
ネ
ッ
ト
｣
と
い
う
。
)

を
基
礎
と
し
て
、
実
際
の
道
路
網
に
当
て
は
め
る
こ

と
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
都
市
間

を
効
率
的
に
連
絡
し
た
上
で
、
重
要
な
空
港
･
港
湾

を
最
短
の
距
離
で
連
絡
す
る
よ
う
に
、
仮
想
ネ
ッ
ト

を
構
築
す
る
と
し
、
そ
の
際
、
地
形
上
の
理
由
か
ら

広
域
交
通
の
拠
点
と
な
る
都
市
が
少
な
く
仮
想
ネ
ッ

ト
が
的
確
に
形
成
で
き
な
い
場
合
や
、
環
状
道
路
を

形
成
す
る
場
合
を
除
き
、
近
接
す
る
全
て
の
都
市
間

を
連
絡
す
る
直
線
が
交
差
す
る
こ
と
な
く
、
距
離
が

最
短
に
な
る
よ
う
に
効
率
的
に
連
絡
す
る
と
し
て
い

な
お
、
都
市
部
に
お
い
て
は
広
域
交
通
の
拠
点
と

な
る
都
市
が
狭
い
エ
リ
ア
に
集
中
す
る
場
合
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
広
域
的
な
視
点
か
ら
仮
想
ネ
ッ
ト
を
形

成
す
る
際
に
は
拠
点
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
と
提
言

し
て
い
る
。

②

重
要
な
拠
点
を
効
果
的
に
連
絡
す
る
方
法

①
で
構
築
し
た
仮
想
ネ
ッ
ト
を
実
際
の
道
路
網
に

当
て
は
め
る
際
に
は
、
重
要
な
拠
点
間
を
効
果
的
に

連
絡
す
る
た
め
、
仮
想
ネ
ッ
ト
を
形
成
す
る
直
線
か

重嚢意拠点を効率的に運縮する方法

漱
o

鮒

湾

要

、

※交差なく、できる限り短い距
効率的にネットワークを形成

重嚢な縄意を効果的に運縮漸る方法

　◎○

い短

○

′
′

ら
著
し
く
逸
脱
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
重
要
な
拠

点
以
外
の
拠
点

(都
市
が
連
担
す
る
地
域
、
広
域
交

通
の
発
生
が
多
い
空
港
･
港
湾
、
観
光
地
等
)
を
よ

り
多
く
連
絡
す
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
い
る
。

ま
た
、
大
量
の
広
域
的
な
交
通
需
要
が
あ
る
区
間

に
お
い
て
は
、
そ
の
交
通
を
処
理
す
る
観
点
か
ら
互

い
に
並
行
す
る
複
数
の
道
路
に
当
て
は
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

な
お
、
大
都
市
圏
を
は
じ
め
放
射
状
の
道
路
が
集

※より多くの拠点を効果



中
す
る
都
市
圏
に
お
い
て
は
、
交
通
を
効
率
的
に
処

理
す
る
観
点
か
ら
、
実
際
の
道
路
網
に
当
て
は
め
る

際
に
、
中
心
部
へ
の
分
散
導
入
や
都
市
機
能
の
向
上

に
寄
与
す
る
環
状
道
路
の
形
成
を
図
る
よ
う
配
慮
す

る
必
要
が
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。

燭

直
轄
管
理
区
間
の
調
整

具
体
の
直
轄
管
理
区
間
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方

の
中
核
的
な
都
市

(人
ロ
概
ね
一
〇
万
人
以
上
か
つ
昼
夜

間
人
ロ
比
一
以
上
の
市
)
を
考
慮
す
る
ほ
か
、
広
域
的
な

利
用
状
況
や
国
土
全
体
か
ら
見
た
道
路
網
配
置
の
バ
ラ
ン

ス
に
よ
り
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
と

お
り
と
り
ま
と
め
て
い
る
。

そ
の
際
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
や
一
般
国
道
の

整
備
･
管
理
の
現
状
な
ど
地
域
の
実
情
を
勘
案
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
地
域
の
代
表
で
あ
る
関
係

地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
反
映
す
る
手
続
を
導
入
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

①

広
域
的
な
利
用
状
況
に
よ
る
調
整

東
北
や
九
州
な
ど
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
、
都
道
府

県

(北
海
道
の
場
合
は
支
庁
)
境
を
越
え
る
交
通
や

大
型
車
交
通
の
状
況
の
指
標

(大
型
車
混
入
率
、
大

型
車
交
通
量
等
)
に
よ
り
、
広
域
的
な
交
通
が
多
く

利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
、
広

域
的
な
利
用
が
相
対
的
に
見
て
少
な
い
区
間
に
つ
い

て
は
、
都
道
府
県
庁
所
在
地
間
を
連
絡
す
る
な
ど
区

間
の
重
要
性
や
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
た
上
で
直
轄

管
理
区
間
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

②

国
土
全
体
か
ら
見
た
道
路
網
配
置
の
バ
ラ
ン
ス
に

よ
る
調
整

国
土
全
体
を
広
く
カ
バ
ー
し
、
国
土
を
適
正
に
管

理
す
る
観
点
か
ら
、
人
ロ
又
は
面
積
に
対
し
て
地
域

毎
に
著
し
く
大
き
な
偏
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、

全
国
の
平
均
値
等
に
対
し
て
著
し
く
格
差
が
あ
る
場

合
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
調
整
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

四

直
轄
管
一理
区
間
の
指
土足
基
準
の
運
用

印

直
轄
管
理
区
間
の
定
期
的
見
直
し

直
轄
管
理
区
間
に
つ
い
て
は
、
経
済
･
社
会
･
国
民
生

活
の
状
況
変
化
を
踏
ま
え
て
、
定
期
的
に
見
直
す
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
際
、
前
述
し
た
と
お
り
地
域
の
代
表

で
あ
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
反
映
す
る
手
続
を

導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
直
轄
管
理
区
間
の

指
定
基
準
の
見
直
し
を
伴
う
場
合
は
、
専
門
的
か
つ
総
合

的
な
立
場
か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
提
言

し
て
い
る
。

②

直
轄
管
理
区
間
の
指
定
に
伴
う
経
過
措
置

直
轄
管
理
区
間
の
指
定
の
結
果
、
国
か
ら
地
方
あ
る
い

は
地
方
か
ら
国
へ
移
管
さ
れ
る
区
間
が
あ
る
場
合
、
当
該

区
間
に
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
も
と
に
、
移

管
さ
れ
る
側
の
管
理
体
制
や
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、

必
要
に
応
じ
て
経
過
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

五

そ
の
他

ゆ

バ
イ
パ
ス
整
備
後
の
現
道
等
の
整
理

現
在
の
直
轄
管
理
区
間
の
う
ち
、
バ
イ
パ
ス
整
備
後
の

現
道
等
に
つ
い
て
は
、
直
轄
事
業
が
施
行
中
で
あ
る
な
ど

特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
調
整
の
上
、
地
方
公

共
団
体
に
引
き
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

②

広
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
調
整
と
そ
の
手
続
の
明
確

化
道
路
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
の
役
割
や
直
轄
管
理
区
間
の
指
定

基
準
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
広
域
的
な
幹

線
道
路
網
が
全
体
と
し
て
効
率
的
･
効
果
的
に
機
能
を
発

揮
す
る
よ
う
、
関
係
す
る
道
路
管
理
者
間
の
調
整
を
円
滑

に
行
う
た
め
の
手
続
を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
関
係
す
る
道
路
管
理
者
間
の
調
整
に
よ
り

策
定
さ
れ
る
広
域
的
な
幹
線
道
路
網
の
整
備
計
画
の
位
置

づ
け
や
内
容
に
つ
い
て
も
併
せ
て
明
確
化
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

六

お
わ
り
に

建
設
省
と
し
て
は
、
今
回
答
申
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
、

平
成
一
一
年
度
に
、
直
轄
管
理
区
間
の
指
定
基
準
を
策
定

し
、
そ
れ
に
照
ら
し
、
個
々
の
直
轄
管
理
区
間
の
点
検
を

行
っ
た
上
で
、
平
成
三
一年
度
中
を
目
途
に
関
係
地
方
公

共
団
体
と
の
調
整
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。



滋
黍
特
集
/
地
方
分
権
と
道
路
行
政
》嬢
費
滋
)震
災
滋
水費

里
週
等
⑭
法
定
外
公
共
物
に
係
る
国
有
財
産
の

市
鰤
村
へ
の
譲
与
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

は
じ
め
に

里
道
、
水
路
等
の
道
路
法
、
河
川
法
等
の
公
物
管
理
法

の
適
用
又
は
準
用
を
受
け
な
い
小
規
模
の
公
共
物
は
法
定

外
公
共
物
と
総
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
法
定
外
公
共
物

は
、
行
政
財
産
の
う
ち
、
公
共
用
財
産
に
該
当
し
、
建
設

省
の
所
管
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
管
理
の
あ
り
方
に
は

様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
地
方
分

権
推
進
委
員
会
第
四
次
勧
告

(平
成
九
年
一
〇
月
九
日
)

で
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

｢
(法
定
外
公
共
物
は
)
都
道
府
県
知
事
が
国
有
財
産

法
及
び
建
設
省
所
管
国
有
財
産
取
扱
規
則
に
基
づ
き
、

境
界
確
定
、
用
途
廃
止
等
の
国
有
財
産
と
し
て
の
管

理
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
務
は
機
関
委
任
事

務
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
機
関
委
任
事
務
と
し
て
の

法
的
根
拠
が
法
律
･
政
令
上
は
明
確
で
な
い
う
え
、

と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
法
律
上
の
管
理
責
任
が

委
任
さ
れ
て
い
る
事
務
の
範
囲
、
内
容
等
も
具
体
的

不
明
確
な
ま
ま
、
事
実

維

管
理
を
行
う
こ
と

に
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
地
域
開
発
や
宅
地

開
発
等
に
伴
い
、
国
有
財
産
の
売
り
払
い
等
が
行
わ

れ
る
際
に
は
、
都
道
府
県
や
市
町
村
が
そ
の
境
界
確

定
や
用
途
廃
止
の
事
務
を
処
理
し
て
い
る
と
と
も
に
、

そ
の
売
払
収
入
は
国
庫
に
帰
属
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
、
特
に
市
町
村

に
と

っ
て
大
き
な
負
担
と
な

っ
て
い
る
。
他
方
、
こ

れ
ら
の
法
定
外
公
共
財
産
の
日
常
的
な
維
持
管
理
や

災
害
の
防
止
、
復
旧
等
の
行
政
上
の
管
理

(機
能
管

理
)
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
市
町
村
が
こ
れ
を
行
っ

て
い
る
が
、
法
的
な
位
置
付
け
を
明
確
に
し
た
法
令

の
規
定
は
な
い
。
市
町
村
と
し
て
は
、
住
民
福
祉
の

観
点
か
ら
機
能
管
理
に
関
す
る
事
務
を
放
置
す
る
こ

不
明
確
な
ま
ま
、
事
実
上
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
こ
れ
に
伴
う

経
費
を
負
担
し
た
り
、
事
実
上
管
理
を
行
っ
て
い
る

こ
と
を
理
由
に
国
家
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
な
ど
、

種
々
の
問
題
を
生
じ
て
い
る
。
｣

こ
の
よ
う
に
法
定
外
公
共
物
の
管
理
は
国

(国
の
機
関

と
し
て
の
都
道
府
県
)
と
市
町
村
と
の
二
元
管
理
と
な
っ

て
い
る
上
、
｢法
定
外
｣
で
あ
る
が
故
に
、
経
費
の
負
担
、

管
理
責
任
が
不
明
確
に
な
る
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い

る
o

郷

こ
の
た
め
法
定
外
公
共
物
を
市
町
村
へ
の
譲
与
を
進
め

セ行

る
た
め
の
法
改
正
が
地
方
分
権
一
括
法
の
中
で
行
わ
れ
た

道

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
法
改
正
の
内
容
等

"　　

に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。



一
法
改
正
の
経
緯

地
方
分
権
推
進
員
会
第
四
次
勧
告
に
お
い
て
、
法
定
外

公
共
物
は
、
国
の
公
共
用
財
産
で
あ
り
な
が
ら
、
事
実
上

の
機
能
管
理
は
市
町
村
が
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
国
家
賠

償
法
に
よ
る
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
責
任
を
市
町
村
が
負
う

な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
と
し
て
、
①
国
有
財
産
で
あ
る
法

定
外
公
共
物
を
地
方
公
共
団
体
に
譲
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、

機
能
管
理
、
財
産
管
理
と
も
に
地
方
公
共
団
体
の
自
治
事

務
と
す
る
、
②
機
能
管
理
は
地
方
公
共
団
体
の
自
治
事
務

と
し
つ
つ
、
財
産
管
理
は
法
定
受
託
事
務
と
す
る
、
③
機

能
管
理
は
自
治
事
務
と
し
つ
つ
、
財
産
管
理
は
国
の
直
接

執
行
事
務
と
す
る
、
と
の
三
案
を
基
に
関
係
省
間
で
検
討

す
る
よ
う
指
摘
を
受
け
た
。

そ
し
て
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
指
摘
を
踏
ま
え
、

関
係
省

(大
蔵
省
･
建
設
省
･
自
治
省
)
に
お
い
て
検
討

し
た
結
果
と
し
て
、
法
定
外
公
共
物
で
あ
る
里
道
･
水
路

は
、
住
民
の
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
が
機
能

管
理
、
財
産
管
理
と
も
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断

し
、
そ
の
た
め
、
現
に
公
共
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
里
道
･

水
路
に
係
る
国
有
財
産
を
市
町
村
に
譲
与
す
る
こ
と
と
し

た
も
の
で
あ
る
o

三

法
改
正
の
内
容

法
改
正
の
内
容
と
し
て
は
、

①

国
有
財
産
特
別
措
置
法
を
改
正
し
、
里
道
･
水
路

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
を
市
町
村
に
譲
与

す
る
た
め
の
根
拠
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、

②

地
方
分
権
一
括
法
案
の
附
則
に
、
早
期
に
譲
与
手

続
が
完
了
す
る
た
め
の
経
過
的
措
置
を
規
定
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
以
下
の
規
定
が
設

け
ら
れ
、
平
成
三
一年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

○
国
有
財
産
特
別
措
置
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
)

(地
方
分
権
一
括
法
第
百
十
三
条
で
改
正
)

(譲
与
)

第
五
条

普
通
財
産
は
、
左
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
譲
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
(以
下
略
)

一
-
四

(略
)

五

河
川
等

(河
川
、
湖
沼
そ
の
他
の
水
流
又
は

水
面
を
い
い
、
河
川
法

(昭
和
三
十
九
年
法
律

対
百
六
十
七
号
)
が
適
用
又
は
準
用
さ
れ
る
河

川
及
び
下
水
道
法

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七

十
九
号
)
が
適
用
さ
れ
る
下
水
道
を
除
く
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)
又
は
道
路

(道
路

法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
が
適

用
さ
れ
る
道
路
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。)
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
建
設
大
臣
の

所
管
に
属
す
る
土
地

(そ
の
土
地
の
定
着
物
を

含
む
。)
に
つ
い
て
、
国
が
当
該
用
途
を
廃
止
し

た
場
合
に
お
い
て
市
町
村
が
河
川
等
又
は
道
路

の
用
に
供
す
る
と
き
o

2

(略
)

○
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律

(地
方
分
権
一
括
法
)

(平
成
十
一
年
法
律
対
八
十
七
号
)

附

則
(国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
一部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
)

第
五
十
四
条

市
町
村
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際

現
に
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
有

財
産
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定

す
る
土
地
で
当
該
市
町
村
の
区
域
に
存
す
る
も
の

に
つ
い
て
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
国
か
ら
譲
与
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
土
地

を
特
定
し
国
に
対
し
て
そ
の
旨
を
申
請
す
る
も
の

と
す
る
。

2

前
項
の
申
請
に
係
る
土
地
で
あ
っ
て
国
が
当
該

土
地
を
譲
与
す
る
た
め
用
途
を
廃
止
し
普
通
財
産

と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
有
財
産
法
第
四

章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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三

法
改
正
の
効
果

前
述
の
と
お
り
、
法
定
外
公
共
物
で
あ
る
里
道
･
水
路

は
、
住
民
の
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と



富
野
部
川
岡
村

か
ら
、
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
が
機
能

管
理
、
財
産
管
理
と
も
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
が
、
市

町
村
に
お
い
て
も
、
権
原
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
里

道
･
水
路
の
管
理
権
限
の
所
在
が
明
確
に
な
る
ほ
か
、
地

域
住
民
の
要
請
に
応
え
つ
つ
、
里
道
･
水
路
を
適
切
に
維

持
･
管
理
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
、
そ
の
メ

リ
ッ
ト
は
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
里
道
･
水
路
の
改
修
や
付
け
替
え
等
の
工
事

を
市
町
村
の
自
主
的
判
断
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
ま
た
、
里
道
･
水
路
部
分
を
含
ん
だ
面
的
整
備
を

第
六
番

田
八
等
下

宅
地

二
三
級

嶋　

行
う
に
当
た
り
、
土
地
所
有
者
で
あ
る
国
の
承
認
を
受
け

る
必
要
が
な
く
な
る
等
、
市
町
村
が
自
ら
考
え
自
ら
行
う

地
域
づ
く
り
の
推
進
に
も
大
い
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

【凡 例】 　

　

　

道

路

塘

畔

里

水

堤

畦

　

　

　

　

口 脱落地 (公図上、無地番の土地)

(注)地番を算用数字で表示しているのは、 分筆がなされたものについて法務局で

記入したものである。

法鑓ラト公共物･

公図 (写) (京都地方法務局嵯峨出張所備付) 明治31年 4月調製
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譲与財産の特定及び財産の用途廃止 ･譲与手続フロー (想定)

市町村による事前準備
･公図の収集 市確認
･現地調査 等

(照会) 国 ･都道府県 (道路部局 河川部局) による
市町村による譲与財産 チェ ック

の抽出‐特定 彊蒋鰹彎騎群蟻裔総嗄蘂都等〕(回答)

き櫛藷漣誠蓬誇り く左 以 外
!
の 区 域〉

《手続を先行させる》 《譲与の期限に合わせる》

〔17条地図 ･公図の存しない区域等〕

用途廃止依頼 ･譲与申請 用途廃止依頼 ･譲与申請 特 定 不 能 の 届 出
(市町村→都道府県の土木事務所等) (市町村→都道府県の土木事務所等) (市町村→都道府県の土木事務所等)

建設省 (都道府県知事) による 建設省 (都道府県知事) で
◎当該区域毎の譲与財産 (機 ◎譲与財産 (機能維持財産)
能維持財産) ◎機能喪失財産
の (先行した) 用途廃止 ○特定不能財産

→普通財産へ の譲与期限における一括用途廃止

→並通財産へ

大蔵省 (財務局等) への 大蔵省 (財務局等) への
引継ぎ及び譲与申請書鳶添付 一括引継ぎ及び譲与申請書 ･
図書の回送 添付図書の回送

◎市町村への譲与 ◎市町村への譲与 ◎○大蔵省の直接管理

市町村による譲与財産の追加抽出 ･特定
(○特定不能財産) 及び譲与申請

* 道路部局 が可川部局のチェック
等は当初と同じ

大蔵省から市町村への譲与

市町村による公共物の管理
･道路法 河川法上の位置付け
･管理条例の制定 等

道イテセ 99 ,9 43



本
年
も
八
月
一
〇
日
の
｢道
の
日
｣
を
記
念
し
て
、
｢道

の
日
｣
実
行
委
員
会

(会
長

浅
井
新
一
郎
氏
)
主
催
に

よ
る
中
央
行
事
が
、
八
月
七
日

(土
)
に
開
催
さ
れ
ま
し

た

(口
絵
参
照
)。

一
四
回
目
を
迎
え
た
今
年
は
、
｢未
来
に
つ
な
が
る
｢道
｣

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
｣
を
テ
ー
マ
に
、
道
路
に
関
す
る
施
設
を

親
子
で
見
学
す
る

｢道
の
こ
ど
も
親
善
大
使
｣
施
設
見
学

会
や
都
内
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
に
お
い
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
で

楽
し
め
る

｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
、
｢道
の
日
｣
特

設
ス
テ
ー
ジ
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

｢道
の
こ
ど
も
親
善
大
使
｣
施
設
見
学
会

･
時

間
…
9
…
加
!
聡
…
30

･
見
学
施
設
“
国
道
三
五
七
号
浮
島
共
同
溝

海
ほ
た
る
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

首
都
高
浮
島
換
気
塔

親
善
大
使
一
行

(親
子
一
八
組
)
は
、
午
前
九
時
に
恵

比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
に
集
合
、
出
発
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
冒
頭
に
主
催
者
側
を
代
表
し
て
、
｢道
の
日
｣実
行

委
員
会
の
事
務
局
で
あ
る
全
国
道
路
利
用
者
会
議
の
天
目

石
一
也
事
務
局
長
よ
り

｢日
常
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に

活
躍
し
て
い
る
道
路
関
連
施
設
を
見
学
し
、
道
路
を
大
事

に
利
用
す
る
気
持
ち
を
是
非
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
｣
と

激
励
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。
続
い
て
、
親
善
隊
長
と
し

て
同
行
す
る
タ
レ
ン
ト
の
ダ
チ
ョ
ウ
倶
楽
部
さ
ん
が
登
場
。

　　
　

　

　

　

　

　　

　
　

~

け̂
さ
＼

　　　　　　　　　
　

はr道の日話

テ
レ
ビ
な
ど
で
よ
く
見
て
い
る
タ
レ
ン
ト
の
登
場
に
子
供

た
ち
か
ら
は
歓
声
が
沸
き
起
こ
り
、
｢親
善
隊
長
で
あ
る
私

た
ち
の
命
令
を
よ
く
聞
き
、
楽
し
く
見
学
し
ま
し
ょ
う
｣

と
の
ダ
チ
ョ
ウ
倶
楽
部
さ
ん
の
か
け
声
の
も
と
、
一
行
は

バ
ス
に
乗
り
込
み
出
発
し
ま
し
た
。

ま
ず
訪
れ
た
の
は
、
国
道
三
五
七
号
浮
島
共
同
溝
。
川

崎
の
浮
島
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
内
に
あ
る
こ
の
共
同
溝
は
、

千
葉
県
袖
ヶ
浦
市
か
ら
東
京
湾
を
通
り
神
奈
川
県
横
浜
市

に
つ
な
が
る
ガ
ス
管
を
既
に
収
容
し
、
今
後
電
話
線
、
電 ｢道のこども親善大使｣ 出発式 ｢出発だ/ ヤアーノ｣

タイ 道行セ 99.9
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『遵の脚』中央行事報告

道路局道路総務課



力
線
を
収
容
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
道
路
の
下

に
は
私
た
ち
の
生
活
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
の
よ
う
な
空
間

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
子
供
た
ち
は
、
施
設
の
説
明
者
の

話
を
熱
心
に
聞
い
て
い
ま
し
た
。

次
に
見
学
し
た
の
は
、
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
の
海
ほ

た
る
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
。
実
際
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
削
し

た
シ
ー
ル
ド
マ
シ
ン
を
記
念
し
て
製
作
さ
れ
た
巨
大
な
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
を
前
に
、
改
め
て
道
路
建
設
技
術
の
高
さ
に

感
心
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
一
般
に
公
開
さ
れ

て
い
な
い
車
道
下
の
避
難
用
地
下
通
路
も
見
学
。
万
が
一
、

清水アキラさんとダチョウ倶楽部のトークショー

ト
ン
ネ
ル
内
で
火
災
事
故
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
煙
が
地

下
通
路
に
来
な
い
よ
う
気
圧
調
整
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
新

た
に
知
り
得
た
こ
と
も
多
く
、
有
意
義
な
見
学
と
な
り
ま

し
た
。

最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
首
都
高
浮
島
換
気
塔
。
こ
こ

か
ら
は
、
浮
島
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
一
望
で
き
、
子
供
た

ち
か
ら
は
、
｢ま
る
で
模
型
み
た
い
｣
、
｢胃
袋
み
た
い
な
形

を
し
て
い
る
｣
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
身

近
な
首
都
高
速
の
道
路
事
情
等
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
、

参
加
者
か
ら
質
問
も
出
る
な
ど
、
道
路
に
対
す
る
関
心
の

高
さ
が
伺
わ
れ
ま
し
た
。

｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ

･
時

間
…
=
…
⑪
-
第
"
50

(開
場

…
13
…
30
)

･
場

所
…
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
内

ガ
ー
デ
ン
ホ
ー
ル

｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
は
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
菊
間

千
乃
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
司
会
の
も
と
、
屋
内
の
ガ
ー
デ
ン

ホ
ー
ル
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
最
初
に
主
催
者
代
表

挨
拶

(浅
井
新
一
郎

｢道
の
日
｣
実
行
委
員
会
会
長
)
が

行
わ
れ
、
浅
井
会
長
は
、
｢道
路
は
生
活
に
欠
く
こ
と
の
出

来
な
い
大
切
な
施
設
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に

身
近
で
あ
る
た
め
、
そ
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

こ
の

｢道
の
日
｣
を
契
機
に
、
改
め
て
道
路
と
い
う
も
の

を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
｣
と
強
く
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。
引

、
,

ー

セ

-

漸

き
続
き
来
賓
の
大
石
道
路
局
長
が
、｢万
葉
集
で
は
｢み
ち
｣

み
ち

と
い
う
言
葉
が
よ
く
用
い
ら
れ
、
中
で
も

｢美
知
｣
と
い

う
漢
字
が
多
く
あ
て
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
先
輩
た
ち

が

｢み
ち
｣
と
い
う
言
葉
に
｢美
し
く
｣
｢知
る
｣
と
い
う

字
を
あ
て
た
こ
の
感
性
を
大
切
に
し
、
｢道
の
日
｣を
契
機

に
暮
ら
し
と
道
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
、
道

を
大
切
に
正
し
く
使
っ
て
頂
き
た
い
｣
と
挨
拶
さ
れ
ま
し

た
。次

に
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標
語
表
彰
式
で

は
、
建
設
大
臣
賞

(最
優
秀
作
品
)、
道
路
局
長
賞

(優
秀

満員の会場

豹



作
品
)
の
表
彰
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
建
設
大
臣
賞
は
、
山

ロ
県
在
住
の
柿
本
敏
雄
さ
ん
の
作
品

｢
い
い
道
を

歩
け
ば
軽
い

靴
の
音
｣

で
、
大
石
道
路
局
長
よ
り
表
彰
状
、
審
査
員
の
山
田
美
保

子
さ
ん

(放
送
作
家
･
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
)、
陣
内
貴
美
子
さ

ん

(元
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
)
よ
り
、
盾
･
記
念
品
が
そ

れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
後
は
、
｢道
の
日
｣
ス
ペ
シ
ャ
ル
ス
テ
ー
ジ
と
題

し
、
ま
ず
最
初
に

｢道
の
こ
ど
も
親
善
大
使
｣
施
設
見
学

報
告
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
親
善
大
使
の
子
供
た
ち
と
親

善
隊
長
を
務
め
た
ダ
チ
ョ
ウ
倶
楽
部
さ
ん
に
よ
り
、
見
学

会
の
感
想
な
ど
が
映
像
を
使
い
な
が
ら
お
も
し
ろ
お
か
し

く
紹
介
さ
れ
、
会
場
は
笑
い
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
引
き
続

き
、
ダ
チ
ョ
ウ
倶
楽
部
さ
ん
の
楽
し
い
寸
劇
や
も
う
一
人

の
ゲ
ス
ト
で
あ
る
清
水
ア
キ
ラ
さ
ん
を
交
え
た

｢道
｣
に

関
す
る
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ
、
会
場
は
笑
い
の
最
高

潮
に
達
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
清
水
ア
キ
ラ
さ
ん
が
、
空
き
缶
な
ど
の
ゴ
ミ

を
道
路
に
捨
て
な
い
よ
う
に
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た

持
ち
歌
の
｢空
き
缶
の
う
た
｣
を
披
露
。
｢道
の
日
｣
に
相

応
し
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
、
来
場
者
に
折
り
た
た
み
式
自
転
車
や
チ
ャ
イ

ル
ド
シ
ー
ト
、
タ
レ
ン
ト
グ
ッ
ズ
な
ど
素
敵
な
プ
レ
ゼ
ン

ト
が
あ
た
る
抽
選
会
が
行
わ
れ
、
お
よ
そ
六
〇
〇
名
が
訪

れ
た
満
員
の
会
場
は
最
後
ま
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し

た
。

｢道
の
日
｣
特
設
ス
テ
ー
ジ

　
　
　

日

間
…
□
"
①
ー
お

“
50

･
場

所
“
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
内

セ
ン
タ
ー
広
場

｢道
の
日
｣特
設
ス
テ
ー
ジ
は
、
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ

イ
ス
に
人
が
集
ま
り
始
め
る
午
前
一
一
時
か
ら
、
文
化
放

送
の
三
島
美
佳
子
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
司
会
の
も
と
、
屋
外

の
セ
ン
タ
ー
広
場
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

最
初
に
、
司
会
者
よ
り
｢道
の
日
｣
の
趣
旨
、
｢道
｣
に

関
す
る
歌
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
続
い
て
、
竹
馬
に
乗
っ
た

足
長
お
じ
さ
ん
や
一
輪
車
に
乗
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
ジ

ャ
グ
ラ
ー
な
ど
の
楽
し
い
大
道
芸
人
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
大
道
芸
人
シ
ョ
ー
が
始
ま
る
と
、
未
だ
疎
ら
で
あ

っ
た
人
た
ち
が
セ
ン
タ
ー
広
場
に
集
ま
り
始
め
、
会
場
は

特
に
子
供
連
れ
の
人
た
ち
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

次
に
、
｢道
｣
ス
テ
ー
ジ
と
題
し
、
ゲ
ス
ト
の
清
水
ア
キ

ラ
さ
ん
が
登
場
。
｢道
｣
に
関
す
る
ク
イ
ズ
や
ト
ー
ク
シ
ョ

ー
な
ど
が
楽
し
く
繰
り
広
げ
ら
れ
、
会
場
は
溢
れ
ん
ば
か

り
の
人
と
な
り
、
盛
り
上
が
り
は
最
高
潮
に
達
し
ま
し
た
。

ま
た
、
文
化
放
送

｢露
木
茂
の
H
O
T
ほ
っ
と
土
曜
ワ
イ

ド
｣
番
組
の
生
中
継
も
行
わ
れ
、
会
場
を
訪
れ
た
人
々
以

外
に
も
広
く

｢道
の
日
｣
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

そ
の
後
、
一
四
時
か
ら
は
、
ガ
ー
デ
ン
ホ
ー
ル
で
行
わ

れ
た

｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
の
模
様
を
モ
ニ
タ
ー

に
て
放
映
し
、
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
会
場
外
の
ガ
ー
デ
ン
プ

レ
イ
ス
を
訪
れ
た

一
般
の
方
々
に
も

｢道
の
日
｣
を
知

っ

て
い
た
だ
く
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
｢道
の
日
｣
特
設
ス
テ
ー
ジ
開
催
中
は
、
｢道
｣

に
関
す
る
歌
の
リ
ク
エ
ス
ト
を
募
集
す
る
｢閃
o
p
二
の
o
b
鱒

リ
ク
エ
ス
ト
コ
ー
ナ
ー
｣
を
常
設
。
リ
ク
エ
ス
ト
曲
は
、

特
設
ス
テ
ー
ジ
で
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
当
日
の
文
化
放

送

｢
み
の
も
ん
た
の
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
を
つ
か
ま
え
ろ
｣

番
組
の
中
で
も
随
時
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
｢道
の
日
｣
実
行
委
員
会
で
は
、
｢道
の
日
｣
を

国
民
の
祝
日
と
す
る
た
め
の
運
動
と
し
て
、
署
名
コ
ー
ナ

ー
を
設
け
、
広
く
署
名
を
集
め
ま
し
た
。

ハ
最
後
に
V

今
年
の
中
央
行
事
は
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
以
外
の
方
々

に
も
広
く

｢道
の
日
｣
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
恵
比

寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
に
お
け
る
屋
外
セ
ン
タ
ー
広
場
の

利
用
、
文
化
放
送
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
、
屋
外
電
光
文
字
広

告
の
活
用
な
ど
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

｢道
の
日
｣
実
行
委
員
会
で
は
、
こ
の
｢道
の
日
｣
中
央

行
事
を
通
じ
、
多
く
の
方
々
に

｢道
の
日
｣
を
知
っ
て
い

た
だ
き
、
ま
た

｢道
の
日
｣
を
契
機
に
、
改
め
て
道
路
の

役
割
･
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
考
え
て
い
ま

す
。

46 道イテセ 99,9



平
成
一
一
年
度

『道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
活
動
報
告

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

官庁街の道路清掃 (中央は倉林道路局次長)

重
要
性
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
道
路
愛
護
の
精
神
を
高

め
る
た
め
、
本
年
度
も
全
国
各
地
で
八
月
一
〇
日
の

｢道

の
日
｣
を
中
心
に
パ
レ
ー
ド
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
道
路
清

掃
な
ど
の
道
に
ち
な
ん
だ
行
事
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
行
事
の
一
環
と
し

て
、
八
月
四
日
困
午
前
八
時
四
五
分
か
ら
九
時
三
〇
分
ま

で
、
建
設
省
道
路
局
、
関
東
地
方
建
設
局
主
催
に
よ
る
｢桜

田
通
り
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦
｣
が
実
施
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
一
般
国
道
一
号

(桜
田
通
り
)
の
警
視
庁
前

道イテセ 99.9 4 7

建
設
省
で
は
、
道
路
の
意
義
･
重
要
性
に
対
す
る
国
民

の
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
毎
年
八
月
を

｢道
路
を
ま

も
る
月
間
｣
と
し
て
お
り
、
運
動
期
間
中
、
道
路
を
常
に

広
く
美
し
く
、
安
全
に
利
用
す
る
気
運
を
高
め
る
た
め
、

地
方
自
治
体
等
の
道
路
管
理
者
と
と
も
に
関
係
機
関
と
協

力
し
て
全
国
各
地
で
各
種
運
動
を
実
施
し
て
い
る
。

本
月
間
は
今
年
で
四
二
回
目
を
迎
え
た
。
そ
の
間
、
建

設
省
を
は
じ
め
と
す
る
各
道
路
管
理
者
は
、
関
係
省
庁
、

関
係
団
体
等
の
協
力
を
得
つ
つ
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
の
幅
広
い
層
に
様
々
な
行
事
を
通
じ
て
、
道
路
整
備
の

必
要
性
や
道
路
の
持
っ
て
い
る
役
割
、
使
い
方
や
道
路
愛

護
等
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
各
種

運
動
を
展
開
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
年
度
も
八
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
の
一
カ
月

間
を

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
と
し
て
、
国
民
生
活
に
欠

か
せ
な
い
道
路
を
良
好
に
保
持
す
る
た
め
、
交
通
安
全
施

設
等
の
点
検
と
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
道
路
の
正
し
い

利
用
の
指
導
と
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
を
図
る
こ
と
と
し

た
。｢道

路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
中
心
行
事
と
し
て
｢道
の
日
｣

(八
月
一
〇
日
)
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
道
路
の
意
義
･

『通路をまもる月間』㈲事緘僑



桜
田
門
交
差
点
か
ら
虎
ノ
門
交
差
点
ま
で
の
約
一
如
の
歩

道
や
緑
地
帯
を
、
沿
道
の
官
庁
や
ビ
ル
な
ど
に
勤
務
さ
れ

て
い
る
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
箒
、
熊
手
等
を
手
に
清
掃
を
行

い
、
快
い
汗
を
流
す
と
と
も
に
通
勤
途
中
の
方
々
に
も
道

路
の
大
切
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

こ
の
他
、
道
路
交
通
の
安
全
確
保
、
道
路
の
正
し
い
利

用
、
道
路
愛
護
等
に
関
し
て
永
年
に
わ
た
り
取
り
組
み
、

そ
の
功
績
が
顕
著
で
あ
っ
た
五
九
団
体
、
二
九
個
人
に
つ

い
て
建
設
大
臣
か
ら
表
彰
し
た
。

さ
ら
に
、道
路
管
理
者
の
み
な
ら
ず
道
路
利
用
者
の
方
々

に
、
生
活
の
向
上
と
経
済
の
発
展
に
結
び
つ
き
を
持
つ
国

民
共
有
の
財
産
で
あ
る
道
路
を
安
全
で
快
適
な
も
の
と
し

て
維
持
し
、
子
孫
に
受
け
継
い
で
い
く
と
い
う
認
識
に
た

っ
て
い
た
だ
く
た
め
に

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標

語
を
広
く
一
般
か
ら
募
集
す
る
な
ど
、
各
種
行
事
を
通
じ

て
、
多
く
の
方
々
に
道
路
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
関
心
と

理
解
を
よ
り
一
層
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
道
路
愛
護

精
神
の
普
及
と
高
揚
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

受賞者のみなさんと審査員

推
進
標
語
は
、
｢道
路
は
国
民
共
有
の
、
つ
ま
り
あ
な
た

の
財
産
、
常
に
広
く
、
美
し
く
、
安
全
に
｣
を
テ
ー
マ
に

募
集
し
た
と
こ
ろ
全
国
か
ら
五
、
二
二
三
点
も
の
応
募
が

あ
り
、
浅
井
新
一
郎

(｢道
の
日
｣
実
行
委
員
会
会
長
)、

陣
内
貴
美
子
(ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ス
タ
ー
)、杉
浦
日
向
子
(江

戸
風
俗
研
究
家
)、
山
田
美
保
子

(放
送
作
家
･
コ
ラ
ム
ニ

ス
ト
)、
渡
辺
文
雄
(俳
優
)
の
各
氏
に
よ
り
審
査
が
行
わ

れ
、
最
優
秀
作
/
建
設
大
臣
賞
一
点
、
優
秀
作
/
建
設
省

道
路
局
長
賞
五
点
が
選
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
八
月
七
日
田
に
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス

(東
京
都
渋
谷
区
)
で
開
催
さ
れ
た

｢道
の
日
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
難
｣
に
お
い
て
、
平
成
=

年
度

｢道
路
を
ま
も

る
月
間
｣
推
進
標
語
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
、
建
設
大
臣

賞
の
柿
本
敏
雄
さ
ん
、
道
路
局
長
賞
の
大
野
猶
一
さ
ん
、

青
田
里
砂
さ
ん
、
藤
森
の
り
さ
ん
、
河
井
一
晃
さ
ん
に
、

大
石
道
路
局
長
か
ら
賞
状
が
、
審
査
員
の
陣
内
貴
美
子
さ

ん
と
山
田
美
保
子
さ
ん
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
副
賞
が
手
渡
さ
れ

た
。
(谷
ロ
定
彦
さ
ん
は
当
日
欠
席
の
た
め
、
後
日
手
渡
さ

れ
た
。)

表
彰
後
、
受
賞
者
の
柿
本
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
、
審
査
員

の
陣
内
さ
ん
と
山
田
さ
ん
の
｢審
査
に
当
た
っ
て
の
総
評
｣

を
以
て
平
成

=
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標

語
表
彰
式
は
幕
を
閉
じ
た
。

な
お
、
選
ば
れ
た
標
語
は
道
路
情
報
板
等
に
掲
示
す
る

ほ
か
、
各
自
治
体
の
広
報
誌
等
に
も
掲
載
さ
れ
、
本
月
間

の
広
報
に
活
用
さ
れ
た
。

多β 道々テセ 99.9

　　
　　

逞
報
をぶれ
,

　
　
　　
　
　

　
　　　
　

　　　　　　　　　

平成= 年度 ｢道路をまもる月間｣ 推進標語表彰式



｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
@『道
の
日
｣関
連
行
事北

海
道
開
発
局

に 優 ｢ 護 道 訪 了 ト

h 嫌鰊蝉ー薊三 よ 勝 ダ 恩 路 れ 後 と
t 閣鯛繁閑A ID ･麓藤 /害入り る し 力 想 の た

剛遼胤h鱒 * - g
M だ ラ た l の 意 人 道 画

、 絵

ト
と
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
の
表
彰
式
が
行
わ
れ
た
。
式
典
終

了
後
、
道
路
管
理
者
代
表
と
ミ
ス
札
幌
に
よ
っ
て
会
場
を

訪
れ
た
人
々
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ノ
ベ
ル
テ
ィ
を
配
布
し
、

道
路
の
意
義
･
重
要
性
、
道
路
の
正
し
い
利
用
、
道
路
愛

護
思
想
の
啓
蒙
を
行
っ
た
。
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
で
は
、

｢ダ
カ
ー
ル
･
ア
ガ
デ
ス
･
ダ
カ
ー
ル
ラ
リ
ー
｣
で
総
合

優
勝
し
た
国
際
ラ
リ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
の
篠
塚
建
次
郎
さ
ん

に
よ
る
ラ
リ
ー
体
験
談
や
北
海
道
の
道
路
に
つ
い
て
の
ト

*

繊

-饑、職
臘
閼繊
麗
繊
麗
翻
然"
講
鮴

概

緘
｢道の日｣ 絵画コンクール表彰式

北
海
道
開
発
局
で
は
今
年
度
も
、
八
月
の

｢道
路
を
ま

も
る
月
間
｣
及
び
八
月
一
〇
日
の

｢道
の
日
｣
の
趣
旨
に

そ
っ
て
、
道
路
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
会

(北
海
道

開
発
局
、
北
海
道
、
札
幌
市
、
日
本
道
路
公
団
北
海
道
支

社
)
を
組
織
し
、
各
種
協
賛
団
体
の
協
力
を
得
て
、
多
彩

な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
。
ま
た
、
旭
川
市
や
帯
広
市
な

ど
の
道
内
各
地
に
お
い
て
も
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
北

海
道
開
発
局
開
発
建
設
部
、
北
海
道
土
木
現
業
所
及
び
各

市
町
村
等
の
道
路
管
理
者
が
協
賛
し
て
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

や
街
頭
P
R
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
催
し
た
。

99
H
O
K
K
A
I
D
0
道
路
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

メ
イ
ン
会
場
で
あ
る
札
幌
市
に
お
い
て
は
、
八
月
八
日

㈲
に
札
幌
市
内
中
心
部
に
あ
る
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
ス
ペ

ー
ス
｢
サ
ッ
ポ
ロ
フ
ァ
ク
ト
リ
i
｣
を
会
場
と
し
て
、
『
99

H
O
K
K
A
I
D
O
道
路
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
』
(メ
イ
ン
テ

ー
マ
｢北
の
道
再
発
見
｣)
を
開
催
し
た
。
当
日
は
、
サ
ッ

ポ
ロ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
の
ア
ト
リ
ウ
ム
に
あ
る
ス
テ
ー
ジ
に

お
い
て
、
記
念
式
典
が
行
わ
れ
、
実
行
委
員
長

(北
海
道

開
発
局
平
野
道
夫
建
設
部
長
)
の
挨
拶
の
後
、
道
内
各
地

か
ら
多
数
応
募
の
あ

っ
た

｢道
の
日
｣
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス

ー
ク
シ
ョ
ー
、
じ
や
ら
ん
副
編
集
長
ヒ
ロ
中
田
さ
ん
に
よ

る

｢旅

･
風
景
人
気

コ
ン
テ
ス
ト
十
ト
ー
ク
｣
の
ほ
か
、

｢F
M

A
I
R
-
G
特
別
番
組
｣
の
公
開
録
音
が
現
在

若
者
に
絶
大
な
人
気
の
あ
る
歌
手
岡
本
真
夜
さ
ん
を
ゲ
ス

ト
に
迎
え
行
わ
れ
た
。
岡
本
真
夜
さ
ん
か
ら
は
ニ
ュ
ー
ア

ル
バ
ム
の
話
題
や
彼
女
自
身
の
北
海
道
に
ま
つ
わ
る
想
い

出
な
ど
が
語
ら
れ
、
楽
し
い
ト
ー
ク
タ
イ
ム
に
多
く
の
若

者
達
が
聞
き
入
り
、
終
始
会
場
は
和
や
か
な
雰
囲
気
に
包

ま
れ
た
。
ま
た
、
会
場
内
の
･一
角
に
は
｢旅
｣
と
｢風
景
｣

を
テ
ー
マ
に
し
て
道
の
役
割
や
大
切
さ
を
伝
え
る

｢北
海

道
の
道
路
パ
ネ
ル
展
｣
、
｢道
の
日
｣
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
･

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
入
選
作
品
展
示
コ
ー
ナ
ー
な
ど
が
設
け

ら
れ
、
賑
わ
い
を
見
せ
た
。

｢F M A IR - G 特別番組｣ 公開録音

歌手岡本真夜さんを迎え賑わう会場

道々テセ 99,9 49



ま
た
、
H
O
K
K
A
I
D
O
道
路
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
シ

ン
ボ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
『M
r
.
D
O
』
(ミ
ス
タ

ー
･
ド
ゥ
)
が
今
年
も
大
活
躍
し
、
沢
山
の
人
々
特
に
子

供
達
に
囲
ま
れ

｢み
ち
の
大
切
さ
｣
を
ぬ
い
ぐ
る
み
の
か

ら
だ
全
体
で
訴
え
か
け
て
い
た
。

今
年
の
北
海
道
は
、
例
年
に
な
い
暑
い
日
が
続
い
て
お

り
、
当
日
も
三
〇
度
を
超
え
る
暑
さ
の
中
、
会
場
に
涼
し

さ
を
求
め
に
や
っ
て
来
た
人
々
も
多
く
見
受
け
ら
れ
た
が
、

盛
り
上
が
る
会
場
の
熱
気
に
汗
を
流
し
て
い
た
。
こ
う
し

て
多
く
の
来
場
者
を
迎
え
、
イ
ベ
ン
ト
は
大
盛
況
の
う
ち

に
終
了
し
た
。

そ
の
他
の
イ
ベ
ン
ト

札
幌
市
以
外
の
会
場
で
は
、
帯
広
市
の
帯
広
中
央
公
園

北
側
広
場
を
主
会
場
と
し
て
、
八
月
一
〇
日
に

『"
道
の

日

道
路
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
』
舎
帯
広
開
発
建
設
部
、
帯
広

土
木
現
業
所
、
帯
広
市
、
日
本
道
路
公
団
帯
広
工
事
事
務

所
)
が
開
催
さ
れ
た
。
実
行
委
員
長
の
挨
拶
の
後
、
開
会

宣
言
そ
れ
に
併
せ
る
よ
う
に
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
て
イ

ベ
ン
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

｢道
の
ふ
れ
あ
い
広
場
｣
と
称
し
た
イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

に
は
、
ふ
れ
あ
い
縁
日
が
設
け
ら
れ
た
ほ
か
、
道
路
維
持

用
機
械
及
び
災
害
対
策
車
が
展
示
さ
れ
、
道
路
標
識
当
ク

イ
ズ
、
ゲ
ー
ム
大
会
、
道
路
維
持
用
機
械
及
び
災
害
対
策

車
の
体
験
試
乗
が
行
わ
れ
た
。
別
会
場
の
藤
丸
デ
パ
ー
ト

前
な
ど
で
は
、
道
路
愛
護
思
想
の
啓
蒙
に
努
め
る
た
め
道

路
管
理
者
と
十
勝
青
空
レ
デ
ィ
に
よ
る
街
頭
啓
発
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
も
実
施
さ
れ
た
。
会
場
で
は
夏
休
み
の
子
供
達
や

家
族
連
れ
で
賑
わ
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
満
喫
し

た
様
子
で
あ
っ
た
。
特
に
道
路
維
持
用
機
械
及
び
災
害
対

策
車
の
展
示
･
試
乗
は
盛
況
で
あ
り
、
道
路
管
理
者
の
仕

事
を
理
解
し
て
も
ら
う
試
み
は
達
成
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。

そ
の
他
に
も
、
道
内
各
地
の

｢道
の
駅
｣
や
市
町
村
街

頭
で
の
P
R
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

(五
○
箇
所
以
上
)、
｢道
路

維
持
用
機
械
の
試
乗
及
び
見
学
会
｣、
｢道
路
工
事
現
場
見

学
会
｣、
｢建
設
機
械
写
生
会
｣が
行
わ
れ
、
｢北
海
道
の
道

路
パ
ネ
ル
展
｣
な
ど
も
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
P
R
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
な
ど
の
際
に
は
道
路
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

も
実
施
し
て
お
り
、
幅
広
い
意
見
等
を
聞
け
る
方
法
と
し

て
来
年
以
降
も
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

今
年
も
、
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
多
く
の
方
々
に
参
加

し
て
い
た
だ
き
、
改
め
て
道
路
に
つ
い
て
関
心
を
も

っ
て

い
た
だ
け
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
ほ
か

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
期
間
中
に
は
、

道
路
情
報
板
及
び
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
等
に
よ
る
広
報
、

道
路
功
労
者
に
対
す
る
北
海
道
開
発
局
長
表
彰
、
道
路
占

用
物
件
の
適
正
化
指
導
、
道
路
清
掃
、
特
殊
車
両
の
現
地

指
導
取
締
等
を
行
い
、
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
に
努
め
る

と
と
も
に
、
道
路
の
正
し
い
利
用
を
訴
え
た
。

最
後
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て
、
道
内
各
地
の

実
行
委
員
会
、
各
協
賛
団
体
の
方
々
に
厚
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
と
も

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣

及
び

｢道
の
日
｣
の
充
実
を
図
り
、
広
く
一
般
の
方
々
に

道
路
の
正
し
い
利
用
、
道
路
の
重
要
性
、
道
路
整
備
の
必

要
性
等
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
P
R
を
行
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

道
路
フ
ェ
ア
“

東
北
地
方
建
設
局
で
は
、
八
月
の

｢道
路
を
ま
も
る
月

間
｣
及
び
八
月
一
〇
日
の

｢道
の
日
｣
の
趣
旨
に
そ
い
、

道
路
愛
護
の
精
神
を
高
め
る
べ
く
本
局
を
は
じ
め
と
し
て

管
内
の
各
事
務
所
で
種
々
の
行
事
を
実
施
し
た
。
簡
単
に

主
な
も
の
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

東
北
地
方
建
設
局

青
森
…

｢道
路
パ
ネ
ル
展
｣

(青
森
工
事
事
務
所
)

“

岩
手
…
｢道
の
日
m
宮
古
｣

麗

(三
陸
国
道
工
事
事
務
所
)

道

秋
田
…

｢
ロ
ー
ド
フ
ェ
ア
あ
き
た
“
｣

"

　

　
　

(秋
田
工
事
事
務
所
)



山
形
"
｢道
路
ふ
れ
あ
い
広
場
｣

(山
形
工
事
事
務
所
)

福
島
"
｢道
路
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
｣(福

島
工
事
事
務
所
)

｢
マ
リ
ン
ロ
ー
ド
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
“
｣

(磐
城
国
道
工
事
事
務
所
)

宮
城
県
内
で
は
、
七
月
三
一
日
田
-
八
月
一
日
㈲
の
二

日
間
、
道
路
を
ま
も
る
月
間
行
事
実
行
委
員
会

(東
北
地

方
建
設
局
、
仙
台
工
事
事
務
所
、
東
北
幹
線
道
路
調
査
事

務
所
、
宮
城
県
、
仙
台
市
、
日
本
道
路
公
団
東
北
支
社
、

宮
城
県
道
路
公
社
)
主
催
の
｢道
路
フ
ェ
ア
99
｣を
仙
台
市

青
葉
区
の
勾
当
台
公
園
市
民
の
広
場
に
お
い
て
開
催
し
た
。

初
日
に
は
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
を
行
い
、
東
北

地
建
田
崎
局
長
の
挨
拶
、
主
催
者
に
よ
る
テ
ー
プ
カ
ッ
ト

に
引
き
続
き
、
仙
台
市
内
の
小
学
生
の
応
募
に
よ
る

｢道

路
の
絵
画
展
｣及
び
東
北
地
方
の
道
路
を
対
象
と
し
た
｢東

北
地
方
道
路
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
｣
の
入
賞
者
の
表
彰
式
を

行
っ
た
。
今
年
の
絵
画
展
に
は
、
四
、
六
七
二
点
、
写
真

コ
ン
テ
ス
ト
に
は
、
三
、
二

一
四
点
も
の
応
募
が
あ
り
、

毎
年
多
数
の
応
募
作
品
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
に
対
す

る
関
心
の
高
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
｢道
路

を
ま
も
る
月
間
｣
、
｢道
の
日
｣
、
｢道
路
フ
ェ
ア
｣
を
P
R

す
る
た
め
市
内
の
商
店
街
を
中
心
に
街
頭
パ
レ
ー
ド
を
行

っ
た
。

今
年
は
、
｢人
と
道
路
が
主
役
で
す
。｣
を
テ
ー
マ
に
お

互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
い
こ
う
と
い
う

こ
と
で
、
会
場
の
メ
イ
ン
と
な
る
テ
ー
マ
ゾ
ー
ン
内
に
道

路
に
つ
い
て
気
軽
に
立
ち
止
ま
り
話
が
で
き
る
よ
う

｢道

路
も
の
し
り
コ
ー
ナ
ー
｣
を
設
置

(職
員
を
配
置
)
し
、

道
路
に
つ
い
て
少
し
で
も
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
よ
う
努

め
た
。
そ
の
他
、
絵
画
展
及
び
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞

作
品
の
展
示
の
他
、
I
T
S
(高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
)、

視
覚
障
害
者
誘
導
シ
ス
テ
ム
、
道
の
駅
等
の
パ
ネ
ル
や
模

型
等
の
展
示
、
ビ
デ
オ
上
映
を
行
っ
た
。
ま
た
、
｢こ
れ
か

ら
の
歩
道
空
間
モ
デ
ル
｣
で
の
車
椅
子
に
よ
る
段
差
体
験

や
自
動
車
の
模
型
を
交
通
法
規
に
則
り
自
ら
運
転
す
る
｢
マ

イ
カ
ー
ド
ラ
イ
ブ
体
験
装
置
｣
等
の
参
加
型
の
展
示
に
は

多
く
の
来
場
者
が
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
。
他
に
働
く

車
輌
展
示
･
体
験
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
高
所
作
業
車
、
除
雪

車
、
パ
ト
カ
ー
、
白
バ
イ
等
を
間
近
で
見
た
り
、
体
験
試

乗
す
る
た
め
に
順
番
待
ち
を
す
る
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
。

土
･
日
曜
の
開
催
と
い
う
こ
と
も
あ
り
親
子
連
れ
に
楽

し
ん
で
も
ら
お
う
と
こ
っ
ち
だ
ヨ
ウ
平
を
エ
ア
ー
ト
ラ
ン

ポ
リ
ン
に
し
た

｢
ふ
わ
ふ
わ
ヨ
ウ
平
｣
や
な
つ
か
し
い
道

を
再
現
す
る
｢な
つ
か
し
の
道
ゾ
ー
ン
｣、
道
路
に
関
す
る

工
作
等
を
親
子
で
体
験
で
き
る
｢手
作
り
工
房
コ
ー
ナ
ー
｣

等
を
設
け
た
。
会
場
内
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
女
優
と
し
て
活

躍
さ
れ
て
い
る

｢香
坂
み
ゆ
き
｣
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
、
そ
し

て
ア
ニ
メ

｢ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
｣
の
主
人
公

｢サ
ト

シ
｣
役
や
主
題
歌
で
お
な
じ
み
の
｢松
本
梨
香
｣
ト
ー
ク
&

ラ
イ
ブ
シ
ョ
ー
で
は
、
道
路
に
関
し
た
話
題
を
織
り
交
ぜ

道行セ 99.9 5ノ



な
が
ら
お
話
し
て
い
た
だ
く
な
ど
来
場
者
に
は
好
評
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
東
北
大
学
等
で
英
語
講
師
を
行
い
な
が
ら

幅
広
い
分
野
で
イ
ベ
ン
ト
等
に
出
演
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
ー

ス
ウ
イ
ッ
ト
レ
ッ
ト
氏
に
よ
る

｢
ワ
ー
ル
ド
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
｣
、
｢き
ぐ
る
み
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
シ
ョ
ー
｣
は
、

子
供
達
の
人
気
を
博
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
も
っ
と
道
路

に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う
方
に
、
｢道
路
資
料
館
｣ま
で

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
連
行
。
館
内
の
施
設
を
見
学
す
る
こ
と

に
よ
り
、
道
路
へ
の
関
心
を
深
め
て
も
ら
っ
た
。

当
日
は
三
〇
度
を
超
え
る
炎
天
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
二

日
間
で
約
二
六
、
○
○
0
人
の
入
場
者
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
盛
況
の
内
に
閉
幕
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
東
北
地
建
管
内
各
地
に
お
い
て
、
幅
広

い
年
齢
層
の
地
域
の
方
々
の
参
加
を
対
象
に
多
数
の
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
･
｢道
の
日
｣

の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
道
路
愛
護
思

想
の
普
及
を
図
る
こ
と
が
で
き
、
今
後
と
も
こ
う
し
た
参

加
型
の
イ
ベ
ン
ト
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　 　 　
、＼、き

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

プイ
.

-フ　
　　ト

r

び
い
ち
ご
"
に
よ
る
｢
お
笑
い
ラ
イ
ブ
｣
、
人
気
ア
ニ
メ
｢
こ

ち
亀
｣
の
｢キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
｣
、
多
彩
な
ゲ
ス
ト
を

迎
え
て
の
｢道
の
日
ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
｣、
協
賛
各
社
に
よ
る

ク
イ
ズ
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
等
が
行
わ
れ
た
。
｢ト
ー
ク
ラ
イ

ブ
｣
で
は
、
野
球
解
説
者
の
大
沢
啓
二
さ
ん
、
元
ノ
ル
デ

ィ
ッ
ク
複
合
日
本
代
表
の
萩
原
次
晴
さ
ん
、
タ
レ
ン
ト
の

ヒ
ロ
コ
･
グ
レ
ー
ス
さ
ん
な
ど
様
々
な
分
野
で
活
躍
さ
れ

て
い
る
方
々
に
、
今
ま
で
の
道
づ
く
り
や
今
後
の
道
路
に

期
待
す
る
こ
と
等
を
語
っ
て
い
た
だ
き
、
会
場
は
大
い
に

盛
り
上
が
っ
た
。

ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
当
日
に
は
、
会
場
の
各
ブ
ー
ス
に
お

い
て
チ
ラ
シ
･
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
を
行

っ
た
。
イ

ベ
ン
ト
に
は
約
三
、
0
0
0
名
の
皆
さ
ん
に
参
加
し
て
い
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『道
路
を
ま
も
る
月
間
』
÷
道
の
日
』
の
取
り
組
み

関
東
地
方
建
設
局

日
側
は
東
京
駅
で
、
八
月
六
日
釜
は
池
袋
サ
ン
シ
ャ
イ
ン

シ
テ
ィ
噴
水
広
場
に
お
い
て
開
催
し
た
。

東
京
駅
で
は
、
丸
の
内
北
ロ
ホ
ー
ル
に
道
路
事
業
に
関

す
る
パ
ネ
ル
の
展
示
を
行
い
、
ま
た
ス
テ
ー
ジ
上
に
お
い

て
は
、
東
京
芸
術
大
学
音
楽
部
の

｢弦
楽
四
重
奏
｣
に
よ

る
道
に
関
す
る
曲
の
演
奏
会
、人
気
お
笑
い
コ
ン
ビ
の
"ビ

ビ

る
“

に
よ
る

｢道
の
日
コ
ン
ト
｣
等
が
行
わ
れ
た
。
美

し
い
演
奏
や
楽
し
い
コ
ン
ト
に
、
多
く
の
東
京
駅
を
利
用

さ
れ
て
い
る
方
々
が
足
を
止
め
て
い
た
。

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
噴
水
広
場
で
は
、
協
賛
団
体
企
業
の
J

H
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
N
T
T
東
日
本
㈱
、
東
京
電

力
㈱
、
東
京
ガ
ス
㈱
の
協
力
を
得
て
、
お
笑
い
コ
ン
ビ
"

へ

関
東
地
方
建
設
局
で
は
、
毎
年
八
月
の

｢道
路
を
ま
も

る
月
間
｣、
八
月
一
〇
日
の
｢道
の
日
｣
の
制
定
趣
旨
を
踏

ま
え
、
広
く
道
路
の
愛
護
精
神
を
高
め
、
道
路
事
業
に
対

す
る
理
解
を
得
て
も
ら
う
た
め
、
本
局
は
じ
め
管
内
の
各

事
務
所
に
お
い
て
、地
方
公
共
団
体
等
の
協
力
を
得
て
様
々

な
取
り
組
み
を
実
施
し
た
。
以
下
に
そ
の
主
な
も
の
を
紹

介
し
た
い
。

関
東
道
路
フ
ェ
ア
鯛

今
年
の

｢関
東
道
路
フ
ェ
ア
“

-
ハ
ー
ト
フ
ル
ロ
ー

ド
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
…
｣
は
、
｢
い
っ
し
ょ
に
“
み
ち
“

の
声
を
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
?
｣
を
テ
ー
マ
に
、
八
月
二



た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
特
に
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
噴
水
広
場
で

は
お
子
さ
ん
か
ら
大
人
ま
で
広
く
集
ま
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
た
。
道
路
を
利
用
す
る
多
く
の
方
々
に
、
道
路

の
役
割
や
重
要
性
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
機
会
を
提
供
で

き
た
と
考
え
て
い
る
。

道
の
あ
る
風
景
写
真
コ
ン
ク
ー
ル

八
月
一
〇
日
か
ら
八
月
二
〇
日
ま
で
北
の
丸
公
園
の
科

学
技
術
館
に
お
い
て
、
第
一
二
回

｢道
の
あ
る
風
景
写
真

コ
ン
ク
ー
ル
｣
の
入
選
作
品
の
写
真
展
が
開
催
さ
れ
た
。

本
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
小
中
高
校
生
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な

観
点
、
目
で
と
ら
え
た

｢道
｣
の
写
真
撮
影
を
通
し
て
、

ま
た
、
一
般
の
方
々
は
入
選
作
品
を
鑑
賞
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
り
、
｢道
路
の
果
た
す
役
割
、
大
切
さ
、
正
し
い

利
用
｣
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
実
施
し
て
い
る
。
三
、
五
〇
〇
点
に
も
及
ぶ
多
く
の
応

募
作
品
が
寄
せ
ら
れ
、
写
真
展
に
は
約
二
0
、
0
0
0
人

の
方
々
に
鑑
賞
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
写
真
コ
ン
ク
ー

ル
を
通
じ
て
、
多
く
の
人
た
ち
に
道
路
愛
護
思
想
の
普
及

を
図
る
こ
と
が
で
き
た
と
確
信
し
て
い
る
。

官
庁
街
清
掃

八
月
四
日
に

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の

｢官
庁
街
道

路
清
掃
｣
を
実
施
し
た
。
本
道
路
清
掃
は
、
主
要
官
庁
の

あ
る
霞
ヶ
関
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、各
省
庁
･

民
間
ビ
ル
の
方
々
四
六
八
名
が
参
加
し
、
霞
ヶ
関
の
国
道

一
号

(桜
田
通
り
)
及
び
都
･
区
道
の
歩
道
清
掃
を
行
っ

た
。
当
日
は
早
朝
か
ら
歩
道
清
掃
を
実
施
し
、
約
一
時
間

で
歩
道
･
植
樹
帯
が
き
れ
い
に
な
っ
た
。
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『道
路
を
ま
も
る
月
間
｣行
事
報
告

北
陸
地
方
建
設
局

北
陸
地
方
建
設
局
管
内
の
各
事
務
所
で
は
、
｢道
路
を
ま

も
る
月
間
｣
行
事
の
一
環
と
し
て
、
道
路
の
正
し
い
利
用

の
啓
発
と
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
各
地
域
の
特
性
を
活
か
し
な
が
ら
多
彩
な
イ
ベ
ン

ト
を
実
施
し
た
。

以
下
に
各
地
で
行
わ
れ
た
主
な
イ
ベ
ン
ト
の
模
様
を
紹

介
し
た
い
。

写真展示会の様子

鍵
に
い
が
た
道
路
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

(八
月
五
日
内
新
潟
市
万
代
シ
テ
ィ
通
り
)

会
場
中
央
の
お
祭
り
広
場
で
は
、
県
警
音
楽
隊
と
カ
ラ

L
ガ
ー
ド
に
よ
る
パ
レ
ー
ド
と
演
奏
、
バ
ル
ー
ン
･
ア
i

ト

･
シ
ョ
ウ
、
交
通
安
全
紙
芝
居
、
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド

'99にいがた道路フェスティバル
市内の小学生による万代太鼓演奏



が
行
わ
れ
、
地
元
小
学
生
に
よ
る

｢万
代
太
鼓
｣
に
は
、

多
く
の
人
が
足
を
止
め
演
奏
を
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。

各
イ
ベ
ン
ト
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
道
路
愛
護
ポ
ス
タ
ー
の

展
示
を
は
じ
め
、
リ
フ
ト
車
等
を
展
示
し
た
自
動
車
コ
ー

ナ
ー
、
普
段
で
は
で
き
な
い
道
路
上
で
の
落
書
き
コ
ー
ナ

ー
な
ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
た
。

昨
年
は
、
新
潟
市
を
襲
っ
た
記
録
的
な
集
中
豪
雨
の
影

響
で
残
念
な
が
ら
中
止
と
な
っ
た
が
、
今
年
は
晴
天
に
恵

ま
れ
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
待
ち
望
ん
で
い
た
市
民
等
約

二
万
人
の
参
加
が
あ
り
、
盛
況
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

長
岡
ま
つ
り

わ
ん
ぱ
く
お
祭
り
広
場
｢道
の
コ
ー
ナ
ー
｣

(八
月
三
日
閃
長
岡
駅
前
大
手
通
り
)

当
イ
ベ
ン
ト
は
、｢長
岡
ま
つ
り

わ
ん
ぱ
く
お
祭
り
広

場
｣
に
道
路
管
理
者
グ
ル
ー
プ

(建
設
省
、
日
本
道
路
公

団
、
新
潟
県
、
長
岡
市
)
と
し
て

｢道
の
コ
ー
ナ
ー
｣
を

出
展
し
て
広
報
活
動
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
｢道

の
コ
ー
ナ
ー
｣
“で
は
、
プ
ー
ル
を
使

っ
た
ク
イ
ズ
ゲ
ー
ム
、

メ
ル
ヘ
ン
号

(山
車
)
と
記
念
撮
影
、
除
雪
車
の
展
示
、

P
R
用
品
の
配
布
コ
ー
ナ
ー
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
楽
し
め
る

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
同
時
に

続
々
と
子
供
た
ち
や
家
族
連
れ
が
訪
れ
、
ど
の
コ
ー
ナ
ー

も
子
供
た
ち
の
楽
し
く
弾
ん
だ
声
で
活
気
が
あ
ふ
れ
、
イ

ベ
ン
ト
終
了
ま
で
多
数
の
参
加
者
で
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

道
と
あ
そ
ぼ
う
･
ど
う
ろ
ば
ー
く

(八
月
一
〇
日
閃
上
越
観
光
物
産
セ
ン
タ
ー
)

遊
び
の
中
で
道
路
に
親
し
み
を
持
っ
て
も
ら
お
う
と
い

う
ね
ら
い
で
、
色
々
楽
し
め
る
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
、

多
く
の
子
供
た
ち
や
家
族
連
れ
で
賑
わ
っ
た
。

今
年
か
ら
始
め
た

｢く
じ
弓
き
コ
ー
ナ
ー
｣
は
、
朝
か

ら
長
蛇
の
列
が
出
来
る
ほ
ど
の
盛
況
で
、
時
間
調
整
の
た

め
の
一
時
閉
店
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
苦
労
し
た
。恒
例
の
｢
ミ

ニ
四
駆
コ
ー
ナ
ー
｣
は
、
ま
だ
ま
だ
根
強
い
人
気
が
あ
る

よ
う
で
、
今
年
は
昨
年
に
比
べ
参
加
者
が
盛
り
返
し
、
子

供
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
慢
の
車
の
調
整
･
試
運
転
を
し
た

後
、
い
よ
い
よ
タ
イ
ム
レ
ー
ス
に
な
る
と
な
か
な
か
ス
ピ

ー
ド
が
出
な
い
車
、
逆
に
ス
ピ
ー
ド
が
出
過
ぎ
て
ス
ピ
ン

し
た
り
、
コ
ー
ス
ア
ウ
ト
し
て
し
ま

っ
て
な
か
な
か
う
ま

く
い
か
な
い
車
等
々
、
ス
ピ
ー
ド
あ
り
ハ
プ
ニ
ン
グ
あ
り

で
観
客
も
一
緒
に
楽
し
め
る
コ
ー
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の

他
の
コ
ー
ナ
ー
も
盛
況
で
、
子
供
達
に
も
大
人
達
に
も
賑

や
か
に
十
分
楽
し
み
道
路
に
つ
い
て
学
ん
で
も
ら
え
た
も

の
と
思

っ
て
い
る
o

脚
出
会
い
ふ
れ
あ
い
の
道
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

(八
月
一
〇
日
関
J
R
富
山
駅
前
)

午
前
中
の
式
典
で
は
、
道
路
功
労
者
や
道
路
愛
護
団
体

等
の
表
彰
、
｢お
も
し
ろ
ア
イ
デ
ア
道
路
標
識
コ
ン
テ
ス
ト
｣

入
賞
作
品
の
表
彰
、
同
展
示
会
開
催
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
等

が
行
わ
れ
た
。
午
後
は
、
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
等
で
構
成
す
る

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
レ
!
ド
で
幕
を
開
け
、
園
児
を
対
象
に

し
た
婦
警
さ
ん
に
よ
る
交
通
安
全
腹
話
術
、
白
バ
イ
の
体

験
乗
車
、
大
道
芸
、
ぬ
い
ぐ
る
み
と
ジ
ャ
ン
ケ
ン
な
ど
楽

し
い
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
、
会
場
は
多

く
の
子
供
た
ち
や
家
族
連
れ
で
賑
わ
っ
た
。

更
に
、
各
企
業

コ
ー
ナ
ー
に
よ
る
展
示
や
、
ぬ
い
ぐ
る

み
を
着
た
ス
タ
ッ
フ
等
が
、
行
き
交
う
人
々
に
風
船
や
P

R
グ
ッ
ズ
な
ど
を
配
布
し
、
｢道
の
日
｣
の
意
義
と
道
路
愛

護
に
つ
い
て
呼
び
か
け
を
行
っ
た
。
大
勢
の
人
が
足
を
止

め
、
興
味
深
く
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
と
て
も
有
意
義
な

一
日
と
な
っ
た
。

道
路
ま
つ
り
｢歩
行
者
天
国
｣

(八
月
一
日
同
金
沢
市
香
林
坊
-
片
町
)

今
回
で
一
三
回
目
を
数
え
る
こ
の
道
路
ま
つ
り
は
、｢石

川
の
夏
ま
つ
り
｣
と
し
て
地
元
に
定
着
し
た
行
事
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
観
光
地
金
沢
の
中
心
街
で
の
催
し
と
あ

っ
て
県
外
か
ら
の
参
加
者
も
多
く
、
ま
つ
り
に
参
加
し
た

人
た
ち
は
、
猛
暑
の
中
、
勇
壮
な
太
鼓
の
音
と
と
も
に
路

上
を
練
り
歩
く

｢能
登
き
り
こ
｣
や
、
和
太
鼓
に
よ
る
迫

力
満
点
の
演
奏
を
楽
し
ん
だ
り
、
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
さ
れ
、
歩
行
者
天
国
は
午
後
七
時
三
〇
分
の
終
幕
ま
で

若
者
や
家
族
連
れ
で
賑
わ
っ
た
。

ベイ ー置タキヤ Qq q

お
わ
り
に

こ
の
夏
の
北
陸
地
方
は
、
記
録
的
な
集
中
豪
雨
に
見
舞



わ
れ
た
昨
年
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
近
年
希
な
猛
暑
で

ぁ
つ
た
た
め
･

イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
た
ス
タ
ッ
フ
も
参
加

『道
路
を
ま
も
る
月
間
｣中
部
か
ら
の
報
告

者
も
全
員
汗
ま
み
れ
に
な
っ
て
イ
ベ
ン
ト
を
盛
り
上
げ
て

い
た
。

こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
に
た
く
さ
ん
の
市
民
の
方
々
、
と

り
わ
け
子
供
た
ち
の
多
数
の
参
加
を
得
て
、
大
切
な
道
路

の
重
要
性
や
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と

は
大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
道
路
管
理
者
と
し
て
、

未
来
を
担
う
子
供
達
に
道
路
愛
護
の
精
神
を
少
な
か
ら
ず

伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
最
大
の
収
穫
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　

　

中
部
地
方
建
設
局

ャ行　

し
、
約
一
、
0
0
0
名
の
方
々
が
来
場
し
た
。

会
場
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
一
三
時
か
ら
プ
レ
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
の

｢
み
ち
フ
ェ
ス
バ
ン
ド
ラ
イ
ブ
｣
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
、
中
部
地
建
の
職
員
で
構
成
し
て
い
る
ロ
ッ
ク
バ
ン

ド

｢
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
｣
の
生
バ
ン
ド
演
奏
と
高
校

生
三
人
娘
の
ヴ
ォ
ー
カ
ル
グ
ル
ー
プ

｢ド
リ
ー
ム
｣
に
よ

る
歌
と
踊
り
を
満
喫
し
て
も
ら
っ
た
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ

レ
モ
ニ
ー
で
は
、
路
政
調
整
官
に
よ
る
主
催
者
の
挨
拶
、

　　　 　　　　 　　　　　　　 　 　 　 　 　
囃掴鰯圓 蘂藝フ髯ス学者バグ捗 る 0

｢ バ て ィ か 場
主 オ ド ン い ブ ら し
催 1 リ ド る ｣ プ た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中部地建職員で構成されている
｢コンストラクション｣

は
じ
め
に

中
部
地
方
建
設
局
で
は
、
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
、
高

揚
を
図
る
た
め
、
毎
年

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
を
管
内

の
各
県
、
市
町
村
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
道
路
美
化
活
動

等
の
様
々
な
催
し
を
行
い
、
多
く
の
方
々
の
参
加
を
得
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
催
し
の
中
か
ら

｢
み
ち
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
｣

｢青
葉
ロ
ー
ド
パ
ー
ク
｣
、
｢
マ
ナ
ー
ロ
ー
ド
み
え
99
｣
、
｢道

フ
ェ
ス
タ
岐
阜
｣
、
｢自
由
研
究
お
助
け
隊
｣
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
た
い
。

第
一
三
回

｢み
ち
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
｣中

部
地
方
建
設
局

八
月
七
日
田
名
古
屋
市
中
区
栄
の
久
屋
大
通
り
公
園

(久
屋
広
場
)
に
お
い
て
、
名
古
屋
地
区
道
路
を
ま
も
る

月
間
実
行
委
員
会

(建
設
省
、
愛
知
県
、
名
古
屋
市
、
日

本
道
路
公
団
、
愛
知
県
道
路
公
社
、
名
古
屋
高
速
道
路
公

社
、
中
部
建
設
協
会
)
の
主
催
に
よ
り
、
第
一
三
回

｢み

ち
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
｣
を
開
催
し
た
。

当
日
は
天
候
も
良
く
、
一
三
時
か
ら
一
七
時
三
〇
分
ま

で
の
四
時
間
三
〇
分
に
わ
た
り
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催

翁



愛
知
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
所
属
ト
ラ
ン
コ
ム
㈱
の
小
林
さ
ん

に
よ
る

｢
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ロ
ー
ド
宣
言
｣
を
行

っ
て
も
ら

い
、
道
路
の
大
切
さ
、
道
路
整
備
の
必
要
性
を
呼
び
か
け

た
。一

方
、
会
場
内
で
は
、
｢道
の
駅
｣、
｢私
た
ち
の

『道
』

写
真
展
｣、
｢伊
勢
湾
台
風
か
ら
40
年
｣
の
パ
ネ
ル
展
示
、

協
賛
企
業
等
に
よ
る
各
種
ゲ
ー
ム
大
会
、
建
設
機
械
や
道

路
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
の
体
験
乗
車
な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
た

“
み
ち
“
に
関
す
る
催
し
を
行
い
、
来
場
の
皆
さ
ん
に
｢
み

ち
｣
に
つ
い
て
の
認
識
と
理
解
を
、
楽
し
み
な
が
ら
深
め

て
い
た
だ
い
た
。

建
設
省
の
ブ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
小
学
校
高
学
年
を
対

象
と
す
る

｢ボ
ー
ル
紙
で
つ
く
る
橋

(ペ
ー
パ
ー
ブ
リ
ッ

ジ
)
コ
ン
テ
ス
ト
｣
の
募
集
を
行
い
、
約
八
〇
名
の
児
童

に
素
材

(ボ
ー
ル
紙
と
接
着
剤
)
と
応
募
用
紙
等
を
配
布

し
た
。

ま
た
、
第

一
回
か
ら
実
施
し
て
い
る
恒
例
の
シ
テ
ィ
ー

ウ
ォ
ー
ク
で
は
、
｢
み
ん
な
で
快
適
な

『
み
ち
』
を
考
え
、

つ
く
り
ま
し
ょ
う
｣
を
合
い
言
葉
に
、
約
二

･
三
如
の
コ

ー
ス
を

｢
ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
｣
と
し
て
実
施
し
、

約
七
〇
〇
名
の
参
加
者
が

｢
一
日
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
員
｣

と
し
て
歩
道
の
空
き
缶
や
ゴ
ミ
を
拾
い

(収
集
量
約
一
ト

ン
)、｢道
路
を
常
に
広
く
美
し
く
｣
の
気
運
を
ア
ピ
ー
ル
し

た
。こ

の
よ
う
に
、
今
年
も
暑
さ
の
中
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ

た
が
、
子
供
か
ら
若
者
、
年
輩
者
ま
で
含
め
約
一
、
0
0

0
名
の
来
場
者
が
あ
り
、
無
事
終
了
で
き
た
の
も
ご
協
力

戴
い
た
協
賛
団
体
や
関
係
各
位
の
た
ま
も
の
と
深
く
お
礼

を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

今
後
も
更
に
充
実
し
た
イ
ベ
ン
ト
に
す
る
よ
う
に
心
掛

け
、
住
民
参
加
型
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
永
く
継
続
し
て
行

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

第
一
〇
回

｢青
葉
ロ
ー
ド
パ
ー
ク
｣

静
岡
国
道
工
事
事
務
所

八
月
一
〇
日
閃
｢道
の
日
｣、
静
岡
市
呉
服
町
の
｢青
葉

ロ
ー
ド
パ
ー
ク
｣
に
お
い
て
、
建
設
省
静
岡
国
道
工
事
事

務
所
、
静
岡
県
、
静
岡
市
、
J
H
静
岡
管
理
局
、
静
岡
県

道
路
公
社
、
N
T
T
、
中
部
電
力
、
静
岡
ガ
ス
、
静
岡
県

道
路
舗
装
協
会
、
静
岡
県
土
木
施
工
管
理
技
士
会
、
静
岡

県
道
路
標
識
標
示
業
協
会
の
共
催
に
よ
り
、第
一
〇
回
｢青

葉
ロ
ー
ド
パ
ー
ク
｣
を
開
催
し
た
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
平
成
二
年
度
よ
り
開
催
し
て
き
て
お

り
、
本
年
で
一
〇
回
目
を
迎
え
、
多
数
の
報
道
関
係
者
が

取
材
に
訪
れ
テ
レ
ビ
･
新
聞
で
報
道
さ
れ
る
等
、
こ
の
広

報
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
広
く
一
般
市
民
に

｢道
路
を
ま
も

る
月
間
｣
･
｢道
の
日
｣
を
周
知
す
る
と
い
う
点
で
、
認
知

さ
れ
た
行
事
と
な

っ
て
い
る
。

午
前
九
時
、
静
岡
国
道
工
事
事
務
所
長
の
挨
拶
で
幕
を

開
け
た

｢青
葉
ロ
ー
ド
パ
ー
ク
｣
は
、
朝
か
ら
雨
が
降

っ

た
り
や
ん
だ
り
の
天
候
で
あ
っ
た
が
、
午
前
午
後
一
回
ず

つ
の
大
道
芸
の
演
技
や
ミ
ス
静
岡
に
よ
る
来
場
者
プ
レ
ゼ

ン
ト
な
ど
の
多
彩
な
催
し
や
、
各
ブ
ー
ス
に
お
け
る
埋
設

ケ
ー
ブ
ル
の
展
示
、
水
を
流
し
て
排
水
性
舗
装
と
透
水
性

の
比
較
実
験
と
そ
の
効
果
を
見
て
も
ら
う
た
め
の
カ
ッ
ト

モ
デ
ル
、
新
し
い
標
識
、
｢東
海
道
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
｣
の
パ

ネ
ル
展
示
、
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
の
体
験
乗
車
も
行
わ

れ
、
日
頃
乗
る
こ
と
の
で
き
な
い
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
に
目

を
輝
か
せ
る
子
供
達
も
見
受
け
ら
れ
た
。

ま
た
、
会
場
内
で
の
輪
投
げ
ゲ
ー
ム
･
ヨ
ー
ヨ
ー
釣
り
、

パ
ソ
コ
ン
を
使

っ
て
作
る

｢手
作
り
う
ち
わ
｣
な
ど
、
工

夫
を
凝
ら
し
た
各
ブ
ー
ス
の
展
示
内
容
に
、
子
供
か
ら
大

人
ま
で
楽
し
ん
だ
夏
休
み
の
一
日
と
な
っ
た
。
当
日
は
、

雨
が
降
っ
た
り
や
ん
だ
り
の
天
候
で
あ
っ
た
た
め
、
参
加

者
は
例
年
の
半
分
の
約
三
、
○
○
0
名
程
度
で
あ
っ
た
も

の
の
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
報
道
、
広
く
一
般
市
民
に
道
路
の

意
義
･
重
要
性
に
つ
い
て
広
報
活
動
を
推
進
す
る
と
い
う

点
で
意
義
深
い
催
し
と
な
り
、
盛
況
の
う
ち
に
幕
を
閉
じ

た
。マ

ナ
ー
ロ
ー
ド
み
え
錦

三
重
･
北
勢
･
紀
勢
国
道
工
事
事
務
所

F
M
三
重
の
公
開
生
放
送
を
介
し
て
、
広
く
道
路
を
ま

も
る
月
間
の
周
知
、
道
路
の
正
し
い
利
用
や
道
路
愛
護
思

想
の
普
及
を
図
る
事
を
目
的
と
し
て
、
八
月
一
二
日
困
-

○
時
か
ら

ニ
ハ
時
ま
で
、
松
阪
市
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
松
阪
マ
ー
ム
に
て
、
三
重

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣

実
行
委
員
会
の
主
催

(建
設
省
三
重
工
事
事
務
所
･
北
勢



国
道
工
事
事
務
所
･
紀
勢
国
道
工
事
事
務
所
･
三
重
県
･

三
重
県
道
路
協
会
)
に
よ
り

｢
マ
ナ
ー
ロ
ー
ド
み
え
"
｣

を
開
催
し
た
。

当
日
は
、
一
〇
時
か
ら
維
持
作
業
車
等
の
建
設
機
械
の

展
示
、
小
学
生
を
は
じ
め
と
し
た

｢夢
の
道
｣
イ
ラ
ス
ト

展
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
道
路
清
掃
等
パ
ネ
ル
展
示
、

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
や
、
ス
ト

リ
ー
ト
オ
ル
ガ
ン
、
風
船
シ
ョ
ー
等
を
行
い
、

一
二
時
台

に
は
ス
テ
ー
ジ
上
で
主
催
者
挨
拶
、
イ
ラ
ス
ト
コ
ン
ク
ー

ル
の
表
彰
式
、
道
路
に
関
す
る
ク
イ
ズ
大
会
を
行
っ
た
。

一
三
時
か
ら
は
F
M
三
重
に
よ
る
全
国
二
三
局
ネ
ッ
ト
の

公
開
生
放
送
を
行
い
、
そ
の
中
で
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー

と
職
員
に
よ
る

｢道
･
道
路
監
視
･
道
路
巡
回
｣
に
関
す

　
　

　　

　　

　
　　　
　
　

　
　
　
　

　　　　
　
　

　

れ

¥

“

′

ド
ー

ゞ
き
、
、
･｣

一

　
　　

　
　

　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

"
て
き

“&
。袋

を

r

、

マ

る
ト
ー
ク
、
道
の
駅
レ
ポ
ー
ト
、
東
紀
州
体
験
フ
ェ
ス
タ

紹
介
、
そ
し
て
ド
ラ
イ
ブ
を
テ
ー
マ
に
し
た
F
A
X
募
集
、

ゲ
ス
ト
ト
ー
ク
･
ラ
イ
ブ
等
を
行
っ
た
。

一
日
を
通
し
て
延
べ
三
、
0
0
0
人
程
度
の
人
が
イ
ベ

ン
ト
に
参
加
し
、
そ
の
内
約
五
〇
〇
名
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト

を
回
収
す
る
な
ど
、
ラ
ジ
オ
放
送
と
合
わ
せ
、
広
く
一
般

市
民
に
道
路
の
意
義
･
重
要
性
に
つ
い
て
広
報
活
動
を
推

進
す
る
と
い
う
点
で
、
意
義
深
い
催
し
と
な
っ
た
。

道
フ
ェ
ス
タ
岐
阜

岐
阜
国
道
工
事
事
務
所

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
広
報
活
動
の
一
環
と
し
て
、

岐
阜
市
正
木
の
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
マ
ー
サ
祖

で
八
月
二
一
日
田
建
設
省
岐
阜
国
道
工
事
事
務
所
、
岐
阜

県
、
岐
阜
市
、
日
本
道
路
公
団
、
中
部
電
力
、
N
T
T
西

日
本
、
岐
阜
ガ
ス
の
道
路
管
理
者
と
公
益
事
業
者
と
の
共

催
で
、
｢み
ち
フ
ェ
ス
タ
岐
阜
｣
を
開
催
し
た
。

実
施
し
た
内
容
は
次
の
と
お
り
。

･
岐
阜
国
道
の
シ
ン
ボ

ル
マ
ス
コ
ッ
ト

｢れ
ん
げ
ち
ゃ

ん
｣
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
作
り

･
｢
れ
ん
げ
ち
や
ん
｣
と
道
の
日
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

｢
こ
っ

ち
だ
ョ
ウ
平
く
ん
｣
と
の
記
念
写
真
プ
レ
ゼ
ン
ト

･
バ
ル
ー
ン
シ
ョ
ウ

･
道
に
関
す
る
ク
イ
ズ
大
会

･
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
関
連
、
｢道
の
駅
｣
パ
ネ
ル

の
展
示

･
風
船
プ
レ
ゼ
ン
ト

･
道
路
作
業
車
展
示

･
共
催
団
体
イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

･
ス
タ
ン
プ
リ
ー

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
楽
し
み
な
が
ら
道
路
の
意
義
や
重

要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
の
が
狙
い
で
、
当

日
は
た
く
さ
ん
の
親
子
連
れ
が
訪
れ
、
一
、
○
○
0
個
用

意
し
た
風
船
が
ま
た
た
く
ま
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど

大
盛
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
今
年
は
、
日
頃
な
じ
み
の
な

い
道
路
作
業
車
等
五
台

(道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
、
路
面

清
掃
車
、
ト
ン
ネ
ル
清
掃
車
、
調
査
車
、
待
機
支
援
車
)

を
屋
外
駐
車
場
に
説
明
看
板
と
と
も
に
展
示
し
て
、
道
路

維
持
作
業
の
大
切
さ
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
ゴ
ミ
の
ポ
イ

捨
て
禁
止
を
呼
び
か
け
た
。

今
後
も
さ
ら
に
充
実
し
た
広
報
活
動
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
か
ら
も
積
極
的
に
市
民
の
中
に
飛
び
込
む
広

報
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

自
由
研
究
お
助
け
隊

名
古
屋
･
愛
知
･
名
四
国
道
工
事
事
務
所

東
海
幹
線
道
路
調
査
事
務
所

八
月
二
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
、
愛
知
県
内
道
路
関
係
の

四
事
務
所
は
、
合
同
で
夏
休
み

｢自
由
研
究
お
助
け
隊
｣

を
開
設
し
た
。
こ
れ
は
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
広
報

事
業
と
し
て
県
内
の
小
学
生
を
対
象
に
、
昨
年
度
に
引
き

続
き
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
『お
助
け
隊
』は
、
夏
休
み



の
自
由
研
究
に

｢道
路
｣
を
選
び
、
勉
強
の
サ
ポ
ー
タ
ー

と
し
て
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
、
道
路
に
関
す
る
質
問
を

電
話
、
F
A
X
、
メ
ー
ル
等
に
よ
っ
て
受
け
付
け
、
そ
れ

に
対
す
る
回
答
と
資
料
の
提
供
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

八
月
八
日
㈲
に
は

『お
助
け
隊
』
の
P
R
を
兼
ね
、
名

古
屋
市
科
学
館
で
一
日
相
談
室
を
設
け
た
。
科
学
館
で
開

か
れ
て
い
た
特
別
展
の
待
ち
時
間
等
に
約
五
〇
人
が

『お

助
け
隊
』
を
訪
れ
た
。
各
事
務
所
か
ら
夫
々
三
名
の
"

道

博
士
“
が
対
応
し
、
中
学
生
の

｢最
近
、
温
度
が
下
が
る

舗
装
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
が
、
ど
ん
な
舗
装
な
の
?
｣
。

ま
た
、
｢雷
は
、
ど
う
し
て
お
き
る
の
｣と
道
路
以
外
の
質

問
に
も
明
快
な
回
答
!

期
間
中
の
利
用
者
は
、
市
町
村

の
広
報
で
知
っ
た
と
い
う
生
徒
が
目
立
ち
、
全
体
で
四
七

　　　
　　

　
　

　
　
　　
　
　
　

　究　
件
の
質
問
が
あ
っ
た
。

質
問
の
内
容
は
、
校
区
の
窒
素
酸
化
物
調
査
の
た
め
の

交
通
量
調
査
や
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
道
路
に
関

し
た
質
問
等
、
生
活
と
道
路
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
関
心

が
も
た
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
こ
の

『
お
助
け
隊
』

が
、
子
供
た
ち
の
疑
問
に
応
え
る
場
と
し
て
利
用
さ
れ
、

道
路
へ
の
理
解
を
深
め
る
契
機
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
担
当
者
の
感
想
を
一
言
。

｢ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
載
せ
た
し
、
市
町
村
広
報
や
図
書

館
へ
の
案
内
な
ど
い
ろ
い
ろ
や
っ
た
の
に
、
質
問
が
予
想

外
に
少
な
か
っ
た
。
(ま
る
で
、
大
き
な
鬼
が
家
を
き
れ
い

に
掃
除
し
て
お
菓
子
も
そ
ろ
え
て
待
っ
て
い
た
の
に
村
人

が
来
な
い
、
あ
の

｢泣
い
た
赤
鬼
｣
の
童
話
の
よ
う
だ
)

で
も
、
道
路
を
研
究
す
る
子
供
た
ち
の
た
め
、
来
年
も
ま

た
、
が
ん
ば
る
ぞ
ー
!
｣

『道
路
を
ま
も
る
月
間
｣行
事
報
告

近
畿
地
方
建
設
局

近
畿
地
方
建
設
局
で
は
、
八
月
の

｢道
路
を
ま
も
る
月

間
｣
及
び
八
月

一
〇
日
の

｢道
の
日
｣
の
趣
旨
に
そ
っ
て
、

道
路
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
を
図
る
べ
く
、
関
係
機
関
の

協
力
を
得
て
管
内
の
道
路
関
係
事
務
所
に
お
い
て
多
彩
な

行
事
を
行
っ
た
。

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
鯛

奈
良
国
道
工
事
事
務
所

八
月
九
日
、
J
R
奈
良
駅
西
ロ
に
あ
る
奈
良
一
○
○
年

会
館
に
お
い
て
、
奈
良
県
、
県
下
市
町
村
、
県
警
と
と
も

に

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
"
を
開
催

し
た
。
当
日
は
、
来
場
者
が
約
一
、
○
○
0
名
に
な
る
ほ

ど
の
盛
況
で
、
P
R
ビ
デ
オ

｢暗
越
奈
良
街
道
｣
の
上
映

フエステイノミル'99セ レモニー

各市町村長による ｢くす玉開披｣　　
る

㈱

ル
よ

9

ハ
に

セ

　

　

　　
　



に
始
ま
り
、
功
労
者
表
彰
で
は
局
長
表
彰
の
三
団
体
、
事

務
所
長
表
彰
の
三
名
が
、
そ
の
活
動
状
況
の
映
像
を
バ
ッ

ク
に
表
彰
さ
れ
、
続
い
て
、
生
駒
市
内
在
住
で
元
婦
人
警

官
の

｢宮
川
花
子
さ
ん
｣
の
迫
力
あ
る
講
演
で
盛
況
の
内

に
終
了
し
た
。

会
場
内
に
は
車
椅
子
で
体
験
す
る

｢バ
リ
ア
フ
リ
ー
コ

ー
ナ
ー
｣
や
、
｢京
奈
和
自
動
車
道
｣
の
模
型
や
パ
ネ
ル
の

｢展
示
コ
ー
ナ
ー
｣
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
方
々

の
関
心
を
集
め
た
。

ま
た
、
八
月
二
四
日
に
は
、
橿
原
市
内
の
か
し
は
ら
万

葉
ホ
i
ル
で
、
｢ち
び
っ
こ
ふ
れ
あ
い
劇
場
“
｣
を
開
催
。

約
七
〇
〇
人
の
元
気
な
ち
び
っ
こ
が
集
ま
る
中
、
子
供
向

け
の
P
R
ビ
デ
オ
に
始
ま
り
、歌
の
お
姉
さ
ん
と
歌
う
｢道

｢道の相談コーナー｣ (紀南工事事務所)

の
“

　
　

の
歌
｣
で
は
会
場
が
歌
声
で
一
体
と
な
り
、
創
作
ぬ
い
ぐ

る
み
劇

｢
一
休
さ
ん
と
い
た
ず
ら
ギ
ツ
ネ
｣
-
道
路
に
い

た
ず
ら
は
い
け
な
い
よ
ー
で
は
、
や
さ
し
く
子
供
た
ち
に

｢道
路
を
大
切
に
｣
と
呼
び
か
け
、
夏
休
み
の
終
わ
り
を

楽
し
く
有
意
義
に
過
ご
し
て
も
ら
っ
た
。

｢
ロ
ー
ド
フ
ェ
ス
タ
艶
｣
ほ
か

-
道
か
ら
知
る
遊
び
の
い
ま
、
む
か
し
ー

紀
南
工
事
事
務
所

八
月
一
日
㈲
那
智
勝
浦
町
体
育
文
化
会
館
に
お
い
て
、

建
設
省
、
那
智
勝
浦
町
の
主
催
に
よ
る

｢
ロ
ー
ド
フ
ェ
ス

タ
“
｣
を
開
催
し
た
。

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
道
で
行
わ
れ
た

｢遊
び
｣
を
テ

ー
マ
に

｢道
か
ら
知
る
遊
び
の
い
ま
、
む
か
し
｣
と
題
し

て
、
今
と
昔
の
道
風
景
を
再
現
し
、
多
く
の
方
々
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
な
が
ら
、
道
路
行
政
の
活
動
を

わ
か
り
や
す
く
理
解
し
て
頂
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
｢む

か
し
の
遊
び
｣
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
竹
馬
･
竹
細
工
を
始

め
と
す
る
懐
か
し
い
道
具
を
多
数
揃
え
、
｢
い
ま
の
遊
び
｣

で
は
、
や
す
ら
ぎ
空
間
と
題
し
イ
ン
ラ
イ
ン
ス
ケ
ー
ト
、

大
道
芸
を
中
心
に
人
に
や
さ
し
い
見
せ
る
道
風
景
を
再
現

し
た
。
ま
た
、
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
C
C
ガ
ー
ル
ズ

と
事
務
所
長
及
び
町
長
に
よ
る

｢道
路
｣
を
題
材
に
し
た

"
"
-
シ
ン
ポ
を
開
催
し
、
楽
し
く
理
解
し
や
す
い
道
路
愛

護
の
啓
発
を
行
っ
た
。

ま
た
、
八
月
一
〇
日
関
に
は
、
南
紀
熊
野
体
験
博
田
辺

新
庄
シ
ン
ボ
ル
パ
ー
ク
内

｢紀
の
み
ち
･
道
づ
く
り
･
未

来
び
ら
き
ラ
リ
ー
館
｣
に
お
い
て
、
パ
イ
レ
ー
ツ
を

一
日

館
長
と
し
て
迎
え

｢道
に
関
す
る
ク
イ
ズ
大
会
｣
や
マ
ラ

ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
の
谷
川
真
理
さ
ん
の
ト
ー
ク
を
催
し
た
。

さ
ら
に
、
熊
野
古
道
と
隣
接
す
る
国
道
等
の
紹
介
パ
ネ

ル
展
示
、
V
I
C
S
の
ビ
デ
オ
紹
介
の
ほ
か
、
今
回
新
た

な
試
み
と
し
て
、
道
路
に
関
す
る
相
談
や
質
問
･
疑
問
に

お
答
え
す
る

｢道
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
｣
を
本
局
路
政
課
、

和
歌
山
工
事
事
務
所
、
日
本
道
路
公
団
、
和
歌
山
県
、
田

辺
市
の
各
職
員
が
、
相
談
者
か
ら
の
質
問
に
わ
か
り
や
す

く
回
答
し
、
道
路
の
愛
護
に
対
す
る
理
解
や
親
し
み
易
い

道
路
行
政
の
呼
び
か
け
を
行
っ
た
。

｢み
ち
ガ
エ
ル
･お
お
さ
か
の
み
ち
｣

-
ど
l
る
お
ー
き
に
大
作
戦
“
ー

大
阪
国
道
工
事
事
務
所

大
阪
国
道
工
事
事
務
所
の
今
年
の

｢道
路
を
ま
も
る
月

間
｣
行
事
は
、
｢
み
ち
ガ
エ
ル
･
お
お
さ
か
の
み
ち
｣
-
ど

ー
る
お
ー
き
に
大
作
戦
“
-
と
題
し
て
、大
阪
梅
田
の
｢そ

ね
ち
か
｣
(曾
根
崎
地
下
道
)
と
｢ク
リ
ス
タ
長
堀
｣
を
中

心
に
展
開
し
た
。
｢そ
ね
ち
か
｣
で
は
、
ま
ず
、
｢道
路
を

ま
も
る
月
間
｣
に
先
だ
っ
て
、
児
童
絵
画
の
募
集
と
｢道
｣

を
テ
ー
マ
に
し
た
写
真
の
募
集
を
行
い
、
こ
れ
に
応
募
し

て
い
た
だ
い
た
子
供
達
に
よ
る
絵
画
･
写
真
展
の
除
幕
式

を

｢道
の
日
｣
の
メ
ー
ン
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
行

っ
た
。

も
う
一
つ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
日
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の



子
供
達
に
よ
る

｢道
路
美
化
宣
言
｣
と
道
路
愛
護
団
体
へ

の
感
謝
状
贈
呈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を

三
〇
分
の
間
で
一
気
に
行
っ
た
の
で
、
ス
ピ
ー
ド
感
が
あ

り
、
ま
た
、
子
供
達
を
中
心
に
し
て
賑
わ
い
感
の
あ
る
イ

ベ
ン
ト
に
な

っ
た
と
思
う
。

続
い
て
、
タ
レ
ン
ト
の
浜
村
淳
さ
ん
と
事
務
所
長
に
よ

る
事
前
打
ち
合
わ
せ
な
し
の
ス
リ
リ
ン
グ
な

｢み
ち
ま
ち

ト
ー
ク
シ
ョ
ー
｣
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
御
堂
筋
の
梅
田

ー
淀
屋
橋
間
で
建
設
省
、
大
阪
府
、
大
阪
市
の
職
員
が
一

緒
に
な
っ
て
チ
ラ
シ
の
配
布
や
不
法
駐
輪
へ
の
エ
フ
付
け

を
行
い
市
民
に
啓
発
を
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
市
民
と
の
対
話
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、

道
路
管
理
者
だ
け
で
な
く
、
関
係
機
関
が
一
同
に
会
し
て

街
頭
P
R
を
実
施
し
た
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
同
時
に
行

っ
た
通
行
市
民
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
方
式
の
対
話
や
ア
ン

ケ
ー
ト
対
話
に
数
多
い
建
設
的
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
市
民
の
反
響
も
多
く
、
大
変
有
意
義
で
あ
っ

た
。｢道

の
日
｣
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
ほ
か

滋
賀
国
道
工
事
事
務
所

八
月
一
日
㈲
に
彦
根
市
駅
前
で
行
っ
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト

は
、
広
く
道
路
を
ま
も
る
月
間
の
周
知
促
進
、
道
路
の
正

し
い
利
用
や
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
を
は
か
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
主
催
者
滋
賀
国
道
工
事
事
務
所
、
滋
賀
県
、
彦

根
市
、
日
本
道
路
公
団
彦
根
管
理
事
務
所
に
よ
り
、
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
、
た
そ
が
れ
ラ
イ
ブ
を
開
催
し
た
。

当
日
は
、
午
後
四
時
か
ら
J
R
彦
根
駅
前
で
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
と
し
て
、
開
催
宣
言
、
主
催
者
挨
拶
、

ゲ
ス
ト
森
ロ
博
子
さ
ん
の
紹
介
と
今
年
度
の
道
路
を
ま
も

る
月
間
推
進
標
語
の
紹
介
を
行
い
、
そ
の
後
、
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
会
場
の
彦
根
市
駅
前
か
ら
彦
根
市
民
会
館
ま
で
を
彦

根
警
察
署
の
パ
ト
カ
ー
を
先
導
に
地
元
小
学
校
の
マ
ー
チ

ン
グ
バ
ン
ド
と
い
っ
し
ょ
に
パ
レ
ー
ド
を
行
い
、
沿
道
の

市
民
に

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
P
R
を
行
っ
た
。

引
き
続
き
、
花
火
大
会
が
開
催
さ
れ
る
彦
根
港
に
場
所

を
移
し
、
集
ま
っ
た
市
民
を
対
象
に

｢ク
イ
ズ
大
会
｣
を

行
い
、
道
の
大
切
さ
、
重
要
さ
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
を

加
え
な
が
ら
訴
え
た
。
そ
し
て
、
舞
台
は
み
ん
な
が
待
っ

｢道の日クイズ｣
"｢道の日｣ 親子ふれあい劇場"

6 0 道行セ 99.9

て
い
た

｢道
の
日
｣
た
そ
が
れ
ラ
イ
ブ
と
題
し
て
歌
手
の

森
ロ
博
子
さ
ん
に
よ
る
ラ
イ
ブ
を
行
い
、
多
数
の
観
客
で

会
場
の
盛
り
上
が
り
は
最
高
潮
に
達
し
た
。

ま
た
、
八
月
一
二
日
困
大
津
市
民
会
館
で
は
、
夏
休
み

の
子
供
を
対
象
に
し
た
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
、
ク
イ
ズ
大
会
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
を
道
の
大
切
さ
や
正
し
い
使
い
方

等
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
実
施
し
た
。
地
元
大
津

市
を
は
じ
め
、
滋
賀
県
在
住
の
子
供
と
そ
の
両
親
か
ら
約

一
、
九
〇
〇
名
の
応
募
者
よ
り
会
場
の
都
合
上
、
一
、
三

〇
〇
名
を
厳
選
し
た
。
と
り
わ
け
例
年
、
参
加
者
は
幼
少

の
子
供
が
大
半
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
対
象
を
こ
の
層

に
絞
り
、
魔
女
軍
団
マ
ジ
カ
ル
ガ
ー
ル
ズ
、
ス
テ
ィ
フ
ァ

ニ
ー
の
大
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
で
幕
を
あ
げ
、
そ
の
後
、
主

催
者
の
挨
拶
を

｢道
の
日
｣
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
こ
っ
ち
だ
ヨ

ウ
平
が
影
の
声
で
演
出
し
た
り
、
｢道
の
日
ク
イ
ズ
｣を
参

加
者
全
員
で
行
っ
た
。

休
憩
後
の
親
子
ふ
れ
あ
い
劇
場
に
は
、
子
供
た
ち
の
ヒ

ー
ロ
ー
、
テ
レ
ビ
で
も
人
気
の
あ
る
ア
ニ
メ

｢名
探
偵
コ

ナ
ン
｣
の
ぬ
い
ぐ
る
み
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
で
会
場
の

子
供
か
ら
大
人
ま
で
、
夏
休
み
の
一
日
を
十
分
楽
し
ん
で

い
た
だ
い
た
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
以
外
に
も
、
将
来
は
建
設
省
の
仕

事
に
つ
き
た
い
と
目
を
輝
か
せ
る
小
学
生
の

｢体
験
一
日

パ
ト
ロ
ー
ル
｣
、
道
路
に
捨
て
ら
れ
る
ゴ
ミ
の
多
さ
を
実
感

し
て
い
た
だ
い
た
地
元
住
民
と
の
合
同

｢ク
リ
ー
ン
作



戦
｣、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
の
方
々
に
よ
る
バ
リ
ア
フ
リ

ー
歩
道
の
点
検
や
意
見
交
換
な
ど
各
事
務
所
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
イ
ベ
ン
ト
が
多
数
開
催

さ
れ
、
多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
道
路
を
ま

も
る
月
間
の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
と
と
も
に
、

私
た
ち
担
当
者
に
お
い
て
も
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
と
直
接

ふ
れ
あ
う
こ
と
で
道
路
に
対
す
る
期
待
や
要
求
を
直
に
感

じ
取
る
こ
と
の
で
き
た
月
間
で
あ
っ
た
と
思
う
。

一
環
と
し
て
第
一
三
回
中
国
地
方
道
路
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

を
実
施
し
た
。

昨
年
同
様
、
腕
に
自
信
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た

｢
一

般
A
の
部
｣、
ス
ナ
ッ
プ
写
真
等
で
気
軽
に
参
加
で
き
る
｢
一

般
B
の
部
｣、
ち
び
っ
こ
参
加
の

｢小
･中
学
生
の
部
｣
の

三
部
門
に
分
け
て
募
集
し
た
結
果
、
今
年
は

｢
一
般
A
の

部
｣
が
五
〇
六
点
、
｢
一
般
B
の
部
｣
が
二
八
八
点
、
｢小
･

中
学
生
の
部
｣
が
三
九
点
の
計
八
三
三
点
と
い
う
応
募
が

あ
っ
た
。

応
募
作
品
の
内
容
は
、
道
路
と
自
然
と
の
調
和
を
前
面

に
出
し
た
も
の
や
、
人
々
の
憩
う
場
と
し
て
の
道
路
を
表

現
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
道
路
維
持
作
業
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
方
々
に
よ
る
道
路
清
掃
等
を
通
し
て
、
道
路
を
守

る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
た
も
の
等
、
優
れ
た
作
品
が
多

数
あ

っ
た
。

そ
の
中
か
ら

｢
一
般
A
の
部
｣
か
ら
金
賞
一
点
、
銀
賞

三
点
、
銅
賞
六
点
の
他
に
、
『地
域
の
道
賞
』と
し
て
中
国

地
方
五
県
一
市
か
ら
一
〇
点
ず
つ
計
六
〇
点
、
｢
一
般
B
の

部
｣
か
ら
入
選
作
品
一
〇
点
、
｢小
･中
学
生
の
部
｣
か
ら

入
選
作
品
五
点
を
選
出
し
、
八
月
二
七
日
以
降
に
中
国
地

方
建
設
局
を
初
め
と
す
る
中
国
地
方
各
地
の
会
場
で
表
彰

式
を
行
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
入
賞
作
品
は
中
国
地
方
各
地
の
ギ
ャ
ラ
リ

ー
等
で
展
示
さ
れ
る
ほ
か
、
作
品
集
と
し
て
製
本
す
る
予

定
で
あ
る
o
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中
国
地
方
建
設
局

ま
ぇ
た
素
直
な
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

た
。そ

の
う
ち
か
ら
特
に
優
秀
な
作
品
と
し
て
作
文
四
編
、

ポ
ス
タ
ー
六
点
の
計
一
○
作
品
を
中
国
地
方
建
設
局
長
賞

に
決
定
し
、
七
月
二
七
日
に
広
島
市
内
の
ホ
テ
ル
に
お
い

て
表
彰
式
を
実
施
し
た
。

ま
た
、
八
月
四
日
ま
で
の
九
日
間
、
市
内
の
大
型
ス
ー

パ
ー
の
正
面
玄
関
に
お
い
て
受
賞
作
品
を
展
示
し
た
。

な
お
、
こ
の
局
長
賞
受
賞
作
品
を
含
め
た
一
三
六
点
の

優
秀
作
品
に
つ
い
て
は
、
後
日
作
成
す
る

｢平
成
三

年

度
作
文
･
ポ
ス
タ
ー
集
｣
に
掲
載
し
、
関
係
諸
機
関
及
び

募
集
参
加
学
校
に
配
布
す
る
予
定
で
あ
る
。

中
国
地
方
道
路
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

｢道
の
日
｣が
制
定
さ
れ
た
昭
和
六
一
年
に
、
中
国
地
方

建
設
局
と
道
路
関
係
機
関
の
計
=

機
関
で
発
足
し
た
｢道

の
日
｣
中
国
実
行
委
員
会
に
よ
り
、
｢道
の
日
｣
の
P
R
の

中
国
地
方
建
設
局
で
は
、
毎
年
八
月
の

｢道
路
を
ま
も

る
月
間
｣
、
八
月

一
〇
日
の

｢道
の
日
｣
の
趣
旨
に
そ

っ

て
、
｢道
の
日
｣中
国
実
行
委
員
会
、
各
地
方
公
共
団
体
並

び
に
関
係
公
益
事
業
者
等
の
協
力
を
得
て
、
本
局
及
び
各

道
路
関
係
事
務
所
に
お
い
て
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
多

彩
な
行
事
を
実
施
し
、
道
路
の
正
し
い
利
用
と
道
路
愛
護

思
想
の
普
及
を
図
っ
た
の
で
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
。

道
路
に
関
す
る
作
文
･ポ
ス
タ
ー
の
募
集

中
国
地
方
建
設
局
の
主
催
で
、
中
国
地
方
の
小
中
学
生

を
対
象
に
昭
和
五
六
年
か
ら
実
施
し
、
今
年
で
二
〇
回
目

と
な
っ
た

｢道
路
に
関
す
る
作
文
･
ポ
ス
タ
ー
の
募
集
｣

を
行
っ
た
結
果
、
小
学
生
二
〇
五
校
、
中
学
校
五
五
校
の

あ
わ
せ
て
二
六
〇
校
か
ら
作
文
四
四
編
、
ポ
ス
タ
ー
一
、

三
三
一
点
の
応
募
が
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
道
路
の
役
割
や
未
来
の
道
路
像
等
を
原
稿
用

紙
や
画
用
紙
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
体
験
を
ふ



｢道
の
駅
｣
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

｢道
の
駅
｣
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
は
、
｢道
の
駅
｣
を
よ
り

多
く
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
利
用
者
の
方
々
の
生

の
声
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
昨
年
度
に
引
き
続

き
中
国
地
方
の

｢道
の
駅
｣
及
び
高
速
道
路
の
S
A
･
P

A
等
に
お
い
て
実
施
し
た
。

応
募
期
間
は
七
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
で
、
応

募
者
の
中
か
ら
抽
選
で
、
各

｢道
の
駅
｣
周
辺
地
域
の
特

産
品
や
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
等
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。

事
務
所
に
お
け
る
主
な
行
事

｢浜
田

･
道
の
日
フ
ェ
ア
ー
｣
に
つ
い
て

浜
田
工
事
事
務
所

八
月
七
日
、
浜
田
市
内
の
し
ま
ね
お
魚
セ
ン
タ
ー
横
広

場
に
お
い
て
、
浜
田
･
道
の
日
P
R
協
議
会
主
催
、
浜
田

工
事
事
務
所
協
賛
に
よ
る
、
第
九
回

｢浜
田
･
道
の
日
フ

ェ
ア
ー
｣
を
開
催
し
た
。
こ
の

｢浜
田

･
道
の
日
フ
ェ
ア

ー
｣
は
、
道
路
利
用
者
や
周
辺
住
民
の
方
に
、
道
路
愛
護

思
想
の
啓
発
と
普
及
を
目
的
と
し
て
、
協
議
会
を
結
成
し
、

平
成
三
年
か
ら
開
催
し
て
い
る
。

今
年
は
、
建
設
機
械
の
試
乗
や
、
道
路
に
関
す
る
ク
イ

ズ
、
騒
音
計
に
よ
る
測
定
で
大
声
を
競
う

｢大
声
コ
ン
テ

ス
ト
｣
な
ど
、
道
路
に
関
係
す
る
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行

い
、
二
、
0
0
0
名
を
こ
え
る
人
々
が
集
ま

っ
た
。

特
に
、
今
回
初
め
て
企
画
し
た

｢
モ
デ
ル
歩
道
｣
は
、

会
場
内
に
延
長
四
六
m
の
歩
道
に
、
幅
員
･
段
差
･
勾
配

に
変
化
を
持
た
せ
、
基
準
に
合
致
し
た
歩
道
と
問
題
の
あ

る
二
種
類
の
歩
道
を
設
置
し
、
入
場
者
に
徒
歩
･自
転
車
･

車
椅
子
･
電
動
三
輪
車
な
ど
で
通
行
し
て
も
ら
い
、
歩
道

整
備
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
も
ら
っ
た
。

そ
の
場
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で
も
、
八
%
以

上
の
縦
断
勾
配
で
は
車
椅
子
で
の
走
行
は
無
理
が
あ
る
な

ど
、
八
○
%
以
上
の
人
が
、
モ
デ
ル
歩
道
の
構
造
上
の
問

題
点
を
指
摘
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
と
、
今
回
の
企
画
が
、

歩
道
に
対
す
る
問
題
意
義
の
高
揚
に
役
立
っ
た
と
実
感
し

て
い
る
。

こ
の
他
に
も

｢道
の
日
｣
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
｢ま

す
だ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ガ
ー
ル
｣
が

｢
一
日
出
張
所
長
｣
と

な
り
、
益
田
国
道
維
持
出
張
所
管
内
の
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル

を
行
っ
た
り
、
道
の
駅
で
は
チ
ラ
シ
･
ウ
チ
ワ
等
を
配
布

す
る
な
ど
、
道
路
に
関
す
る
広
報
活
動
を
行
っ
た
。

管
内
の
他
の
工
事
事
務
所
に
お
い
て
も
、
浜
田
工
事
事

務
所
と
同
様
に
、
パ
レ
ー
ド
な
ど
に
よ
る
街
頭
P
R
活
動

鐵

や
、
利
用
者
の
意
見
･
感
想
を
道
路
行
政
に
反
映
さ
せ
る

セ行

た
め
の
｢道
路
見
学
会
｣、
一
般
市
民
の
参
加
も
得
た
｢道

道

路
一
斉
清
掃
｣
等
を
実
施
し
、
道
路
愛
護
思
想
の
啓
発
と

“

普
及
を
図
っ
た
。

人気の建設機械の試乗



『道
路
を
ま
も
る
月
間
』
÷
道
の
日
｣
の
行
事

四
国
地
方
建
設
局

プ
ニ
ン
グ
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
皮
切
り
に
、
メ
イ
ン
行

事
で
あ
る

｢道
の
日
｣
街
頭
パ
レ
ー
ド
な
ど
を
行
っ
た
。

以
下
簡
単
に
そ
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
、
ま
ず

八
月
二
日
に
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
、

高
松
市
内
ほ
か
四
ヵ
所
で
、
｢道
の
日
｣
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
を
プ
リ
ン
ト
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
T
シ
ャ
ツ
を
着
用
し
た

約
一
〇
〇
人
が
う
ち
わ
や
チ
ラ
シ
入
り
グ
ッ
ズ
等
を
配
布

し
て
道
路
愛
護
を
訴
え
た
。

ま
た
四
日
に
は
、
国
道
一
一
号
･三
〇
号

(中
央
通
り
)

等
の
中
央
分
離
帯
や
歩
道
な
ど
を
、
N
T
T
や
四
国
電
力
、

四
国
ガ
ス
そ
の
他
の
民
間
団
体
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
加
わ
っ

て
、
早
朝
道
路
一
斉
清
掃
を
実
施
し
、
通
勤
途
上
の
人
々

に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
吸
い
殻
や
空
き
缶
の
投
げ
捨
て
が
目

立
ち
、
道
路
を
大
切
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識

向
上
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
た
。
六
日
に
は
、

小
学
校
四
-
六
年
生
の
児
童
と
そ
の
保
護
者
一
八
組
三
六

名
を
招
き
、
今
春
開
通
し
た
来
島
海
峡
大
橋
や
今
治
北
道

路
等
の
高
規
格
幹
線
道
路
、
国
道
一
一
号
等
の
香
川
県
内

の
主
要
道
路
な
ど
を
バ
ス
で
見
学
し
、
｢道
路
｣
の
役
割
や

重
要
性
等
に
つ
い
て
認
識
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
道
路

愛
護
の
意
識
を
よ
り
高
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
た

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
･
｢道
の
日
｣を
迎
え
、
四
国
地

方
建
設
局
管
内
に
お
い
て
も
、
道
路
愛
護
の
精
神
の
普
及

を
目
的
と
し
て
、
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
活
動
を
行
っ
た
。

香
川
県
内
に
お
い
て
は
、
香
川
地
区
道
路
を
ま
も
る
月

間
運
動
推
進
連
絡
協
議
会

(四
国
地
方
建
設
局
、
香
川
県
、

高
松
市
、
日
本
道
路
公
団
四
国
支
社
、
本
州
四
国
連
絡
橋

公
団
第
二
管
理
局
)
の
主
催
に
よ
り
、
八
月
二
日
の
オ
ー

道路一斉清掃

親
子
道
路
見
学
会
を
実
施
し
た
。
橋
や
道
路
一
つ
に
も
大

変
な
時
間
と
労
働
力
、
膨
大
な
費
用
等
が
か
か
る
こ
と
を

学
ん
で
も
ら
い
、
道
路
が
果
た
し
て
い
る
役
割
、
道
路
等

の
技
術
な
ど
に
つ
い
て
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
け

た
ら
と
考
え
て
い
る
o

最
後
に
メ
イ
ン
行
事
で
あ
る

｢道
の
日
｣
街
頭
パ
レ
ー

ド
を
一
〇
日
に
、
高
松
市
中
心
街
に
お
い
て
、
香
川
県
知

事
、
高
松
市
長
、
四
国
地
方
建
設
局
長
ほ
か
、
各
機
関
の

幹
部
が
参
集
し
て
実
施
さ
れ
た
。
香
川
県
知
事
、
高
松
市

長
の
挨
拶
、
四
国
地
方
建
設
局
長
の

｢道
の
日
｣
メ
ッ
セ

ー
ジ
、
さ
ら
に
は
ミ
ス
高
松
に
よ
る

｢道
路
愛
護
宣
言
｣

と
続
き
、
香
川
県
警
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏
等
で
の
出
発
式

を
行
っ
た
後
、
商
店
街
ア
ー
ケ
ー
ド
内
一
･
五
虹
を
パ
レ



ー
ド
し
、
う
ち
わ
や
チ
ラ
シ
入
り
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
な
が

ら
、
買
い
物
客
等
に
、
道
路
を
広
く
、
美
し
く
大
切
に
使

い
ま
し
ょ
う
と
P
R
し
て
、
成
功
裡
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活

動
を
終
了
し
た
。

以
上
紹
介
し
た
他
、
各
工
事
事
務
所
に
お
い
て
も
、
街

頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
道
路
清
掃
、
道
路
見
学
会
な
ど
が
行

わ
れ
、
い
ず
れ
も
道
路
愛
護
の
意
識
向
上
の
た
め
の
大
き

な
P
R
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

用
意
し
た
う
ち
わ
や
タ
オ
ル
な
ど
の
広
報
グ
ッ
ズ
も
残

ら
ず
配
布
し
、
行
事
を
終
了
し
た
。

長
崎
工
事
事
務
所

長
崎
で
は
、
建
設
省
長
崎
工
事
事
務
所
、
長
崎
県
、
長

崎
市
、
佐
世
保
市
、
諫
早
市
、
大
村
市
、
道
路
公
団
長
崎

管
理
事
務
所
、
長
崎
県
道
路
公
社
の
道
路
管
理
者
及
び
一

一
の
協
賛
団
体
の
協
力
に
よ
り
道
路
を
ま
も
る
月
間
実
行

委
員
会
を
設
立
し
広
報
活
動
を
実
施
し
た
。

八
月
一
〇
日
の

｢道
の
日
｣
に
長
崎
県
庁
前
で
横
断
幕
、

の
ぼ
り
を
持
っ
た
建
設
省
、
長
崎
県
、
長
崎
市
の
職
員
約

五
〇
名
が
参
加
し
て
道
の
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
出
発
式
及
び

道
路
愛
護
団
体
と
道
路
功
労
者
の
表
彰
伝
達
式
を
行
っ
た
。
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『道
路
を
ま
も
る
月
間
｣行
事
報
告

九
州
地
方
建
設
局

者
代
表
挨
拶
の
後
、
道
路
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
の
入
賞
者
の

表
彰
式
と
審
査
し
て
い
た
だ
い
た
滝
福
岡
教
育
大
学
教
授

の
講
評
が
行
わ
れ
た
。
今
年
で
一
七
回
を
迎
え
る
コ
ン
ク

ー
ル
は

“
み
ん
な
に
や
さ
し
い
道
"
の
テ
ー
マ
で
、
福
岡

県
内
の
小
学
生
九
、
三
七
二
名
の
参
加
に
よ
る
共
同
作
品

を
含
む
八
、
五
四
二
点
も
の
応
募
が
あ
り
、
入
賞
作
品
の

選
考
は
各
機
関
参
加
の
も
と
二
日
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し

た
。
ホ
ー
ル
で
は
元
N
H
K
ぅ
た
の
お
ね
え
さ
ん
に
よ
る

｢歌
っ
て
あ
そ
ぼ
コ
ン
サ
ー
ト
｣、
三
遊
亭
歌
之
介
の
｢独

演
会
｣
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
引
き
続
き
行
わ
れ
、
つ
め

か
け
た
約
五
〇
〇
名
の
方
た
ち
に
は
楽
し
い
ひ
と
と
き
で

あ

っ
た
。

ま
た
、
歩
行
者
空
間
に
お
い
て
は
道
の
日
パ
ネ
ル
展
、

道
路
絵
画
の
入
賞
･入
選
作
品
の
展
示
、
各
道
路
管
理
者
･

公
益
事
業
者
の
広
報
コ
ー
ナ
ー
、
道
に
関
す
る
ク
イ
ズ
を

解
い
て
回
る
道
の
日
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
等
を
実
施
し
、
二
、

0
0
0
名
を
超
え
る
参
加
者
が
あ
っ
て
盛
況
だ
っ
た
。

九
州
地
方
建
設
局
で
は
、
八
月
の

｢道
路
を
ま
も
る
月

間
｣
及
び
八
月
一
〇
日
の

｢道
の
日
｣
の
趣
旨
に
そ
い
、

道
路
の
正
し
い
利
用
と
道
路
愛
護
の
気
持
ち
を
高
め
る
べ

く
本
局
を
は
じ
め
と
し
て
、
管
内
の
各
事
務
所
に
お
い
て

も
種
々
の
広
報
行
事
を
実
施
し
た
。

以
下
、
主
な
行
事
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
た
い
。

福
岡
県
内

八
月
八
日
㈲
、
福
岡
県
内
の
道
路
関
係
機
関

(九
州
地

方
建
設
局
及
び
福
岡
国
道
工
事
事
務
所
･
北
九
州
国
道
工

事
事
務
所
、
福
岡
県
、
福
岡
市
、
北
九
州
市
、
久
留
米
市
、

日
本
道
路
公
団
九
州
支
社
、
福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社
、

福
岡
県
道
路
公
社
)
で
構
成
す
る

｢道
路
を
ま
も
る
月
間

行
事
実
行
委
員
会
｣
主
催
の

｢道
の
日
フ
ェ
ス
タ
“
｣
を

福
岡
市
の
中
心
街
で
あ
る
天
神
地
区
の
ホ
ー
ル
と
歩
行
者

空
間
に
お
い
て
実
施
し
た
。

ホ
ー
ル
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

･
セ
レ
モ
ニ
ー
で
は
、
主
催

道の日フ
各道路管理者 ･公益事業者紹介コーナー

スタ'99



｢道
路
は
常
に
広
く
、
美
し
く
、
安
全
に
｣
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
長
崎
市
内
の
主
要
道
路
の
空
き
缶
拾
い
を
行
っ
た
後
、

市
内
の
繁
華
街
で
ミ
ス
長
崎
を
招
い
て
風
船
な
ど
の
P
R

用
品
を
配
布
し
て
道
路
愛
護
を
呼
び
か
け
た
。
佐
世
保
市

で
は
広
報
車
と
建
設
省
、
長
崎
県
、
佐
世
保
市
の
道
路
パ

ト
ロ
ー
ル
カ
ー
で
市
内
を
街
宣
走
行
し
て
道
路
の
意
義
、

重
要
性
に
つ
い
て
広
報
し
た
。

ま
た
、
長
崎
市
、
佐
世
保
市
、
諫
早
市
及
び
大
村
市
の

小
学
生
を
対
象
に
工
事
現
場
見
学
な
ど
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を

企
画
し
た
と
こ
ろ
、
二
八
〇
名
の
参
加
者
が
あ
り
道
路
の

大
切
さ
を
理
解
し
て
も
ら
え
た
こ
と
と
思
う
o

ふれ愛ロードセッション'99 親子バスツアー

大
分
工
事
事
務
所

月
間
の
初
め
に
は
、
街
頭
P
R
を
大
分
市
ほ
か
二
市
一

町
で
行
っ
た
。広
報
チ
ラ
シ
･グ
ッ
ズ
な
ど
を
道
行
く
人
々

に
配
布
し
、
用
意
し
た
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
鉢
植
は
あ
っ
と
い

う
間
に
な
く
な
る
程
の
大
盛
況
で
あ
っ
た
。

八
月
一
〇
日
の

｢道
の
日
｣
に
は
、
国
･
県
･
市
の
道

路
管
理
者
合
同
で
、
今
回
で
五
回
目
と
な
る

｢ふ
れ
愛
ロ

ー
ド
セ
ッ
シ
ョ
ン
“
｣
を
大
分
市
竹
町
ガ
レ
リ
ア
広
場
で

開
催
。
ラ
ジ
オ
の
公
開
生
放
送
を
通
じ
て
、
各
道
路
管
理

者
の
事
業
説
明
や
道
路
愛
護
を
呼
び
か
け
た
。
広
場
内
に

は
ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー
や
パ
ネ
ル
展
示

･
P
R
コ
ー
ナ
ー
、

安
全
運
転
体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
設
け
ら
れ
、
通
り
が
か

り
の
人
々
が
興
味
深
く
見
入
っ
た
り
楽
し
ん
で
い
た
。
ま

た
、
親
子
バ
ス
ツ
ア
ー
に
は
二
〇
組
四
〇
名
が
参
加
し
、

日
出
B
P
南
端
ト
ン
ネ
ル
や
大
分
自
動
車
道
米
良
-
宮
河

内
間
の
工
事
現
場
見
学
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
初
め
て
入

る
ト
ン
ネ
ル
工
事
現
場
で
は
、
工
事
関
係
者
の
説
明
に
興

味
深
く
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。

管
内
の
道
路
清
掃
を
各
出
張
所
毎
に
実
施
し
た
。
事
務

所
全
体
に
呼
び
か
け
河
川
系
･
事
務
系
の
職
員
も
多
数
参

加
し
、
延
べ
六
五
名
で
炎
天
下
の
も
と
汗
を
流
し
て
、
歩

道
や
植
裁
帯
の
空
き
缶
や
ゴ
ミ
拾
い
を
行
っ
た
。
清
掃
の

様
子
は
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
放
送
さ
れ
た
。

夜
間
特
車
指
導
取
締
り
に
は
、
事
務
所
の
今
年
度
新
規

採
用
職
員
に
も
参
加
し
て
も
ら
い
、
取
締
り
の
状
況
を
見

学
し
た
り
、
広
報
チ
ラ
シ
や
P
R
グ
ッ
ズ
の
配
布
な
ど
を

し
て
も
ら
っ
た
。
参
加
者
か
ら
は
、
初
め
て
の
体
験
に
｢道

路
管
理
っ
て
大
変
な
仕
事
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
な
あ
｣
な

ど
驚
き
の
声
が
で
て
い
た
。
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宮
崎
工
事
事
務
所

八
月
一
〇
日
道
の
日
を
、
｢兜
宮
崎
道
の
日
ま
つ
り
｣と

銘
打
っ
て
、
他
の
道
路
管
理
者
と
共
同
で
市
内
の
ボ
ン
ベ

ル
タ
橘
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
で
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

し
た
。

当
日
は
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
の
橘
太
鼓
響
座

に
よ
る
太
鼓
、
小
学
生
の
道
の
絵
コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式
、

街
角
ク
イ
ズ
、
道
の
日
シ
テ
ィ
F
M
公
開
生
放
送
を
行
っ

た
。
ま
た
、
沿
道
の
市
民
に
チ
ラ
シ
や
道
の
日
グ
ッ
ズ
の

商店街でP R用品配布 (長崎)



配
布
を
行
っ
た
。

特
に
、
道
の
日
シ
テ
ィ
F
M
公
開
生
放
送
で
は
、
イ
ベ

ン
ト
会
場
に
集
ま
っ
て
く
る
人
だ
け
に
広
報
す
る
の
で
は

な
く
、
シ
テ
ィ
F
M
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
通
り
す
が
り
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ジ
オ
を
聞
い

て
い
る
リ
ス
ナ
ー
に

｢道
の
日
｣
の
存
在
、
｢道
｣
の
持
つ

役
割
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
、
道
へ
の
関
心
や
道
の
大
切

さ
を
訴
え
た
。
ま
た
、
放
送
の
中
で
、
当
事
務
所
の
道
路

事
業
の
紹
介
、
三
二
如
と
い
う
全
国
で
一
番
長
い
規
制
区

間
の
あ
る
国
道
二
二
〇
号
線
が
な
ぜ
度
々
通
行
止
に
な
る

の
か
等
を
説
明
し
て
、
道
路
事
業
や
通
行
止
へ
の
理
解
と

協
力
を
お
願
い
し
た
。

マ
ス
コ
ミ
も
、
地
元
N
H
K
、
M
R
T
、
U
M
K
テ
レ

ビ
、
宮
日
新
聞
が
取
材
に
訪
れ
、
テ
レ
ビ
放
映
、
新
聞
へ

の
掲
載
も
な
さ
れ
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
目
的
で
あ

る
道
路
へ
の
関
心
と
道
路
愛
護
精
神
の
普
及
を
図
る
こ
と

が
で
き
た
。

そ
の
他
に
も
、
八
月
三
日
-
一
〇
日
ま
で
、
道
の
日
道

路
絵
画
写
真
展
を
J
R
宮
崎
駅
中
央
コ
ン
コ
ー
ス
で
行
い
、

道
の
絵
コ
ン
ク
ー
ル
と
し
て
、
宮
崎
市
内
の
小
学
生
へ
道

の
絵
を
公
募
し
、
応
募
の
あ
っ
た
て

七
六
八
点
の
中
か

ら
最
優
秀
賞
一
点
、
優
秀
賞
四
点
、
入
選
四
五
点
に
選
ば

れ
た
い
ず
れ
も
夢
の
あ
る
絵
計
五
〇
点
と
道
路
事
業
を
紹

介
す
る
写
真
パ
ネ
ル
を
展
示
し
た
。
初
日
の
三
日
は
、
テ

レ
ビ
放
映
も
さ
れ
た
。
ま
た
、
八
月
二
七
日
は
、
昨
年
度

に
引
き
続
き
、
日
南
市
立
油
津
小
学
校
六
年
生
に
よ
る
一

日
道
路
巡
視
員
を
実
施
し
た
。
一
日
道
路
巡
視
員
を
通
し

て
、
小
学
生
に
道
路
の
維
持
管
理
状
況
や
道
路
の
出
来
る

過
程
を
見
て
も
ら
い
道
路
へ
の
関
心
と
道
路
の
大
切
さ
を

培
っ
て
も
ら
っ
た
。

品
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
朗
読
に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
を
行

っ
た
。
図
画
の
最
優
秀
及
び
優
秀
作
品
に
つ
い
て
は
、
｢道

の
駅
｣
許
田
に
て
八
月
七
日
か
ら
八
月
一
三
日
ま
で
展
示

会
を
行
っ
た
。

ま
た
入
選
以
上
の
図
画
と
作
文
に
つ
い
て
は
七
月
二
八

日
よ
り
八
月
二
日
ま
で
那
覇
市
内
の
と
ま
り
ん
に
お
い
て

展
示
会
を
行
い
、
連
日
多
く
の
方
に
見
て
い
た
だ
い
た
。

中
央
地
区
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
及
び

街
頭
パ
レ
ー
ド

(八
月
一
〇
日
)

｢道
の
日
｣
の
当
日
は
、
午
前
中
ま
で
の
豪
雨
で
開
催
が

心
配
さ
れ
、
関
係
者
を
ヤ
キ
モ
キ
さ
せ
た
が
、
午
後
か
ら

は
雨
は
や
み
予
定
ど
お
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

街
頭
パ
レ
ー
ド
に
先
立
ち
那
覇
市
の
中
心
街
に
あ
る
パ

レ
ッ
ト
く
も
じ

｢
ふ
れ
あ
い
広
場
｣
に
お
い
て
華
々
し
く

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
は
じ
め

に
、
沖
縄
総
合
事
務
局
山
本
企
画
調
整
官
が
挨
拶
を
し
、

道
路
の
大
切
さ
、
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
た
。

次
に
今
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標
語
が
横

断
幕
の
掲
示
と
と
も
に
読
み
上
げ
ら
れ
た
後
、
ミ
ス
沖
縄

の
三
嬢
が

｢道
の
日
｣
の
宣
誓
を
声
高
々
に
力
強
く
行
い
、

大
き
な
拍
手
を
受
け
た
。
そ
の
後
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
移

り
、
最
初
に
沖
縄
の
伝
統
芸
能
で
あ
る
エ
イ
サ
ー
の
衣
装

を
ま
と
っ
た

｢琉
球
園
祭
り
太
鼓
｣
の
子
供
た
ち
が
勇
壮

な
踊
り
と
と
も
に
力
強
い
太
鼓
の
音
を
響
か
せ
、
道
行
く

多
く
の
人
の
足
を
止
め
て
魅
了
し
た
。
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｢道
路
を
ま
も
る
月
間
』
÷
道
の
日
』
の
行
事

沖
縄
総
合
事
務
局

今
年
度
も
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣沖
縄
地
方
推
進
協

議
会

(会
長
沖
縄
総
合
事
務
局
長
、
構
成
沖
縄
県
下
の
道

路
管
理
者
)
は
八
月
の
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣、
八
月
一

○
日
の

｢道
の
日
｣
の
趣
旨
に
そ
い
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、

新
聞
に
よ
る
広
報
を
は
じ
め
、
次
の
各
種
行
事
を
実
施
し
、

道
路
の
正
し
い
利
用
と
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
に
努
め
た
。

図
画

･
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

県
下
の
小
･
中
学
生
を
対
象
に
図
画
･
作
文
の
募
集
を

行
い
、
図
画
と
作
文
あ
わ
せ
て
七
、
六
四
八
点
も
の
素
晴

ら
し
い
作
品
の
応
募
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
最
優
秀
、

優
秀
、
佳
作
、
入
選
を
決
定
し
、
七
月
二
一
日
に
表
彰
式

を
行
い
、
賞
状
･
副
賞
を
授
与
し
た
。
作
文
の
最
優
秀
作



の
拠
点
を
設
け
、
道
行
く
人
々
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
粗
品

を
手
渡
し

｢道
の
日
｣
と

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
広

報
を
行
っ
た
。

な
お
、
中
央
地
区
以
外
で
も
、
宮
古
･
八
重
山
地
区
な

ど
沖
縄
県
内
五
地
区
に
お
い
て
街
頭
広
報
等
種
々
の
活
動

を
行

っ
た
。

道
路
愛
護
功
労
者
表
彰

八
月
一
〇
日
に
、
沖
縄
総
合
事
務
局
に
お
い
て
表
彰
式

を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
道
路
の
美
化
、

道
路
の
正
し
い
利
用
な
ど
道
路
愛
護
に
努
め
、
そ
の
功
績

が
顕
著
な
者
と
し
て
県
内
道
路
管
理
者
か
ら
推
薦
の
あ
っ

た
者
を
厳
選
し
て
表
彰
す
る
も
の
で
、
今
年
度
は
個
人
二

名
と
七
団
体

(建
設
大
臣
表
彰
一
団
体
含
む
)
が
表
彰
さ

れ
た
。

一
日
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル

(八
月
一
〇
日
)

道
路
の
正
し
い
利
用
と
道
路
愛
護
の
普
及
を
図
る
た
め
、

県
内
の
小
学
生
を
対
象
に
国
道
事
務
所
及
び
県
土
木
事
務

所
に
お
い
て
、

一
日
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
た
。
事

務
所
に
お
い
て
、
小
学
生
二
三
名
に

｢
一
日
道
路
パ
ト
ロ

ー
ル
員
｣
の
任
命
書
を
授
与
し
た
後
、
パ
ト
ロ
ー
ル
車
や

路
面
清
掃
車
に
乗
車
し
て
事
務
所
管
内
の
一
日
道
路
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
し
た
。

親
子
道
路
施
設
見
学
会

(八
月
一
三
日
)

道
路
施
設
を
親
子
で
見
学
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
の

次
に
平
成
9
年
度
全
国

マ
ー
チ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

で
金
賞
を
受
賞
し
た
金
城
中
学
校
に
よ
る
マ
ー
チ
ン
グ
バ

ン
ド
が
行
わ
れ
、
軽
快
な
演
奏
と
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動
き
で
、

広
場
に
集
ま
っ
た
多
数
の
人
々
を
楽
し
ま
せ
、
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
は
大
盛
況
の
内
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
会
場
の
一
角
で
は
、
国
道
沿
い
に
植
え
て
あ
る

ヤ
シ
の
木
か
ら
採

っ
た
ヤ
シ
の
実
を
人
々
に
配
っ
た
。

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
終
了
後
、
パ
ト
ロ
ー
ル
車
を
先
頭
に

金
城
、
上
山
の
両
中
学
校
の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
も
加
わ
っ
た

約
二
五
〇
名
の
街
頭
パ
レ
ー
ド
に
移
り
地
元
の
人
の
み
な

ら
ず
多
数
の
観
光
客
が
見
守
る
な
か
、
那
覇
市
の
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト

｢国
際
通
り
｣
約
一
･
五
畑
を
横
断
幕
を
掲

げ
行
進
し
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
、
国
際
通
り
に
P
R
活
動

ござ
ら
鰈

も

　
　
　
　

　
　
　　

　

も
つ
役
割
、
正
し
い
利
用
の
あ
り
方
等
道
路
に
対
す
る
認

識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
る
。
今
回
は
、

沖
縄
自
動
車
交
通
管
制
室
や
浜
比
嘉
大
橋
な
ど
の
見
学
に

一
三
ニ
組
五
二
人
の
親
子
が
参
加
し
、
熱
心
に
職
員
の
話
に

耳
を
傾
け
、
多
く
の
質
問
を
発
し
、
道
路
に
つ
い
て
の
関

心
を
深
め
た
。
子
供
達
に
と
っ
て
は
、
道
路
施
設
が
よ
り

身
近
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

今
度
と
も
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
｢道
の
日
｣
の
充
実

を
図
り
道
路
の
正
し
い
利
用
、
道
路
の
大
切
さ
に
つ
い
て

の
認
識
を
広
め
て
い
き
た
い
。

ヴ//〇



環
境
影
響
評
価
法
の
脆
衙
と

省
令
鞠
並
及
び
関
連
通
達
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
環
境
課

ー
を
比
較
し
た
も
の
を
図
ー
に
示
す
。

表
1
、
図
1
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
実
施
要
綱
に
よ
る

環
境
影
響
評
価
と
法
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
最
も
大
き

な
違
い
は
、
法
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
で
は
、
実
施
要
綱

に
よ
る
環
境
影
響
評
価
に
は
な
か
っ
た
、
①
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
の
手
続
き
と
②
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
の
手
続
き
が
導
入
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。

1

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
手
続
き

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
必
ず
環
境
影
響
評
価
を
行
う

と
さ
れ
て
い
る
事
業

(以
下

｢第
一
種
事
業
｣
と
い
う
)

残

の
規
模
に
満
た
な
い
事
業
で
あ
っ
て
も
、
一
定
規
模
以
上

セ行

の
事
業

(以
下

｢第
二
種
事
業
｣
と
い
う
)
に
つ
い
て
は
、
道

主
務
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
勘
案
し
て
個
別
に

“

環
境
影
響
評
価
の
必
要
性
を
判
断
す
る
と
い
う
手
続
き
で

一

は
じ
め
に

建
設
省
所
管
の
道
路
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
昭
和
五
九
年
八
月
二
八
日
付
閣
議

決
定

｢環
境
影
響
評
価
の
実
施
｣
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た

｢建
設
省
所
管
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
実
施
要
綱

(昭
和
六
〇
年
四
月
一
日
、
以
下
｢実
施
要
綱
｣と
い
う
)｣

に
よ
り
実
施
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成

=

年
六
月
一
二
日
よ
り
環
境
影
響
評
価
法

(平
成
九
年
法
律

第
八
一
号
、
以
下

｢法
｣
と
い
う
)
が
全
面
施
行
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
今
後
は
こ
の
法
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
と

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

①
こ
れ
ま
で
の
実
施
要
綱
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
と
法

に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
違
い

②
法
公
布
以
降
制
定
さ
れ
た
施
行
令
、
規
則
、
省
令
の

内
容

③
今
般
の
法
施
行
に
伴
い
、
改
正
さ
れ
た
省
令
及
び
新

た
に
発
出
さ
れ
た
通
達
の
内
容

に
つ
い
て
概
説
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

実
施
要
綱
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
と
法
に

よ
る
環
境
影
響
評
価
の
違
い

実
験
要
綱
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
と
法
に
よ
る
環
境
影

響
評
価
の
違
い
を
、
①
法
制
上
の
位
置
づ
け
、
②
対
象
と

す
る
事
業
、
③
環
境
影
響
評
価
の
内
容
、
④
環
境
影
響
評

価
の
手
法
、
⑤
地
方
公
共
団
体
の
条
例
と
の
関
係
及
び
⑥

環
境
影
響
評
価
の
手
続
き
の
特
例
等
、
の
観
点
か
ら
整
理

し
た
も
の
を
表
1
に
示
す
。
ま
た
、
実
施
要
綱
に
よ
る
環

境
影
響
評
価
と
法
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
手
続
き
フ
ロ



表 1 ｢実施要綱｣ と 辞去｣ による環境影響評価の違い

実施要綱による環境影響評価 法による環境影響評価

Q法制上の位置付け

1)環境影響評価の法律上の義務化
行政指導とtラ形で、事業者の任意の協力に依拠して実施.

2)事業実施の制限
(規定なし)

3)環境影響評価の結果の許認可等への反映
行政指導であるため、環境影響評価の結果を許認可等に反映させるこ

とには限界話許認可等に係る法律の規定に反しない限りにおいて、配慮。)

(2)対象とする事業
l濁‘業種の追加

道路、河川等11事業。

2)スクリーニング手続
(規定なし)

(3)環境影響評価の内容
1)環境影響評価の対象と視点

対象となる環境は、公害の防止 (大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、
悪臭、地盤沈下、土壌汚染)及び自然環境の保全 (動物、植物、地形 ･
地質、景観、野外レクリエーション地)。

あらかじめ事業者が環境基準等を環境保全団票として設定し、こ1
れを達成するか否かの観点から譜面。 j

2)スコーピング手続 (早期段階からの環境情報の収集)
(規定なし)

3)準備書 ･評価書の記載事項の拡充
(規定なし)

(“環境影響評価の手続の改善
1)意見聴取手続

意見提出の機会は1回(準備書段階)。地方公共団体以外の一般の意見
提出者は、関係地域の住民に限定

2)評価書の補正

評価書の公告後、評価書を主務大臣に送付。主務大囲ま、許認可等に
当た増己慮。 (評価書の補正手続なし)

3)環境庁長官の意見
環境庁長官は、主務大臣から求められたときのみ意見。

4)評価書の公告後の環境評価の再実施
(規定なし)

(5地方公共団体の条例との関係
地方公共団体の環境影響評価条例等について、閣議決定要綱との軽創生

の配意を要請.

事業者の法律上の義務として実施。

事業者は、評価書の公告を行うまでは、対象事業を実施してはならない。

環境影響評価法で横断条項を規定することにより、許認可等に係る個別法

の審査基準に環境の保全の観点が含まれない場合であっても、環境影響評価

の結果を許認可等に確実に反映。

発電所を追加し、12事業。
事業種の詳細は政令で定められ、新たに大規模林道、在来線鉄道を追加。

必ず環境影響評価を行う事業 (第一種事業)の規模に満たない事業であっ
ても、一定規模以上の (第二種事業)については、主務大臣が都道府県知事

の意見を勘案して個別に環境影響評価の要否を判断する手続 (スクリーニン
グ手続)を導ん 事業者はこれに従い環境影響評価を実施,

対象となる環境は、環境基本法の環境一般。(公害の防止及び自然環境の保

全のほか、例ねズ生物の多様性、地球環境問題、廃棄物の発生の抑制、人と

自然の触れ合い、アメニティ等のよりよい環境の状況の確保等が検討)
実行可能な範囲内で環境への影響ををできる限り回避し、低減するも1

のであるか否かを評価する視点を取り入れる。 ′

事業者が環境影響評価の方法書を公告 ･縦覧し、地方公共団体や住民等の
意見を聴いて、環境影響評価の項目と手法を個別に選定する手続 (スコーピ

ング手続)を導入。

準備書等の記載事項に、以下の事項を追加。
･予測の不確実性に関する事項。

偲 瀦 轢 礬 にもかかわば 影響の内容、程度が明らか】

･環境保全措置の検討の経過,
(複数案の比較検討、実行可能なよりよい技術の導入の検討等。 )

･評価後の調査と、これに基づく環境保全措置。
(フォローアップ)

･委託先の名称等.

意見提出の機会は2回 (方法書及び準備書段階)。
一般の意見提出者については、地域限定を撤廃。

評価者の公告前に、主務大臣や環境庁長官の意見を求め、必要に応じ評価
書を補正。補正後の評価書を送付後、公告。

環境庁長官は、自らの判断で必要に応じ主務大臣に意見。

評価書の公告後、事業実施区域及びその周辺の環境変化等特別の事情があ

るときは、事業者は環･兆“百“,曲の再実施が可能。

↓堺暁影冨げ門馬法の対象事業以外の事業に係る環境影響評価の手続、②環

境影響評価法の手続についての地方公共団体における手続 (地方公共団体の
意見形成のための審議会や公聴会の開催等)について、条例を定めるこげま

可能。

圏環境影響評価の手続の特例等
①都市計画に定められる対象事業等に関する特例

都市計画決定権者が事業者に代わるものとして、都市計画決定手続と併せて環境影響評価を実施,
②港湾計画に係る環境影響評価の手続

港湾管理者が重要港湾に係る一定の港湾計画の決定について環境影響評価を実施,
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あ
る
。
第
一
種
事
業
及
び
第
二
種
事
業
の
要
件
は
、
環
境

影
響
評
価
法
施
行
令
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は

表
2
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

2

ス
コ
ー
ピ
ン
グ
手
続
き

ス
コ
ー
ピ
ン
グ
と
は
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評

ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ

ス
コ
ー
ピ
ン
グ

一

三

-

　務
、

主

崖
l1↓
メミ匡

｣

知

-

(公告 縦覧)

外

的

　
　必要に応じ技た･

助言 (主務大臣)

　
　

　

　

胎
意

　

　

　
　

　

　　

　

　　

要

,

愁

告倭

準備書の作成

(公告 ･ 等
等

民
事

住
知

兄
見

意
意

価
の
項
目
並
び
に
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法

を
記
載
し
た
方
法
書
を
公
告
･
縦
覧
し
、
地
方
公

共
団
体
や
住
民
等
の
意
見
を
聞
い
て
、
項
目
と
手

法
を
個
別
に
選
定
す
る
と
い
う
手
続
き
で
あ
る
。

表 2 第一種事業及び第二種事業の要件 (環境影響評価法施行令の別表第一より)

へ

一般
国
道
の
改
築
の
事
業
で
あ
っ
て
、

道
路
の
区
域
を
変
更
し
て
車
線
の
数
を
増

加
さ
せ
又
は
新
た
に
道
路
を
設
け
る
も
の

(車
線
の
数
の
増
加
に
係
る
部
分
(改
築

後
の
車
線
の
数
が
四
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
)
及
び
変
更
後
の
道
路
の
区
域
に

お
い
て
新
た
に
設
け
ら
れ
る
道
路
の
部
分

(車
線
の
数
が
四
以
上
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
)
の
長
さ
の
合
計
が
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)

ホ

道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八

十
号
)
第
五
条
第
一項
に
規
定
す
る
道
路

(首
都
高
速
道
路
等
で
あ
る
も
の
を
除
く

。
以
下
｢
一般
国
道
｣
と
い
う
。
)
の
新

設
の
事
業

車̂
線
の
数
が
四
以
上
で
あ
り

、
か
つ
、
長
さ
が
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
道
路
を
設
け
る
も
の
に
限
る
。
)

ニ
首
都
高
速
道
路
等
の
改
築
の
事
業
で
あ

っ
て
、
車
線
の
数
の
増
加
を
伴
う
も
の
(

改
築
後
の
車
線
の
数
が
四
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
車
線
の
数
の
増
加
に
係
る
部
分
の

長
さ
が
一キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
)

ハ
道
路
整
備
特
別
措
置
法
(昭
和
三
十
一

年
法
律
第
七
号
)
第
七
条
の
二
第
一項
に

規
定
す
る
首
都
高
速
道
路
若
し
く
は
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
阪
神
高
速
道
路
又
は

同
法
第
七
条
の
十
四
第
一項
に
規
定
す
る

指
定
都
市
高
速
道
路
(以
下
｢首
都
高
速

道
路
等
｣
と
い
う
。
)
の
新
設
の
事
業
(

車
線
の
数
が
四
以
上
で
あ
る
道
路
を
設
け

る
も
の
に
限
る
。
)

ロ
高
遠
自
動
車
国
道
法
第
四
条
第
一項
の

高
速
自
動
車
国
道
の
改
築
の
事
案
で
あ
っ

て
、
車
線
(道
路
構
造
令
(昭
和
四
十
五

年
政
令
第
三
百
二
十
号
)
第
二
条
第
六
号

の
登
坂
車
線
、
同
条
第
七
号
の
屈
折
車
線

及
び
同
条
第
八
号
の
変
速
車
線
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
)
の
数
の
増
加
を
伴
う
も
の

(車
線
の
数
の
増
加
に
係
る
部
分
の
長
さ

が
一キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
)

イ

高
速
自
動
車
国
道
法
(昭
和
三
十
二
年

法
律
第
七
十
九
号
)
第
四
条
第
一項
の
高

速
自
動
車
国
道
の
新
設
の
事
業

第
一種
事
業
の
要
件

一般
国
道
の
改
築
の
事
業
で
あ
っ
て

、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
て
車
線
の

数
を
増
加
さ
せ
又
は
新
た
に
道
路
を

設
け
る
も
の
(車
線
の
数
の
増
加
に

係
る
部
分
(改
築
後
の
車
線
の
数
が

四
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
及

び
変
更
後
の
道
路
の
区
域
に
お
い
て

新
た
に
設
け
ら
れ
る
道
路
の
部
分
(

車
線
の
数
が
四
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
)
の
長
さ
の
合
計
が
七
･
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)

一般
国
道
の
新
設
の
享
楽
(車
線
の

数
が
四
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
長
さ

が
七
-五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
道
路
を
設

け
る
も
の
に
限
る
。
)

第
二
種
事
業
の
要
件

事
業
を
実
施
し
よ

う
と
す
る
者
(以

下
｢事
業
主
体
｣

と
い
う
。
)
が
建

設
大
臣
以
外
の
者

で
あ
る
場
合
に
つ

き
、
道
路
法
第
七

十
四
条
第
二
号
、

道
路
整
備
特
別
措

置
法
第
三
条
第
一

項
若
し
く
は
第
四

項
若
し
く
は
第
七

条
の
十
二
第
一項

若
し
く
は
第
四
項

又
は
本
州
四
国
連

絡
橋
公
団
法

昭̂

和
四
十
五
年
法
律

第
八
十
一号
)
第

一ニ十
一条
第
一項

道
路
整
備
特
別
措

置
法
第
七
条
の
三

第
一項
又
は
第
七

条
の
十
四
第
一項

若
し
く
は
第
六
項

法
律
の
規
定
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三

法
公
布
以
降
制
定
さ
れ
を
施
行
令
、
規
則
、

省
令
の
内
容

法
の
公
布
の
後
、
制
定
さ
れ
た
関
連
す
る
施
行
令
、
規

則
、
省
令
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

表 3 環境影響評価手続き中において手続きのやり直しを
必要としない軽微な修正の要件

事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件

道路の長さ

勲斑
以抄キ熱さ~帳繊

ねこ

対象事業実施区域の区域 ル
と

中
欧鱗か事城

象
区

対
期
な

業
新

事

が

象
城

対

区

の

た

o

前

れ

い

正

離

な

修
上
ら

以

な

車線の数 車線の数が増加しないこと
。

設計速度 設計速度が増加しないこと
。

表 4 環境影響評価手続き後において手続きのやり直しを
必要としない軽微な修正の要件

①
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令

(平
成
九
年
一
二
月
三
日
、

以
下

｢施
行
令
｣
と
い
う
)

②
環
境
影
響
評
価
法
施
行
規
則

(平
成
一
〇
年
六
月
一

二
日
、
以
下

｢規
則
｣
と
い
う
)

③
道
路
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当

該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に

行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境

の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る

省
令

(平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
、
以
下

｢主
務
省

令
｣
と
い
う
)

事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件

道路の長さ

耿嬬抄↑沙さ、窿道"
対象事業実施区域の区域 ル

と
中
殴

餅
施

鋤
寮

か
事

城
象

区

対
期
知

業
新

事

が

象

城

o

対

区

と

の

た

こ

前

れ

い

更

雛

な

変

上

ら

以

な

車線の数 車線の数が増加しないこと
。

設計速度 設計速度が増加しないこと
。

ゑ
ゆ

ネ

は

ン
又

ト
架

、
高

別

土

は

の

切

く

造

、
し

構

土

若
の

盛
橋
他

取
彬

高

一

は
餅

o

し

p

こ

繃
斑
狄

久
篩
乱

ネ
閖
麩

ン
別

て

ト

の

い

、
造

お

城
端
靴

、
他

区

土

の

の

盛
そ
上

は

以

の

さ

国

交

連

当

設

も

下

区

通

結

車

と

を

で

施

る

以

等

電

交

運

動

路

設

設

の
す

(

ジ

烟

と

を

自

道

施

施

道

有

域

ン
准

道

設

逮

他

る

の

国

を

区

ェ
“

国

施

高

の

す

め

車

模

る

チ

の

重

る

の

そ

供

た

動

規

ず

一
う

動

す

め

設
に

る

自

る

置

夕

い

自

供

た

施

用

せ

速

ず

設

ン

と

速

に

る

の

の

さ

高

準

を

イ

｣

高
用
せ

道

通

結

該

に

の
｢

城

膨
た

弱
-纖詠

タ

た

ら

ン
れ

な

イ

離

と

の

上

城

前

以

区

更
ル
等

変

ト

ジ
一
ン

ー

施
行
令

施
行
令
は
、
平
成
九
年
三
一月
三
日
付
で
制
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
①
法
の
第
二
条
第

二
項
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
た
前
述
の
第
一
種
事
業
と
第
二

種
事
業
の
要
件
と
②
法
の
第
二
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条

に
従
っ
て
規
定
さ
れ
た
軽
微
な
修
正
に
お
い
て
環
境
影
響

評
価
の
や
り
直
し
の
手
続
き
を
要
し
な
い
修
正
の
要
件
等

で
あ
る
。

環
境
影
響
評
価
の
や
り
直
し
の
手
続
き
を
要
し
な
い
修

正
の
要
件
と
は
、
具
体
的
に
は
、
方
法
書
の
公
告
･
縦
覧

以
降
評
価
書
の
公
告
･
縦
覧
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
環
境
影
響

評
価
の
手
続
き
実
施
中
に
お
け
る
、
軽
微
な
修
正
に
お
い

て
環
境
影
響
評
価
手
続
き
の
や
り
直
し
を
行
う
必
要
の
な

い
要
件

(表
3
)
と
、
評
価
書
の
公
告
･
縦
覧
以
降
事
業

の
実
施
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
環
境
影
響
評
価
手
続
き
終
了
後

の
軽
微
な
修
正
に
お
い
て
環
境
影
響
評
価
手
続
き
の
や
り

直
し
を
行
う
必
要
の
な
い
要
件

(表
4
)
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
を
表
3
、
表
4
に
示
す
。

道行セ 99.9 7!

2

施
行
規
則
及
び
主
務
省
令

施
行
規
則
と
主
務
省
令
は
、
と
も
に
平
成
一
〇
年
六
月

一
二
日
付
で
制
定
さ
れ
て
い
る
o

◎

施
行
規
則

施
行
規
則
で
は
、
方
法
書
･
準
備
書
･
評
価
書
に
つ
い

て
の
公
告
の
方
法
、
縦
覧
の
場
所
、
公
告
す
る
事
項
、
意

見
書
の
提
出
及
び
説
明
会
の
開
催
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
規
定
し
て
い
る
o

②

主
務
省
令

主
務
省
令
で
は
、
①
第
二
種
事
業
の
判
定
基
準
、
②
方

法
書
の
作
成
、
③
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
と
認
め
ら
れ

る
地
域
、
④
環
境
影
響
評
価
の
項
目
等
の
選
定
指
針
、
⑤

環
境
保
全
措
置
に
関
す
る
指
針
、
⑥
準
備
書
の
作
成
、
⑦



評
価
書
の
作
成
及
び
⑧
評
価
の
補
正
に
関
し
、
定
め
る
こ

該
第
二
種
事
業
の
内
容
が
相
当
程
度
の
環
境
影
響

と
と
し
て
た
が
、
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
段
階
で
は
、

を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
こ
と
。

上
記
の
う
ち
①
か
ら
⑤
ま
で
に
つ
い
て
制
定
し
、
⑥
か
ら

⑧
に
つ
い
て
は
平
成
一
一
年
六
月
三
一日
付
の
省
令
改
正

時
に
お
い
て
、
①
、
②
に
関
す
る
修
正
･
追
加
分
と
あ
わ

せ
て
制
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
一
〇
年
六
月
三
一日
段
階
に
お
け
る
主
務
省
令
の

概
要
を
以
下
に
示
す
。

①

第
二
種
事
業
の
判
定
基
準

届
出
に
係
る
第
二
種
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
第
二

種
事
業
が
以
下
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
判
定
権
者

(免
許
権
者
等
)
が
環
境
影
響
の

程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
、

法
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
き
を
実

施
さ
せ
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

a
事
業
の
内
容
に
よ
り
、
同
種
の
一
般
的
な
事
業
と

比
べ
て
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る

恐
れ
が
大
き
い
こ
と
o

b
環
境
影
響
を
受
け
や
す
い
対
象
が
存
在
し
、
当
該

第
二
種
事
業
の
内
容
が
相
当
程
度
の
環
境
影
響
を

及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
こ
と
。

G
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
法
令
等
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
対
象
が
存
在
し
、
当
該
第
二
種
事
業
の
内

容
が
相
当
程
度
の
環
境
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ

る
↓
こ
1と
o

d
既
に
環
境
が
悪
化
し
て
い
る
地
域
が
存
在
し
、
当

を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
こ
と
。

e
他
の
密
接
に
関
連
す
る
同
種
の
事
業
と
一
体
的
に

行
わ
れ
、
事
業
の
規
模
の
合
計
が
第
一
種
事
業
の

規
模
に
該
当
し
、
又
は
総
体
と
し
て
b
-
d
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

②

方
法
書
の
作
成

方
法
書
の
作
成
に
関
し
、
事
業
の
内
容
、
対
象
事

業
実
施
区
域
及
び
そ
の
周
囲
の
概
況
、
環
境
影
響
評

価
の
項
目
･
手
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
記
載
事
項
及
び
そ
の
要
領
を
定
め
た
。

③

環
境
影
響
評
価
を
受
け
る
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
地

域a
方
法
書
の
周
知
を
図
る
範
囲
と
し
て
定
め
ら
れ
る

環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に

つ
い
て
、
事
業
者
が
こ
れ
を
定
め
る
際
の
要
件
を

定
め
た
。

b
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

地
域
は
、
対
象
事
業
実
施
区
域
及
び
既
に
入
手
し

て
い
る
情
報
に
よ
っ
て
一
以
上
の
環
境
要
素
に
係

る
環
境
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
地
域
と
し
た
。

④

環
境
影
響
評
価
の
項
目
等
の
選
定
指
針

事
業
者
が
環
境
影
響
評
価
を
行
う
項
目
並
び
に
調

査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ

て
の
指
針
を
定
め
た
。

a
項
目
等
の
選
定
に
際
し
て
把
握
す
る
事
業
特
性
及

び
地
域
特
性
の
内
容
に
つ
い
て
規
定
し
た
。

b
環
境
影
響
評
価
の
項
目
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、

事
業
の
環
境
要
因
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
重
大

性
を
踏
ま
え
て
、
主
務
省
令
で
示
す
標
準
項
目
に

必
要
に
応
じ
追
加
、
削
除
を
行
う
こ
と
に
よ
り
選

定
す
る
こ
と
等
を
規
定
し
た
。

G
環
境
要
素
の
範
囲
に
は
、
従
来
の
環
境
影
響
評
価

の
項
目
で
あ
る
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
な
ど
の
典

型
七
公
害
、
動
植
物
等
に
加
え
、
生
態
系
、
人
と

自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
、
廃
棄
物
等
が
含

ま
れ
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

d
環
境
要
素
の
区
分
ご
と
の
調
査
･
予
測
･
評
価
の

手
法
の
基
本
的
内
容
、
標
準
項
目
に
係
る
調
査
及

び
予
測
の
手
法
は
主
務
省
令
で
示
す
標
準
手
法
に

必
要
に
応
じ
重
点
化

(標
準
手
法
よ
り
詳
細
な
手

法
)、
簡
略
化
(標
準
手
法
よ
り
簡
略
化
さ
れ
た
手

法
)
を
行
う
こ
と
に
よ
り
選
定
す
る
こ
と
等
を
規

定
し
た
。

e
評
価
の
手
法
は
、
環
境
影
響
が
事
業
者
の
よ
り
実

行
可
能
な
範
囲
内
で
で
き
る
限
り
回
避
さ
れ
、
ま

た
は
低
減
さ
れ
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
環
境
保
全
に
つ
い
て
の
配
慮
が
適
正

に
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
環
境
基
準
等
と
調

査
･
予
測
結
果
と
の
間
に
整
合
が
図
ら
れ
て
い
る

か
ど
う
か
を
評
価
す
る
手
法
で
あ
る
こ
と
等
に
留
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意
し
て
選
定
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

⑤

環
境
保
全
措
置
に
関
す
る
指
針

事
業
者
が
環
境
影
響
評
価
を
行
う
過
程
に
お
い
て

環
境
保
全
措
置
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
の
指
針
を

定
め
た
。

a
事
業
者
は
、
環
境
影
響
が
な
い
ま
た
は
極
め
て
小

さ
い
場
合
以
外
は
、
事
業
者
に
よ
り
実
行
可
能
な

範
囲
内
で
環
境
影
響
を
で
き
る
限
り
回
避
し
、
又

は
低
減
す
る
こ
と
、
必
要
に
応
じ
損
な
わ
れ
る
環

境
の
有
す
る
価
値
を
代
償
す
る
こ
と
及
び
環
境
基

準
等
の
達
成
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
環

境
保
全
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

b
環
境
保
全
措
置
は
、
回
避
･
低
減
を
検
討
し
た
後

に
必
要
に
応
じ
代
償
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
、
検

討
後
に
複
数
案
の
比
較
検
討
や
実
行
可
能
な
よ
り

良
い
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
等

の
検
証
を
行
う
こ
と
等
を
規
定
し
た
。

C
事
業
者
は
、
予
測
の
不
確
実
性
が
大
き
い
選
定
項

目
に
つ
い
て
の
環
境
保
全
措
置
又
は
効
果
に
係
る

知
見
が
不
十
分
な
環
境
保
全
措
置
を
講
ず
る
場
合

で
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
事
後
調
査

(工
事
の
実
施

中
及
び
供
用
後
の
環
境
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め

の
調
査
)
を
行
う
こ
と
等
を
規
定
し
た
。

帥

評
価
書
の
作
成

(第
十
九
条
)

(法
第
二
十
一
条
第
二
項
関
係
)

評
価
書
の
作
成
に
関
し
、
準
備
書
の
記
載
事
項
及
び
記

載
上
の
留
意
事
項
の
規
定
を
準
用
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

作
成
に
当
た
っ
て
は
、
準
備
書
に
記
載
し
た
事
項
と
の
相

違
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。

ほ

評
価
書
の
補
正

(第
二
十
条
)
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(法
第
二
十
五
条
第
二
項
関
係
)

評
価
書
の
補
正
に
関
し
、
補
正
に
当
た
っ
て
は
、
修
正

前
の
評
価
書
に
記
載
し
た
事
項
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。

2

関
連
通
達

主
務
省
令
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
、
道
路
事
業
に
係
る
環

境
影
響
評
価
を
適
正
に
行
う
た
め
、
主
務
省
令
の
解
説
を

目
的
と
し
た
通
達
を
別
紙

(
一
部
省
略
)
の
よ
う
に
平
成

三

年
六
月
三

日
付
で
発
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

改
正
省
令
と
関
連
通
達

ー

改
正
省
令

平
成
一
〇
年
六
月
三
一日
付
け
の
主
務
省
令
は
、
前
述

の
よ
う
に
平
成
一
一
年
六
月
三
一日
付
け
で
改
正
さ
れ
て

い
る
。
改
正
の
主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
新

旧
対
照
表
は
表
5
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

0

第
二
種
事
業
の
届
出

(第
一
条
)

(法
第
四
条
第
一
項
関
係
)

第
二
種
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
第
二
種
事

業
に
係
る
判
定
を
受
け
る
た
め
、
判
定
権
者

(免
許
権
者

等
)
に
届
け
出
る
届
出
書
の
様
式
を
定
め
た
。

②

方
法
書
の
作
成

(第
二
条
)

(法
第
五
条
第
一
項
関
係
)

方
法
書
の
作
成
に
関
す
る
記
載
事
項
の
う
ち
対
象
事
業

の
内
容
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
の
や
り

直
し
手
続
き
を
要
し
な
い
前
述
の
軽
微
な
修
正
等
の
範
囲

を
定
め
た
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
を
踏
ま
え
、
所
要
の

改
正
を
行
っ
た
。

③

準
備
書
の
作
成
に

(第
十
八
条
)

(法
第
十
四
条
第
一
項
関
係
)

準
備
書
の
作
成
に
関
し
、
①
対
象
事
業
の
内
容
、
②
調

査
、
予
測
及
び
評
価
の
結
果
、
③
環
境
保
全
措
置
、
④
事

後
調
査
、
⑤
環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価
、
等
に
つ
い
て

の
記
載
事
項
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
を
定
め
た
。



表
5

道
路
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
該
当
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

改

正

案

現

行

第
二
種
事
業
の
届
出
)

第
一
条

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令

(平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
条
第
一

項
に
お
い
て
｢令
｣
と
い
う
。)
別
表
第
一
の
一
の
項
の
ホ
又
は
へ
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
第
二
種

事
業

(次
条
に
お
い
て

｢第
二
種
道
路
事
業
｣
と
い
う
。)
に
係
る
環
境
影
響
評
価
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
)

第
一
条
の
二

第
二
種
道
路
事
業
に
係
る
法
第
四
条
第
三
項

(同
条
第
四
項
及
び
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
判
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
二
種
道
路
事
業
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
-
四

(略
)

第
二
種
道
路
事
業
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
の
要
件
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二
種
道
路
事
業

が
他
の
密
接
に
関
連
す
る
同
種
の
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
第
二
種
道
路
事
業
は
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
当
該
第
二
種
道
路
事
業
の
規
模
及
び
当
該
同
種
の
事
業
の
規
模
の
合
計
が
、
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
ホ
又

は
へ
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
の
う
ち
事
業
の
規
模
に
係
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
。

二

(略
)

(方
法
書
の
作
成
)

第
二
条

令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
ィ
か
ら
へ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
対
象
事
業

(以
下

｢対
象
道
路
事
業
｣
と
い
う
。)
に
係
る
事
業
者

(以
下
単
に

｢事
業
者
｣
と
い
う
。)
は
、

対
象
道
路
事
業
に
係
る
方
法
書
に
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
内
容
を
記
載
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
ー
三

(略
)

四

対
象
道
路
事
業
に
係
る
道
路
の
車
線
の
数

五

,対
象
道
路
事
業
に
係
る
道
路
の
設
計
速
度

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
道
路
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

(既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に

係
る
も
の
に
限
る
。
)
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更
に
よ
り
環
境
影
響
が
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
。

2

事
業
者
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
方
法
書
に
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
入
手
可
能
な
最
新
の
文
献
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り
把
握
し
た
結
果

(当
該
資
料
の
出
典
を
含
む
。)
を
第

(第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
)

(第
一
条

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令

(平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
。
次
項
第
一
号
及
び
次
条
第

一
項
に
お

い
て
｢令
｣
と
い
う
。)
別
表
の
一
の
項
の
ホ
又
は
へ
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
第
二
種
事
業

(以
下

こ
の
条
に
お
い
て

｢第
二
種
道
路
事
業
｣
と
い
う
。)
に
係
る
環
境
影
響
評
価
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
第
四

条
第
三
項
(同
条
第
四
項
及
び
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
判
定

に
つ
い
て
は
、
当
該
第
二
種
道
路
事
業
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
影
響
の
程

度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
-
四

(略
)

2

第
二
種
道
路
事
業
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
の
要
件
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二
種
道
路
事
業

が
他
の
密
接
に
関
連
す
る
同
種
の
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
第
二
種
道
路
事
業
は
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
当
該
第
二
種
道
路
事
業
の
規
模
及
び
当
該
同
種
の
事
業
の
規
模
の
合
計
が
、
令
別
表
の
一
の
項
の
ホ
又
は
へ

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
の
う
ち
事
業
の
規
模
に
係
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
。

二

(略
)

(方
法
書
の
作
成
)

第
二
条

令
別
表
の
一
の
項
の
イ
か
ら
へ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

対
象
事
業

(以
下
｢対
象
道
路
事
業
｣
と
い
う
。
)
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
内

容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
-
三

(略
)

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
道
路
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

(既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に

係
る
も
の
に
限
る
。)
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更
に
よ
り
環
境
影
響
が
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
。

2

事
業
者

(対
象
道
路
事
業
に
係
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
方
法
書
に
法
第

五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
入
手
可
能
な
最
新
の
文
献
そ
の
他
の
資
料
に
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五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
把
握
し
た
結
果
(当
該
資
料
の
出
典
を
含
む
。)
を
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
て

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

事
業
者
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
方
法
書
に
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握

3

事
業
者
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
方
法
書
に
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
結
果
を
記

し
た
結
果
を
記
載
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
概
要
を
適
切
な
縮
尺
の
平
面
図
上
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

載
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
概
要
を
適
切
な
縮
尺
の
平
面
図
上
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
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(略
)

4
1
5

(略
)

(準
備
書
の
作
成
)

第
十
八
条

事
業
者
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
道
路
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第
五
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
内
容
を
記
載
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

対
象
道
路
事
業
に
係
る
道
路
の
区
間

三

対
象
道
路
事
業
に
係
る
道
路
の
区
分
、
計
画
交
通
量
及
び
構
造
の
概
要

(盛
土
、
切
土
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
若

し
く
は
高
架
又
は
そ
の
他
の
構
造
の
別
を
含
む
。)

四

対
象
道
路
事
業
の
工
事
計
画
の
概
要

五

対
象
道
路
事
業
に
係
る
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
区
域

(高
速
自
動
車
国
道
と
交
通
の
用
に
供
す
る
施

設
を
連
結
さ
せ
る
た
め
の
高
速
自
動
車
国
道
の
施
設
そ
の
他
道
路
と
交
通
の
用
に
供
す
る
施
設
を
連
結
さ
せ
る

た
め
の
施
設
で
当
該
高
速
自
動
車
国
道
の
施
設
に
準
ず
る
規
模
を
有
す
る
も
の
を
設
置
す
る
区
域
を
い
う
。)
の

位
置

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
道
路
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

(既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に

係
る
も
の
に
限
る
。)
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更
に
よ
り
環
境
影
響
が
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

2

第
二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
対
象
道
路
事
業
に
係
る

準
備
書
を
作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
二
項
中

｢そ
の
他
の
資
料
｣

と
あ
る
の
は

｢そ
の
他
の
資
料
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
聴
取
又
は
確
認
｣
と
、
同
条
第
三
項
中

｢前

項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
｣
と
、
同
条
第
四
項
中

｢第
五
条
第
一
項
第
四

号
｣
と
あ
る
の
は

｢第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3

事
業
者
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
第
九
条
第
五
項
並
び
に
第
十
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
、
第
九
条
第
六
項
に
お
い
て
比
較
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

た
事
項
、
第
十
条
第
五
項
に
お
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
整
理
す
る
も
の
と
さ
れ
た
事
項
並
び
に
第
十
一
条

第
三
号
に
お
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
の
概
要
を

併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

事
業
者
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
口
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
状
況
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
検
証
の
結
果
及
び
第
十
六
条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

事
業
者
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

事
業
者
は
、
対
象
道
路
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に



別記様式 (第一条関係)

(評
価
書
の
補
正
)

第
二
十
条

事
業
者
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
道
路
事
業
に
係
る
評
価
書
の
補
正
を
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
を
一
覧
で
き
る
よ
う
と
り
ま
と
め
て
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(評
価
書
の
作
成
)

十
九
条

前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
対
象
道
路
事
業
に
係
る
評
価
書
を

作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
係
る
評
価
書
を

る
に
当
た
つ
て

ら に
}係

こ る
'--し

2幟

‐ 第
に 一
よ ≠
り の

第二種事業概要等届出書

氏 名

〔淺 弩勢総称、代表者の氏名及び〕

道路事業に係る第二種事業について、環境影響評価法第4条第1項の規定により次のとおり届け出
ます。

第二種事業の名称

第二種事業の目的

第二種事業の種類

第二種事業の規模

第二種事業が実施
されるべき区域

第二種事業に係る
技術、工法その他
の事業の内容のう
ち同種の一般的な
事業と比べて特に
異なっていると認
められる事項

記載要領
1 第二種事業の種類の欄は、一般国道の新設又は改築の別を記載すること。
2 第二種事業の規模の欄は、道路の長さについてキロメートルを単位とし、小数点以下第2位を切
り捨てて記載すること。
3 第二種事業が実施されるべき区域の欄は、当該第二種事業が実施されるべき区域が含まれる都道
府県及び市町村 (特別区を含む。)の名称を記載するものとし、当該区域及び周囲の概況を明らか
にした適切な縮尺の平面図を添付すること。
4 用紙の大きさは、日本工業規格A 4とすること。

力
に
し
な
け



別
紙

道
路
事
業
に
関
す
る
環
境
影
響
評
価
の
実
施
に
つ
い
て

　
　　　　
　

環
境
影
響
評
価
法

(平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
｢法
｣
と
い

う
。)が
平
成
九
年
六
月
十
三
日
に
公
布
さ
れ
、
平
成
十
一
年
六
月
十
二
日

か
ら
全
面
施
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
道
路
事
業
に
係

る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評

価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保

全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令

(平
成
十
年
建
設
省

令
第
十
号
。
以
下
｢省
令
｣
と
い
う
。)
が
平
成
十
年
六
月
十
二
日
に
公
布

施
行
さ
れ
、
ま
た
、
同
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(平
成
十
一
年
建

設
省
令
第
十
八
号
)
が
平
成
十
一
年
六
月
十
一
に
公
布
さ
れ
、
同
年
六
月

十
二
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
道
路
事
業
に
係
る
環
境
影

響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
下
記
の
事
項
に
十

分
留
意
さ
れ
た
い
。

記

第
1

第
二
種
事
業
の
届
出
関
係

第
二
種
事
業
の
届
出
の
段
階
で
は
、
事
業
の
諸
元
が
決
定
し
て
い
な

い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
届
出
書
で
は
、
事
業
の
詳
細
な
内

容
ま
で
を
記
載
す
必
要
は
な
く
、
事
業
の
目
的
、
種
類
、
規
模
、
事
業

が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
、
及
び
、
事
業
に
係
る
技
術
、
工
法
そ
の
他

の
事
業
の
内
容
の
う
ち
同
種
の
一
般
的
な
事
業
と
比
べ
て
特
に
異
な
っ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
す
る
。

第
2

第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
関
係

1

省
令
第
一
条
の
二
第

一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
で
い
う

｢入
手
可

能
な
知
見
｣
と
は
、
出
版
物
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、

一
般
的
に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
な
知
見
を
指
し
、
判
定
権
者
が
通

常
入
手
で
き
な
い
も
の
は
含
ま
れ
な
い
。

2

省
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
口
で
い
う

｢人
の
活
動
に
よ
っ

て
影
響
を
受
け
て
い
な
い
著
し
く
は
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
自
然

決
定
し
て
い
る
も
の
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

環
境
｣
に
は
、
自
然
環
境
保
全
法

(昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五

3

省
令
第
二
条
第
二

で
い
う

入

可

号
)
に
基
づ
く
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
に
お
け
る
植
生
自
然
度
十

か
ら
八
の
区
分
に
相
当
す
る
植
生

(自
然
草
原
、
自
然
林
、
二
次
林

の
う
ち
自
然
林
に
近
い
も
の
)、
原
生
流
域
、
河
川
の
水
際
線
の
中
で

人
工
改
変
を
受
け
て
い
な
い
河
岸
、
自
然
湖
岸
、
自
然
海
岸
等
が
該

当
です
る
。

な
お
、
植
生
自
然
度
七
の
区
分
に
該
当
す
る
植
生

(二
次
林
)
等

で
あ
っ
て
も
、
｢野
生
生
物
の
重
要
な
生
息
地
若
し
く
は
生
育
地
｣
に

該
当
す
る
も
の
は
、
同
号
口
に
該
当
す
る
。

3

省
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ニ
で
い
う

｢相
当
範
囲
に
わ
た

る
地
盤
の
沈
下
が
発
生
し
て
い
る
地
域
｣
と
は
、
国
及
び
対
象
と
な

る
道
路
事
業
が
実
施
さ
れ
る
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
公
共
団
体
等
が

既
に
公
表
し
て
い
る
資
料
等
に
よ
り
、
あ
る
程
度
の
地
域
的
な
広
が

り
を
も
っ
て
、
年
間
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
盤
の
沈
下
が
認

め
ら
れ
る
地
域
を
い
う
。

4

省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
で
い
う

｢他
の
密
接
に
関
連
す
る
同
種

の
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
｣
と
は
、
当
該
第
二
種
道
路
事
業
に
該

当
す
る
道
路
と
他
の
道
路
が
相
互
に
連
続
す
る
場
合
、
当
該
第
二
種

道
路
事
業
に
該
当
す
る
道
路
と
他
の
道
路
が
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
又

は
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
連
結
す
る
場
合
等
、
一
体
的
に
計
画

さ
れ
る
場
合
を
い
う
o

第
3

方
法
書
の
作
成
関
係

1

省
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
で
い
う
｢対
象
道
路
事
業
実
施
区
域
｣

と
は
、
当
該
道
路
事
業
に
よ
り
土
地
の
形
状
の
変
更
並
び
に
工
作
物

の
新
設
及
び
増
改
築
が
想
定
さ
れ
る
概
ね
の
範
囲
と
し
、
工
事
施
エ

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
等
の
設
置
が
想
定
さ
れ
る
概
ね
の
範
囲
も

含
む
も
の
と
す
る
。

な
お
、
｢対
象
道
路
事
業
実
施
区
域
｣
は
、
方
法
書
の
作
成
の
時
点

に
お
い
て
、
既
に
変
更
の
余
地
の
な
い
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い

る
区
域
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
対
象
事
業
の

実
施
が
見
込
ま
れ
る
区
域
を
い
う
。

2

省
令
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の

｢既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
内
容
｣

と
は
、
方
法
書
の
作
成
の
段
階
に
お
い
て
、
事
業
者
が
方
針
と
し
て

3

省
令
第
二
条
第
二
項
で
い
う

｢入
手
可
能
な
最
新
の
文
献
そ
の
他

の
資
料
｣
と
は
、
出
版
物
等
で
あ
っ
て
、
事
業
者
が
一
般
的
に
入
手

可
能
な
資
料
を
指
す
。

4

省
令
第
二
条
第
三
項
で
い
う

｢適
切
な
縮
尺
｣
は
、
対
象
道
路
事

業
実
施
区
域
及
び
そ
の
周
囲
の
概
況
を
平
面
図
上
に
示
す
こ
と
が
可

能
な
縮
尺
と
し
、
標
準
的
に
は
、
二
万
五
千
分
の
一
か
ら
五
万
分
の

一
程
度
の
縮
尺
と
す
る
。

第
4

事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
の
把
握
関
係

1

省
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ホ
で
い
う

｢計
画
交
通
量
｣
と
は
、

道
路
構
造
令

(昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
)
第
二
条
第
十

七
号
で
い
う

｢計
画
交
通
量
｣
を
い
う
。

2

省
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ホ
で
い
う

｢構
造
の
概
要
｣
と
は
、

以
下
の
内
容
を
い
う
o

の

道
路
構
造
の
種
類

(盛
土
、
切
土
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
若
し
く
は

高
架
、
そ
の
他
の
構
造
の
別
)、
概
ね
の
位
置
、
延
長

②

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
の
有
無
、
概
ね
の
位
置

③

休
憩
所

(パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
)
の
存
在

の
有
無
、
設
置
が
想
定
さ
れ
る
概
ね
の
位
置

@

換
気
塔
の
存
在
の
有
無
、
設
定
が
想
定
さ
れ
る
概
ね
の
位
置

3

省
令
第
五
条
第
一
項
第

一
号
へ
で
い
う

｢工
事
計
画
の
概
要
｣
と

は
、
以
下
の
内
容
を
い
う
。

の

本
線
工
事
に
お
け
る
区
分

(土
工
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
梁
･
高

架
)、
概
ね
の
位
置
、
延
長

②

工
事
施
エ
ヤ
ー
ド
、
工
事
用
道
路
等
の
設
置
が
想
定
さ
れ
る
概

ね
の
位
置

③

想
定
さ
れ
る
主
な
工
種
等

4

省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
口
の
で
い
う

｢環
境
の
保
全
を
目
的

と
し
て
法
令
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象
及
び
当
該

対
象
に
係
る
規
制
の
内
容
そ
の
他
の
状
況
｣
と
は
、
以
下
の
と
お
り

と
す
る
。

イ

省
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
イ
か
ら
ョ
ま
で
に
掲

げ
る
区
域
等
の
状
況

口

環
境
基
本
法

(平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
)
第
十
六
条

T讃夕千ヤ qo 0 77



第

一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
騒
音
及
び
水
質
汚
濁
に

係
る
環
境
基
準
の
類
型
の
指
定
状
況

ハ

環
境
基
本
法

(平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
)
第
十
七
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
公
害
防
止
計
画
の
策
定

の
状
況
(策
定
の
時
期
、
計
画
の
期
間
、
計
画
の
目
標
値
等
)

ニ

騒
音
規
制
法

(昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
)
第
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
、
地
域
指
定

状
況
、
区
域
の
区
分
、
時
間
の
区
分
の
状
況

ホ

振
動
規
制
法

(昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
)
第
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
交
通
振
動
の
限
度
、
地
域
指

定
状
況
、
区
域
の
区
分
、
時
間
の
区
分
の
状
況

へ

水
質
汚
濁
防
止
法
(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
)

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
排
水
基
準
が
定
め
ら
れ
た
区

域
ト

水
質
汚
濁
防
止
法
(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
)

第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域

チ

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

(昭
和
四
十
八
年
法
律

第
百
十
号
)
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
関
係
府
県
の
区
域

り

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

(昭
和
四
十
八
年
法
律

第
百
十
号
)
第
十
二
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
自

然
海
浜
保
全
地
区

ヌ

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六

十
一
号
)
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定

地
域

ル

排
水
基
準
を
定
め
る
総
理
府
令

(昭
和
四
十
六
年
総
理
府

令
第
三
十
五
号
)
別
表
第
二
の
備
考
6
に
規
定
す
る
湖
沼
及

び
海
域

ヲ

排
水
基
準
を
定
め
る
総
理
府
令

(昭
和
四
十
六
年
総
理
府

令
第
三
十
五
号
)
別
表
第
二
の
備
考
7
に
規
定
す
る
湖
沼
及

び
海
域

ワ

森
林
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
)
第
二

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
の
う
ち
、
公
衆

の
保
健
又
は
名
所
若
し
く
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存
の
た
め
に

指
定
さ
れ
た
保
安
林

力

都
市
緑
地
保
全
法

(昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
緑
地
の
保

全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
計
画

ョ

都
市
計
画
法

(昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)
第
八
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
用
途
地
域

夕

そ
の
他
の
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
等
に
規
定
す

る
区
域
等
の
状
況

(必
要
に
応
じ
て
把
握
す
る
。)

第
3
の
3
の
規
定
は
、
省
令
第
五
条
第
二
項
で
い
う

｢入
手
可
能

な
最
新
の
文
献
そ
の
他
の
資
料
｣
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
5

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
関
係

1

省
令
第
七
条
第
三
号
の
規
定
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
上
位
性
、

典
型
性
及
び
特
殊
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
複
数
の
種
･
群
集
を

抽
出
す
る
必
要
は
な
く
、
生
態
系
の
特
性
に
応
じ
て
適
切
に
種
･
群

集
を
抽
出
す
る
。

2

省
令
第
十
一
条
第
一
号
で
い
う

｢実
行
可
能
な
｣
と
は
科
学
的
知

見
、
経
済
性
、
施
工
性
等
を
総
合
的
に
踏
ま
え
て
実
行
可
能
で
あ
る

こ
と
を
｣い
〉フ
。

第
6

環
境
保
全
措
置
の
検
討
関
係

第
5
の
2
の
規
定
は
、
省
令
第
十
四
条
第
一
項
及
び
省
令
第
十
五
条

で
い
う

｢実
行
可
能
な
｣
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
7

準
備
書
の
作
成
関
係

1

準
備
書
の
手
続
に
お
け
る
法
第
十
五
条
に
い
う

｢環
境
影
響
を
受

け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
｣
は
、
準
備
書
の
手
続
の
段

階
ま
で
に
新
た
な
環
境
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
、
環
境
影
響
を
受

け
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
が
拡
大
し
た
り
、
環
境
影
響
の
予
測
及
び

評
価
の
結
果
、
環
境
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
地
域
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
方
法
書
の
手
続
に
お
け
る
法
第
六
条
第
一
項
に

い
う

｢環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
｣
と

異
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

2

第
3
の
1
の
規
定
は
、省
令
第
十
八
条
第
一
項
第

一
号
で
い
う
｢対

象
道
路
事
業
実
施
区
域
｣
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
3
の
1
中
の

｢方
法
書
｣
と
あ
る
の
は

｢準
備
書
｣
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

3

第
4
の
1
の
規
定
は
、省
令
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
で
い
う
｢計

画
交
通
量
｣
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

4

第
4
の
2
の
規
定
は
、省
令
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
で
い
う
｢構

造
の
概
要
｣
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

5

第
4
の
3
の
規
定
は
、省
令
第
十
八
条
第

一
項
第
四
号
で
い
う
｢工

事
計
画
の
概
要
｣
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

6

第
3
の
2
の
規
定
は
、省
令
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
で
い
う
｢既

に
決
定
さ
れ
て
い
る
内
容
｣
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
3
の
2
中
の

｢方
法
書
｣
と
あ
る
の
は

｢準
備
書
｣
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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は
じ
め
に

阪
神
高
速
道
路
公
団
は
、
昭
和
三
七
年
五
月
に
設

立
さ
れ
、
以
来
、
三
七
年
間
に
わ
た
っ
て
関
西
都
市

圏
の
都
市
高
速
道
路
網
の
整
備
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
阪
神
高
速
道
路
の
総
延
長
は
、
二
二
一
･
二

如
に
達
し
、
一
日
の
平
均
利
用
台
数
も
九
五
万
台
(平

成
一
〇
年
度
実
績
)
を
数
え
、
関
西
都
市
圏
の
大
動

脈
と
し
て
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
発
展
に
寄
与
し
て

い
ま
す
。

創
業
期
の
一
〇
年
間
は
、
大
阪
万
国
博
覧
会
関
連

道
路
の
建
設
が
続
き
、
急
速
に
営
業
路
線
を
伸
ば
し

て
現
路
線
の
骨
格
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

着
実
に
整
備
を
続
け
、
昭
和
五
〇
年
代
中
頃
か
ら
阪

神
間
が
高
速
道
路
で
結
ば
れ
、
平
成
に
入
る
と
関
西

国
際
空
港
の
メ
イ
ン
ア
ク
セ
ス
と
し
て
湾
岸
線
を
開

通
さ
せ
る
な
ど
、
営
業
路
線
二
〇
〇
如
時
代
を
迎
え

ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
高
速
道
路
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、

大
阪
地
区
で
は
、
新
規
路
線
と
し
て
臨
海
部
と
内
陸

部
を
結
ぶ
淀
川
左
岸
線
(2
期
)、
大
和
川
線
の
基
本

計
画
の
指
示
を
今
年
三
月
末
に
建
設
大
臣
か
ら
受
け

て
お
り
、
こ
れ
ら
東
西
軸
の
整
備
に
よ
り
都
心
部
の

渋
滞
緩
和
を
図
り
ま
す
。
神
戸
地
区
で
は
、
神
戸
山

手
線
、
北
神
戸
線
東
伸
部
な
ど
の
整
備
を
進
め
災
害

な
ど
に
強
い
ラ
ダ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実
さ
せ
て

ま
い
り
ま
す
。
京
都
地
区
で
は
、
新
十
条
通
の
整
備

を
促
進
し
、
新
た
に
油
小
路
線
に
つ
い
て
も
基
本
計

画
の
指
示
の
手
続
き
が
進
め
ば
、
事
業
に
着
手
し
て

京
都
市
内
の
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
の
緩
和
を
め
ざ
し

ま
す
。
ま
た
、
利
用
者
の
方
々
の
利
便
性
を
向
上
さ

せ
る
た
め
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

(E
T
C
)
の
試
行
運
用
に
向
け
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。二

阪
神
高
速
道
路
公
団
の
道
路
の
現
況

阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
、
昭
和
三
七
年
一
〇
月

八
日
に
最
初
の
基
本
計
画
の
指
示
を
受
け
、
現
在
ま

で
に
、
三
七
回
の
変
更
の
指
示
を
受
け
て
い
ま
す
。

平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
に
建
設
大
臣
か
ら
変
更

の
指
示
を
受
け
た
現
行
基
本
計
画
で
は
、
ニ
ニ
路
線
、

総
延
長
二
七
二
･
四
如
の
高
速
道
路
を
建
設
･
管
理

す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
現
在
、
供

用
中
の
路
線
は
、
一
七
路
線
、
延
長
二
二
一
･
二
如

で
す

(図
1
)。

建
設
中
の
路
線
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
阪
建
設
局
、

神
戸
第
一
建
設
部
、
神
戸
第
二
建
設
部
、
京
都
建
設

事
務
所
の
四
つ
の
部
局
が
建
設
を
担
当
し
、
供
用
中

の
路
線
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
阪
管
理
部
、
湾
岸
管

理
部
、
神
戸
管
理
部
の
三
つ
の
管
理
部
が
管
理
を
担

当
し
て
い
ま
す
。
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阪神高速道路公団業務部業務課

　　　　　
陳神高速道路公団における道路管理

~ 都市高速道路の上下空間の活用と
管理の両立をめざして ~



三

阪
神
高
速
道
路
公
団
の
道
路
管
理
の

特
徴

阪
神
高
速
道
路
公
団
の
道
路
管
理
の
特
徴
と
し
て
、

都
市
高
速
道
路
の
上
下
空
間
の
活
用
と
道
路
の
管
理

の
両
立
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
次
に
こ
れ
ら
の
事
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

都
心
部
に
整
備
さ
れ
る
阪
神
高
速
道
路
は
、
そ
の

約
九
0
%
が
高
架
構
造
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
道
路

の
上
下
空
間
が
都
市
に
と
っ
て
の
貴
重
な
空
間
資
源

と
な

っ
て
い
ま
す
。

》

覇

/
錢
‘

“#
瀞

瞑
挫
風

道
路
公
団
で
は

あ

資
源
を
有
効
に

･
鹸
汐

ァ
を
釜

"
聡
大熔
萃

活
用
す
る
道
路
の
整
備
･
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

凡

例

阪神高速道路

鰡
彌
“
駕

奴
纈
“
択

“

縫
画
鰓

轢
纖
計
新些

図 1 阪神高速道路図

速
道
路
高
架
下
利
用
審
議
会
の
答
申
を
尊
重
し
、
都

市
美
観
を
考
慮
し
つ
つ
広
場
、
公
園
、
駐
車
場
等
の

公
共
、
公
益
的
施
設
を
優
先
さ
せ
て
計
画
的
な
高
架

下
利
用
を
図

っ
て
い
ま
す

(表
-
、
写
真
ー
･
2
)
。
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表 1 高架下利用部分内訳 (平成11年 3月末日現在)

地
区“≧ " 公団施設

占 用 物 件 レ
合 計

店 舗 等 駐車場等 公 園 等 そ の 他
面積物件

そ の イ飽
線･管･柱等 小 計

大

阪

地

区

大 阪池 田線 (49) 65,600
(24) ー5,880

(5D 44.630
@) 6,890

(33) G 500 010) (231) 73,900
(280)ー39,500

大阪守 口線 (3) 2560 (4) 500 (9) も560 (4) ー4,440
(27) 22,000

(48) (92) 38,500
(95) 41,060

大阪東大阪線 (17) 34 500 (2) 20,450
(川 ーo260 くり 2,010

鮖) 6240 (44) (73) 38,960
(幼 73,460

大 阪 堺 線 価) ーG750 (8) -,780
(-の ー2,120

(3) -,460
(12) ー,600

(63) 畑) ー6,960
G14) 30,710

森 小 路 線 (0) o (q o (2) 870 の 220 の 2o の (6) Ln o (5) 13 10
西 大 阪 線 (0) o の 9o (0) o (0) o (0) o (8) (9) 9o (9) 9o
湾岸線 (大阪) (54) 59,090

(7) 4 660 (67) 87,550
(a 3,190

鰡) 創730 (97) (22リー77,130
(275) 236,220

大阪松 原線 (執) 48,720
旧) 6,100

(12) --,580
(の 500 (9) 1,810

(47) (89) 19,990
(1鮑) 687 10

大阪西宮線(大阪) (34) 37,550
(11) 37 50 (1リ ー7220 (3) 31 20 (=) 4 020 (19) 儀) 28,110

(89) 65,660
淀川左 岸線 {の 970 (0) o (0) o (0) o @) 4 120 (4) (6) 4 120 (8) 5,090
小 計 @28) 262,740

(76) 532 10 (170)ー857 90 (26) 31830 (168)ー28,040
(440 (8蜘) 398870 (1108)661610

兵

庫

地

区

神戸西宮線 (8) 14710 00) 2 660 G7) 282 60 (2) 560 (6) 870 (49) (髯) 32,350
(92) 47,060

大阪西宮線(異動 (2) 4 310 の 2230 (4) 3,360
(の 5860 (12) 8190 (24) 籍) ー9,440

(45) 237 50
湾岸線(兵庫) OB) 47,850

@) 5l oo (“) 76,340
G) 3700 (26) 21560 (32) (概 ーo6700 (100)ー54550

北 神 戸 線 (lo) 26,050
の 180 (の 1,610

G) 2,750
(M) ーQ }90 (21) (42) ー4730 (52) 407 80

小 計 解) 92,920
(ー4) ーQ 170 (46)ーo9,570

(8) ー2,670
(57) 40,8lo

(126) 遜りー73,220
(289) 266,l40

合 計 @脚 355660 (90) 63,380
(216) ?gB R60 鱒) “,600

(226)ー6RRRn (667) 範陥り57つnqn G 397)9277 50

注 1.( )は件数を示す。
2.店舗等とは、 店舗、 事務所、 倉庫、 その他これらに類する施設をいう。 駐車場等とは、 自動車駐車場、 自転車駐車場、
その他これらに類する施設をいう。 公園等とは、 公園、 運動場、 その他これらに類する施設をいう。 その他面積物件
とは、 通路、 日よけ、 商品置場、 水道施設等をいう。

写真 2 写真 1
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2

道
路
と
建
物
の
一
体
的
整
備

印

立
体
道
路
制
度
創
設
以
前

高
架
下
の
占
用
制
度
を
活
用
し
た
有
効
利
用
の
ほ

か
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
、
立
体
道
路
制
度
の

創
設
以
前
か
ら
道
路
と
建
物
の
一
体
的
整
備
を
進
め

て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
市
街
地
の
貴
重
な
空
間
の
活
用
と
と

も
に
、
高
速
道
路
の
建
設
に
よ
っ
て
変
化
す
る
地
域

や
施
設
を
補
完
し
、
さ
ら
に
、
一
層
そ
の
活
性
化
に

資
す
る
た
め
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
建
物
上
部
を
道
路
が
通
過
し

て
い
る
船
場
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
や
、
建
物
の
中
を
道
路

歩
道

　
　

平礬
□

図 2 船場センタービル断面図

が
通
過
し
て
い
る
朝
日
新
聞
社
ビ
ル
の
よ
う
に
、
大

都
市
の
道
路
整
備
に
と
っ
て
先
駆
的
と
な
っ
た
顕
著

な
事
例
も
あ
り
ま
す

(図
2
、
写
真
3
･4
)。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
占
用
制
度
の
枠
組

み
の
中
で
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
建
物
の

利
用
に
制
約
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す

(表
2
)。写真4 船場センタービル

建物に対する権利関係
達翳鰄雇原 離礁籍壤謝り弓葵鼾梁を 繊の緘蝋建物黛 梁)を所有 凧樹使用賞鮨 (契約)

建物所有権 (登記済)

店舗、事務所等建物の用途 店舗、事務所等 市場、店舗、事務所等 事務所、体育館等

道路側の越物に対する負担
達路が建物に乗るため、建物の柱等 (斑物として使用することにより必要 ビルの中を道路が通ることにより
に対する補強費を道錐側が負担 となる“護郷誠補強費を占用者が負担) 必要となる補強費を道縦側が負担

道路区域の決定範囲 満 梵ta全 にわたり;出 道路鰯員全般にわたり決定 撒脂鍋園全般にわたり決定

β2 道々テセ 99.9

進路幅員全般にわたり決定 道脂幅員全般にわたり決定

　迎　勘　

土地所有権

建物所有権 (登記済)

朝日新聞社ビル

朝日新間社

無鍋使用貸借 (契約)

建物所有擬 (登記でき仲)

木滓市場 ･新川商店街

期団法人阪神高速道路協会

土地所有権

占用許可

表 2 一体的整備事例 (立体道路制度創設以前)

建物の迪設主体

船堀センタービル

株式会社 大阪市開発公社

進路側の梅原 土地所有権
土地に対する権利関係 ----- -…‐--- - - -一一

建物側の梅原 占用許可



表 3 立体道路制度活用事例

りんくうタウン 湊町南田箱 泉大津パーキングエリア 梅田田路

都市計画の圏類 地区計画 西開発地区計画 西開発地区計画 高富地区

建物の越設主体 大阪府 株式会社湊町開発センター 泉大津港湾都市株式会社 民間

地物の欄造 道路一体建物 道路一体建物 区分所有建物 分離方式

道路側の権原 共有 共有 共有 (は併売鋼鰍繕つく割き中洲A) 区分地上権

圏物側の梅原 共有 共有 共有 (区分所有捌口きつく拙芭勧自讃潤 所有権
土地に対する権利関係 --- - ~ ~ …- - -一- -- -‐~~~ - -ぶーーー{~"~ミミ、- - } { ･、--、ミミミミー、、一一ミミー＼“･一一↑ミミー、、--ミミミ一一一

道路側の権原 協定に基づく権利 協定に基づくを据矛u 区分所有権
-、 k kkk-kk一--、、-、｣、、 、一･、k、-｣･--｣｣、、、 、 - ---、一一一｣-、、、、 ---- --、 k、一 ･、、k、一｣ 、 一-、、--、、
趨物側の権原 所有権 所有権 区分所有権 所有権

建物に対する権利関係 -- ~~~←- --- - - -- ~~ -- - ~ - …--ミーミ…~~-- kミ- -- -、ミー8、-ミ、一T ~ { ･ミー、一一･h、hミミ、ミー、一-{ -~‘一･

建物の用途 事務所 ･店舗 榎舎交通センター等 事務所 ･ホテル 事務所

遭路と避物との醤理協定等 直臍鯉糘謝る脇定 避略儲狸物に関ぼる協定 区分所有に関する豊贓約 翳開灘鬘約の内

道錐の立体的医戦の決定 決定済解濾6鱸ItR'塒団 決定済 (窮絶鯛飜殿ー) 決定済傳製B芻蝋弼稀 決定済仲禮‘槍状月'問髓)

廼陷保全立体区峨の指定 未指定(通路一体建物協定の 未脂定(道藷一体理物協定の 未指定(区分所有鰭理規約の 指定満 (平艘4知)定めにより保全) 定めにより保全) 定めにより保全)

②

立
体
道
路
制
度
創
設
以
降
の
立
体
利
用

鰔
)

阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
･

立
体
道
路
制
度
創
設

鞭
轍
後
、
制
度
を
活
用
し
て
、
積
極
的
に
市
街
地
に
お
け

聯
競
る
道
路
空
間
の
高
度
利
用
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

決

指

既
に
四
件
の
制
度
適
用
事
例
に
加
え
て
、
さ
ら
に
一

件 既 る 後
① 次 に に 道 、 阪 Q )次

に
こ
れ
ら
の
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

関
西
国
際
空
港
の
機
能
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と

と
も
に
地
域
の
環
境
を
整
え
る
た
め
計
画
さ
れ

た
り
ん
く
う
タ
ウ
ン
に
、
阪
神
高
速
道
路
の
湾

岸
線
及
び
日
本
道
路
公
団
の
関
西
空
港
自
動
車

道
が
連
絡
す
る
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
建
設
さ
れ

ま 道 岸 た と に 着
し が 線 り も 関 り こ 手
た 連 及 ん に 西 ん れ し
0 絡 び く 地 国 く ら た
す 日 う 城 際 う の と
る 本 夕 の 空 タ 事 こ
ジ 道 ウ 膿 港 ウ タリ ろ

増灘震空港 〆が瓶絹遂4号:湾岸紙

堺 、 ･ , l ろ
ン 境 の ン を で
に を 機 ご す
、 整 能 紹 (
阪 え を 介 表
神 る サ し 3
高 た ポ ま ち

遺メ
ガ＼ ＼

　　　　 　 　　　
間西空港自動藻遺ノ

図 3 りんくうタウン位置図 関西空港自動車道
(阪神高速道路湾岸線からのONランプ)

阪神高速道路湾岸線
(O Nランプ)

関西空港自動車道 皆 りんくうタウン駅
JR 線･南海線

　　　
□ o □

仁コ邁路の立体的区域
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こ
の
地
区
に
お
い
て
、
道
路
の
建
設
と
同
時

に
大
阪
府
が
、
制
度
を
活
用
し
て
商
業
施
設
･

地
域
の
利
便
施
設
を
整
備
し
ま
し
た
。
道
路
一

体
建
物
と
し
て
は
、
わ
が
国
初
の
ケ
ー
ス
で
す

(図
3
･
4
、
写
真
5
)
。

②

湊
町
出
路

(南
側
出
路
)

大
阪
難
波
の
西
に
位
置
す
る
湊
町
地
区
の
再

開
発
計
画
に
併
せ
て
、
既
設
の
湊
町
入
路
の
位

置
の
変
更
と
出
路
の
新
設
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
南
側
の
出
路
は
、
制
度
を
活
用

し
て
、
大
阪
市
の
第
三
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
株
式

会
社
湊
町
開
発
セ
ン
タ
ー
が
管
理
運
営
す
る
大

阪
シ
テ
ィ
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

(ジ

ェ
イ
ア

ー
ル
難
波
駅
や
リ
ム
ジ
ン
バ
ス
、
長
距
離
バ
ス

の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
複
合
交
通
セ
ン
タ
ー

機
能
と
関
西
国
際
空
港
の
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
機
能

を
も
つ
施
設
)
と
の
一
体
構
造
と
な
っ
た
道
路

一
体
建
物
と
な
っ
て
い
ま
す

(写
真
6
)。

南海電鉄
泉大津駅

③

泉
大
津
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

都
心
地
域
と
関
西
国
際
空
港
や
大
阪
の
南
部

エ
リ
ア
を
つ
な
ぐ
湾
岸
線
の
利
用
者
の
利
便
性

向
上
に
資
す
る
た
め
、
関
西
国
際
空
港
と
都
心

の
中
間
に
位
置
す
る
泉
大
津
市
域
に
お
い
て
、

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
を
整
備
し
ま
し
た
。

こ
の
パ
ー
キ
ン
グ
は
、
泉
大
津
港
湾
再
開
発

と
連
携
し
て
、
立
体
道
路
制
度
を
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
再
開
発
で
整
備
さ
れ
た
テ
ナ
ン
ト

ビ
ル
と
ホ
テ
ル
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
フ
ロ

ア
ー
に
パ
ー
キ
ン
グ
施
設
を
整
備
し
た
も
の
で

す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
再
開
発
側
の
各
施
設
と

写真 6 湊町出路 (南側田路)

くうタウン

大阪湾

図 5 泉大津PA位置図
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第

ぶ

パ
ー
キ
ン
グ
施
設
と
の
間
は
、
道
路
法
第
四
八

ー
キ
ン
グ
施
設

条
の
五
の
自
動
車
専
用
道
路
へ
の
出
入
り
制
限

で
き
な
い
構
造

の
規
定
に
よ
り
、
厳
密
に
区
画
さ
れ
機
能
的
に

写
真
7
)。

分
離
さ
れ
て
お
り
、
再
開
発
側
の
各
施
設
と
パ

にコ 道路の立体的区域

④

梅
田
出
路

全
国
で
も
有
数
の
商
業
･
業
務
地
区
で
あ
る

梅
田
地
区
周
辺
は
、
従
来
、
梅
田
入
路
が
存
在

す
る
だ
け
で
し
た
が
、
西
梅
田
地
区
の
再
開
発

に
併
せ
て
既
設
の
入
路
の
移
設
と
出
路
の
新
設 写真 7 泉大津P A

を
行
き
来
す
る
こ
と
が

が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

っ
て
い
ま
す

(図
5
･
6

当
該
地
区
は
、
土
地
の
高
度
利
用
が
望
ま
れ

る
地
域
で
あ
り
、
移
転
が
困
難
な
土
地
所
有
者

の
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
建
設
計
画
と
複
合
利
用
を
図

図 6 泉大津PA北面断面図

道行セ 99.9 85



る
た
め
、
制
度
を
適
用
し
て
道
路
と
ビ
ル
の
一

体
的
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

一
体
的
整
備
に
際
し
て
は
、
技
術
的
に
建
物

に
道
路
構
造
物
を
支
持
さ
せ
な
く
て
も
整
備
が

可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
民
間
の
テ
ナ
ン
ト

ビ
ル
ヘ
の
道
路
の
振
動
に
も
配
慮
し
て
、
分
離

構
造
を
採
用
し
、
ビ
ル
の
五
階
か
ら
七
階
の
部

分
を
貫
通
さ
せ
ま
し
た
。

ま
た
、
シ
ェ
ル
タ
ー
を
設
置
し
て
道
路
側
か

ら
の
粉
塵
等
が
建
物
側
貫
通
部
分
に
堆
積
し
な

い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す

(図
7
･
8
、
写

真
8
)
0

縊防

掾＼
エ　　

図 7 梅田出路位置図

霊写細

図

　β6 道イテセ 99.9

こ
こ
ま
で
の
四
件
が
整
備
済
み
の
事
例
で
、
次
に

現
在
事
業
中
の
案
件
を
紹
介
し
ま
す
。

⑤

湊
町
北
出
入
路

(仮
称
)

先
に
ご
紹
介
し
た
港
町
出
路
の
北
側
に
計
画

さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
湊
町
北
出
入
路
(仮
称
)

で
す
。

こ
れ
ま
で
の
制
度
適
用
事
例
は
基
本
的
に
は

分
離
構
造
又
は
一
体
構
造
の
い
ず
れ
か
一
方
の

匿覊道路の立体的区域
にコ道路保全立体区域



構
造
を
採
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
立
地
上

の
制
約
か
ら
限
ら
れ
た
空
間
に
出
路
と
入
路
そ

し
て
公
園
と
一
体
と
な
っ
た
大
阪
市
の
施
設
が

整
備
さ
れ
る
と
い
う
、
分
離
構
造
と
一
体
構
造

が
混
在
す
る
複
雑
な
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
(図

9
)
0現

在
、
立
体
道
路
制
度
を
適
用
す
る
た
め
関

係
機
関
と
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

図 9 湊町北出入路イメージ図

四

建
物
と
一
体
と
な
つ
を
道
路
の
管
理

の
課
題

ご
紹
介
し
た
と
お
り
、
阪
神
高
速
道
路
に
は
い
く

つ
も
の
建
物
と
の
一
体
的
整
備
地
域
が
あ
り
ま
す
。

今
日
ま
で
は
、
道
路
管
理
上
特
に
支
障
と
な
る
よ

う
な
事
案
は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
検
討
が
必
要
と
な
る
課
題

が
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す
。

の

道
路
の
改
築
･
建
物
の
建
替
え

一
体
的
整
備
事
例
で
最
も
初
期
の
も
の
は
昭
和
三

九
年
三

月
に
供
用
開
始
し
た
朝
日
新
聞
社
ビ
ル
で
、

既
に
整
備
後
約
三
五
年
を
経
過
し
て
い
ま
す
。

建
物
側
の
建
替
え
の
問
題
は
、
遠
い
将
来
の
問
題

で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

仮
に
、
建
物
側
の
事
情
に
よ
り
建
替
え
の
申
し
出

が
あ
っ
た
場
合
、
道
路
側
の
改
築
事
業
が
連
携
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
両
事
業
を
調
整
す
る
こ
と

に
よ
り
建
物
の
建
替
え
が
比
較
的
容
易
に
実
施
可
能

と
な
り
得
ま
す
が
、
道
路
側
に
改
築
の
予
定
が
無
い

場
合
は
、
相
当
の
困
難
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
道
路
側
に
改
築
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
も

同
様
の
事
情
が
発
生
す
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

道
路
及
び
建
物
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
す
る
建
物

の
建
替
え
及
び
道
路
の
改
築
の
工
法
等
に
つ
い
て
は
、

個
々
の
地
域
に
お
い
て
の
中
長
期
的
な
技
術
的
課
題

と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②

一
体
的
整
備
施
設
の
相
互
利
用

阪
神
高
速
道
路
公
団
の
一
体
的
整
備
事
例
は
、
道

路
の
本
線
又
は
ラ
ン
プ
と
建
物
が
一
体
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が

完
全
に
区
画
さ
れ
、
機
能
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
泉
大
津
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ

ア
で
は
、
パ
ー
キ
ン
グ
施
設
で
あ
る
道
路
側
の
利
便

施
設
が
他
の
利
便
施
設
と
一
体
的
に
整
備
さ
れ
て
い

る
の
で
、
施
設
間
の
相
互
利
用
の
要
望
が
ユ
ー
ザ
ー

や
地
元
か
ら
実
際
に
出
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
道
路
法
第
四
八
条
の
五
の
取
り
扱
い
を

は
じ
め
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
の
認
識
を
持
ち
つ
つ

も
、
施
設
相
互
間
の
活
性
化
の
観
点
を
含
め
、
ユ
ー

ザ
ー
や
地
元
か
ら
の
要
望
に
ど
う
応
え
て
い
け
る
か
、

引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。五

終
わ
り
に

以
上
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
の
道
路
管
理
の
特
徴

的
な
一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
事
例
は
、
都
市
高
速
道

路
特
有
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
道
路
管
理
に
携

わ
る
皆
様
の
ご
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

参
考
資
料

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
の
し
ご
と
｣

道イテセ 99.9 8 7

｢阪
神
高
速
道
路
の
立
体
利
用
｣
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月
･
日

世
界
の

動

き

○
中
国
政
府
が
北
京
の
共
産
党
と
政
府
の
所
在
す
る
中
南
海
前
で

大
規
模
デ
モ
を
行
っ
た
気
功
集
団

｢法
輪
功
｣
の
運
営
母
体
で
あ

る
法
輪
大
法
研
究
会

(李
洪
志
会
長
)
を
非
合
法
組
織
と
認
定
し
、

活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
に
し
た
。

○
ロ
シ
ア
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
が
ス
テ
パ
シ
ン
首
相
を
解
任
、

首
相
代
行
に
プ
チ
ン
連
邦
保
安
局
長
官
兼
国
家
安
全
保
障
会
議
書

記
を
任
命
、
下
院
に
そ
の
承
認
を
要
請
し
た
。
さ
ら
に
、
一
年
後

の
大
統
領
選
に
向
け
、
プ
チ
ン
首
相
代
行
を
自
ら
の
後
継
者
に
す

る
と
宣
言
し
た
。
大
統
領
の
要
請
を
受
け
て
ロ
シ
ア
下
院
は
首
相

承
認
投
票
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
た

(
一
六
日
)。

○
国
際
通
貨
基
金

(I
M
F
)
が

｢対
日
審
査
報
告
｣
を
発
表
。

日
本
の
一
九
九
九
年
の
実
質
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
の
成
長
率

見
通
し
を
マ
イ
ナ
ス
一
･
四
%

(今
年
四
月
)
か
ら
プ
ラ
ス
○
･

二
%
に
上
方
修
正
し
た
。
ま
た
、
失
業
率
に
つ
い
て
は
、
一
層
の

悪
化
を
予
測
、
九
九
年
四
･
八
%

(同
)
を
五
･
0
%
、
二
〇
〇

〇
年
の
四
･
九
%

(同
)
を
五
･
五
%
に
そ
れ
ぞ
れ
修
正
し
た
。

○
ト
ル
コ
西
部
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

(M
)
六
･
八
規
模
の
強
い

地
震
が
あ
り
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
や
震
源
地
に
近
い
イ
ズ
ミ
ッ
ト

で
は
ビ
ル
の
倒
壊
な
ど
で
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
。
二
〇
日
現

在
で
死
者
は
一
万
人
を
超
え
、
最
終
的
に
は
数
万
人
規
模
と
な
る

と
み
ら
れ
て
お
り
、
過
去
数
十
年
に
起
き
た
世
界
の
地
震
の
中
で

も
最
大
級
の
被
害
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

事

項

磁
0 月

･
日

国
内
の
動

き

○
羽
田
発
新
千
歳
行
き
の
全
日
空
o
6
1
便
ジ
ャ
ン
ボ
機
=
長
島

直
之
機
長

(五
一
)
ら
乗
員
一
四
人
、
乗
客
五
〇
三
人
=
が
ハ
イ

ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
、
機
長
が
包
丁
で
刺
さ
れ
て
死
亡
。
犯
人
は
機
内

で
航
空
機
の
強
取
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
容
疑
で
現
行
犯

逮
捕
さ
れ
た
。

○
次
国
会
か
ら
順
次
、
政
府
委
員
制
度
の
廃
止
や
副
大
臣
制
度
を

導
入
す
る
な
ど
の
国
会
改
革
法
が
、
参
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
。

○
政
府
が
閣
議
で
二
〇
〇
〇
年
度
当
初
予
算
の
概
算
要
求
基
本
方

針
を
決
定
。
原
則
と
し
て
一
般
歳
出
全
体
で
一
九
九
八
年
度
よ
り

五
･
三
%
増
額
し
た
九
九
年
度
当
初
予
算
並
み
と
す
る
こ
と
と
し
、

二
年
連
続
の
景
気
刺
激
型
と
な
っ
た
。
公
共
事
業
関
係
費
は
九
兆

四
、
三
〇
七
億
円
の
九
九
年
予
算
と
同
額
を
確
保
す
る
。

○
総
務
庁
発
表
の
労
働
力
調
査
に
よ
る
と
、
六
月
の
完
全
失
業
率

は
四
･
九
%

(季
節
調
整
値
)
で
、
前
月
に
比
べ
○
･
三
ポ
イ
ン

ト
上
昇
し
、
最
悪
を
記
録
。
男
女
別
で
は
男
性
五
･
一
%
、
女
性

四
･
四
%
o

o
国
税
庁
が
一
九
九
九
年
分
の
路
線
価
を
発
表
。
標
準
宅
地
の
路

線
価
の
平
均
額
は
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
五
万
八
、
0
0
0

円
で
昨
年
に
比
べ
七
･
一
%
下
落
。

○
国
旗
･
国
歌
法
が
参
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
。

○
改
正
住
民
基
本
台
帳
法
、
通
信
傍
受
法
を
含
む
組
織
的
犯
罪
三

法
が
参
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
。

○
神
奈
川
県
山
北
町
の
玄
倉
用
で
キ
ャ
ン
プ
客
一
八
人
が
濁
流
に

流
さ
れ
、
五
人
は
救
助
さ
れ
た
が
、
一
三
人
が
行
方
不
明
。
ま
た
、

藤
野
町
の
道
志
川
で
も
二
人
が
行
方
不
明
。

○
第
一
勧
業
銀
行
、
富
士
銀
行
、
日
本
興
業
銀
行
の
三
行
が
、
二

〇
〇
〇
年
九
月
末
に
対
等
の
出
資
比
率
で
金
融
持
ち
株
会
社
を
設

立
し
、
二
〇
〇
二
年
に
も
事
業
統
合
す
る
。

事

項

"
月
･
日

道

路

行

政

の

動

き

○
道
路
審
議
会
が
｢直
轄
管
理
区
間
の
指
定
基
準
に
関
す
る
答
申
｣

を
出
す
。

○
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
と
新
港
束
ふ
頭
を
結
ぶ
神
戸
港
港
島
ト
ン

ネ
ル

(
一
･
六
師
)
の
自
動
車
専
用
道
路
が
完
成
。

○
今
治
小
松
自
動
車
道
の
う
ち
東
予
丹
原
I
C
か
ら
い
ょ
小
松
J

C
T
ま
で
の
区
間

(延
長
四
･
○
如
)
が
開
通
。

○

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
が
は
じ
ま
る
。

○
一
般
国
道
一
九
二
号

徳
島
南
環
状
道
路
の
側
道
部

(徳
島
市

国
分
町
矢
野
字
妙
高
ー
同
町
延
命
字
壱
町
地
間
)
七
六
0
m
が
開

通
。

○

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
が
東
京
･
渋
谷
区
の
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン

プ
レ
イ
ス
で
開
催
さ
れ
る
。 事

項

88 道行セ 99,9
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外
国
図
書
や
洋
品
の
｢丸
善
｣
で
、
輸
入
も
の
･

万
華
鏡
展
が
あ
っ
た
。
如
何
に
も
老
舗
ら
し
い
催
し

も
の
だ
っ
た
。
万
華
鏡
は
我
が
国
で
は

“昔
の
オ
モ

チ
ャ
“
扱
い
だ
が
、
欧
米
で
は
今
な
お
大
人
達
に
親

し
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
文
房
具
だ
か
ら
そ
う
大
き

な
も
の
は
な
い
。
長
さ
三
五
血
、
直
径
四
釦
位
の
円

筒
型
が
多
か
っ
た
。
筒
を
光
源
に
向
け
て
覗
く
と
、

中
に
入
っ
て
い
る
色
セ
ル
ロ
イ
ド
の
小
片
が
幾
何
学

模
様
に
重
な
り
、
ま
る
で
結
晶
の
標
本
を
見
て
い
る

よ
う
に
美
し
い
。
筒
を
静
か
に
廻
す
と
色
小
片
が
動

き
、
新
し
い
模
様
が
次
か
ら
次
へ
と
湧
き
出
て
、
夢

幻
の
世
界
へ
と
誘
っ
て
く
れ
る
。
展
示
品
の
中
に
は

超
小
型
な
ど
随
分
と
凝
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

カ
レイ
ド

ス
コlブ

万
華
鏡
は
英
語
で
内
LP
ャ
罔
巳

の
o
o
o
勺
団
と
い
＼

カ
レ
イ
ド
と
は

｢絶
え
ず
変
化
す
る
｣
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
直
訳
す
る
と
変
化
鏡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
で
は
商
品
の
名
に
は
な
ら
な
い
。
明
治
期
の
知

恵
者
が
方
華
の
字
を
充
て
た
。
方
華
と
は
さ
か
ん
に

美
し
い
と
い
う
意
味
だ
か
ら
カ
レ
イ
ド
の
｢変
化
す

る
｣
と
い
う
こ
と
か
ら
は
外
れ
た
名
前
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
萬
年
筆
と
同
様
に
、
夢
を

追
う
文
房
具
に
は
大
袈
裟
な
名
前
が
多
い
。

変
化
と
い
え
ば
、
易
経
を
英
語
で
暮
の
け
o
o寿
魚

目
p□㈹
①と
い
う
。
直
訳
す
る
と
変
化
の
本
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
易
の
字
源
は
蜥
蜴
即
ち
ト
カ
ゲ
の
こ
と

で
あ
る
。
ト
カ
ゲ
は
皮
膚
の
色
が
時
間
に
よ
っ
て
変

化
す
る
と
こ
ろ
か
ら
天
地
間
の
事
物
の
変
化
、
即
ち

陰
陽
転
変
し
て
萬
物
が
消
長
す
る
義
と
な
っ
た
と
い

う
。
字
源
の
む
づ
か
し
い
話
は
別
に
し
て
、
易
占
い

で
は
算
木
と
い
う
横
長
一
○
伽
ほ
ど
の
矩
形
を
し
た

木
片
、
六
本
一
組
で
一
つ
の
卦
が
出
来
る
。
そ
の
木

片
一
本
ノ
＼
を
炎
と
い
＼
二
面
は
畑
の
マ
ー
ク
、

他
の
三
面
は

囲
の
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る
。

…
の
裏

は

囲
、

囲
の
裏
は

齢
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
占
い

で
は
笙
竹
の
操
作
に
よ
っ
て
こ
の
麦
が
裏
表
に
変
化

し
、
ま
る
き
り
違
っ
た
卦
に
な
る
の
で
あ
る
。

炎
に
関
係
す
る
が
学
問
の
学
は
略
字
で
、
學
が
本

字
で
あ
る
。
こ
の
字
を
分
解
す
る
と
、
炎
、
日
、
[
、

子
に
な
る
。
炎
は
右
に
述
べ
た
易
の
麦
、
臼
は
両
手

で
物
を
囲
む
象
形
で
あ
る
。
"
は
机
で
、
子
は
子
供

の
こ
と
で
あ
る
。
分
解
し
た
の
を
合
わ
せ
る
と
、
學

と
は
、
子
弟
が
机
に
向
か
っ
て
算
木
を
見
つ
め
、
炎

の
変
化
を
学
ん
で
い
る
象
形
文
字
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
學
問
の
間
と
は
先
生
に
問
う
こ
と
か
ら
口
の
字

が
あ
る
。
要
す
る
に
學
問
と
は
変
化
に
対
応
す
る
心

構
え
を
先
生
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
て
い
る
象
な
の
で

あ
る
。

　　　　　

こ
の
炎
の
変
化
を
今
迄
に
説
明
し
て
き
た
雷
風
恆

で
例
を
示
し
た
い
。
恆
は
お
互
い
に
心
変
わ
ら
ず
常

な
る
気
持
ち
で
生
涯
を
終
え
た
い
と
願
う
夫
婦
の
卦

1レート▲'｣~スン

で
あ
る
。
こ
の
卦
の
初
炎
が
変
化
し
た
ら
ど
う
な
る

　

　

か
。薑
量
恆
の
下
の
…
が
-
に
変
わ
っ
て
嵩
霊
大
壮

ら
いて
ん

た
いそう

(雷
天
た
い
そ
う
)
に
変
化
す
る
。
大
壮
と
は
大
い

き
か

に
壮
ん
の
意
味
で
、
前
に
進
み
過
ぎ
る
暴
走
の
卦
で

あ
る
。
恆
と
い
う
の
は
心
の
中
に
秘
め
て
お
く
べ
き

問
題
で
静
的
な
も
の
で
、
そ
れ
が
大
い
に
壮
ん
の
卦

雷
天
た
いそう

かたち

に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
m霊
寓
大
壮
の
象
を
模
様
と

雷

っの

天

し
て
見
る
と
、
霊
は
角
に
見
え
る
。
そ
し
て
霊
を
胴

体
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
雄
羊
が
突
進
し
過
ぎ

て
垣
根
の
中
に
突
込
み
角
が
ま
が
き
に
引
っ
か
か
っ

て
進
む
こ
と
も
退
く
こ
と
も
出
来
ず
苦
し
ん
で
い
る

かたち
て
いよう
まぎ
か
にふれそ
の
つのを
る
いず

象
(紙
羊
燭
し藩
累
二其
角
む
と
み
る
。こ
＼
か
ら
少
々

お
説
教
調
に
な
る
が
。
人
生
さ
か
ん
な
時
は
鸚
慢
が

生
じ
や
す
い
。
猪
突
猛
進
の
戒
め
で
あ
る
。
占
的
に

も
よ
る
が
一
般
的
に
恆
か
ら
大
壮
へ
の
変
化
は
、
心

変
わ
ら
ず
常
な
る
こ
と
を
願
う
の
は
よ
い
が
、
そ
れ

を
他
人
や
自
分
自
身
に
強
調

(大
壮
)
し
過
ぎ
る
と
、

物
事
を
す
べ
て
が
円
滑
に
行
か
な
く
な
る
か
ら
気
を

つ
け
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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